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はじめに

1 健康 日本 21の策定と経過

(1) 健康日本21策定の趣旨

日本では、急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、

疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の

割合が増力日し、これら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は、

約 3割 となっている。

こうした疾病構造の変化に対応し、全ての国民が健やかで心豊かに生活でき

る活力ある社会とするために、平成 12年に生活習慣病やその原因となる生活習

慣の改善等に関する課題について日標等を選定し、国民が主体的に取り組める

新たな国民健康づくり運動として「21世紀における国民健康づくり運動 (健

康日本 21)」 (以下「健康日本21」 という。)が策定された。

健康日本 21は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を

実現することを目的とし、平成 22年度を目途とした具体的な目標を提示するこ

と等により、健康に関連する全ての関係機関・団体等を始めとして、国民が一

体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意

思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促そうとするもので

あった。

また、健康日本21は、平成 17年度を目途に中間評価を行うとともに、平成
22年度から最終評価を行い、その後の運動の推進に反映させることとしている。

(2) 健康日本21の中間評価

平成 16年 12月 に、健康日本 21中間評価作業チームを設置し、中間実績値の

分析、各分野の評価、代表目標項目の選定、新規目標項目の設定等について検

討を行い、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会での審議を経て、平成 19

年 4月 に 「健康日本 21」 中間評価報告書を取りまとめた。

(参考〉 「健康日本21」 中間評価報告書 (概要)

健康 日本 21の全般的な評価

健康日本21は、健康づくりに関する各種指標について数値目標を設定し、国民が一体と

なった健康づくり運動を推進する手法を導入したことにより、国民の健康指標に関する各種

データの体系的・継続的なモニタリング、評価が可能となった。

また、都道府県及び市町村においては、健康増進計画の策定が進んでおり、全ての都道府

県で都道府県計画が、約半数の市町村で市町村計画が策定されている。

健康日本 21の 中間評価における中間実績値からは、例えば、脳卒中、虚血性心疾患の年



齢調整死亡率の改善傾向がみられるものの、高血圧、糖尿病の患者数は特に中高年男性では

改善 していない。また、肥満者の割合や 日常生活における歩数のように、健康 日本 21策定

時のベースライン値より改善していない項目や、悪化 している項 目がみられるなど、これま

での進捗状況は全体としては必ずしも十分ではない点がみられる。

こうした個別指標の未改善や悪化に加え、以下のような課題が提起され、ポピュレーショ

ンアプローチやハイ リスクアプローチなどの強化 。充実が必要とされた。

課題

○総花主義的でターゲットが不明確 (「誰に何を」が不明確 )

○目標達成に向けた効果的なプログラムやツールの展開が不十分

○アウ トカム評価を可能とするデータの把握手法の見直し

○政府全体や産業界を含めた社会全体としての取組が不十分

○医療保険者、市町村等の関係者の役割分担が不明確

〇現状把握、施策評価のためのデータの収集、整備が不十分

○保健師、管理栄養士等医療関係者の資質の向上に関する取組が不十分

今後の方向性

◆ポピュレーションアプローチ (健康づくりの国民運動化 )

○代表 目標項目の選定 (都道府県健康増進計画に目標値設定)→都道府県健康増進計画改定ガ

イ ドライン、都道府県健康・栄養調査マニュアルに沿つた計画の内容充実

○新規 目標項 目の設定

。メタボ リックシンドローム (内臓脂肪症候群)の認知度の向上

。メタボリックシン ドローム (内 1蔵脂肪症候群)の該当者・予備群の減少
。メタボ リックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者

数の向上等

○効果的なプログラムやツールの普及啓発、定期的な見直し

○メタボリックシンドロームに着目した、運動習慣の定着、食生活の改善等に向けた普及啓発

の徹底

◆ハイ リスクアプローチ (効果的な健診・保健指導の実施)

〇医療保険者による40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームに着 目

した特定健康診査・特定保健指導の着実な実施 (2008年度より)

○生活習慣病予防のための標準的な健診 。保健指導プログラムの提示、定期的な見直し

◆産業界 との連携

○産業界の自主的取組との一層の連携

○保健指導事業者の質及び量の確保

◆人材育成 (医療関係者の資質向上)

○国、都道府県、医療関係者団体、医療保険者団体等が連携 した人材養成のための研修等の充

実

◆エビデンスに基づいた施策の展開

Oア ウ トカム評価を可能とするデータの把握手法の見直し

○国民健康・栄養調査の在 り方の見直 しの検討

○都道府県・市町村等の取組状況の定期的な把握



2 健 康 日本 21に 関連 す る主な施 策の動 向

平成 12年度から現在に至るまでの、健康 日本 21に関連する主な施策の動
向については、次のとおりである。それぞれ次期計画に向け、方向性の提示
や検討が進められている状況にあり、健康増進法に基づ く基本的な方針や健
康増進計画 (都道府県・市町村)と の調和・配慮が求められることから、今
後 とも、両者の関連性に留意 していく必要がある。

(1)高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
・医療保険者 (国保・被用者保険)に対し、40歳以上の被保険者・被扶養
者 を対象 とする、内臓脂肪型肥満に着 日した健診及び保健指導の事業実施を
義務づけた。
・現在、医療費適正化計画 (H20～H24年度)における中間評価等を踏まえ、
特定健康診査・特定保健指導の在 り方など、次期計画 (H25年度～)に向け
て検討を行つているところである。
(2)医療法の一部改正
・ 4疾病 5事業を医療計画に明示し、医療連携体制を構築するよう都道府県
に取組を求めた。
・今後、次期医療計画 (H25年度～)に向けて、現行の 4疾病に加え、新た
に精神疾患を加える方向である (社会保障審議会で了承済み。)。

(3)がん対策基本法の制定
。がん対策推進基本計画を策定 し、重点的に取 り組むべき課題 として、放射
線療法・化学療法の推進やこれらを専門的に行 う医師等の育成、治療の初期
段階からの緩和ケアの実施、がん登録の推進をあげた。
・現在、基本計画の中間報告等を踏まえ、基本計画に掲げられた 7つの分野
の見直 しなど、次期基本計画 (H24年度～)に向けて検討を行っているとこ
ろである。          '
(4)介護保険法の一部改正
・平成 17年の介護保険制度改革において、予防重視型システムヘの転換や
施設給付の見直 し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上
や負担の在 り方「制度運営の見直しを行つた。
。今後は、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが切れ日なく提供 される「地域包括ケアシステム」
の実現に向けた取組を推進する方向である。

これ らを総括すると、平成 12年以降、健康増進法の成立・施行もあいま
つて、健康増進・疾病予防対策 自体の重要性や、保健・医療・介護の連続性、
社会保障政策の密接不可分性が認識 されてきたといえる。また、健康 日本 2
1の ような国民健康づくり運動が、受益者 (一人ひとりの国民)の立場から
みると、生活の中で実現可能で効果性が高いことが求められ、身近でわかり
やす く参画 しやすいことが重要であり、一方、政策的視点からは、実現すべ

き政策 目標が、より総合的な視野の中で設定されるべきであることを示して
いる。



Ⅱ 最終評価の 目的 と方法

1 最終評価の 目的

健康日本 21の評価は、平成 17年度を目途に中間評価を行うとともに、

平成 22年度から最終評価を行い、その評価を平成 25年度以降の運動の推進
に反映させることとしている。

健康日本 21の最終評価の目的は、策定時及び中間評価時に設定された自

標について、目標の達成状況や関連する取組の状況を評価するとともに、こ
の間の健康づくり対策を取り巻く技術的進歩や社会的変化、制度の変更など

その課題を明らかにすることで、今後の対策に反映させることである。

2 最終評価の方法

(1)指標の評価方法について

健康日本 21の策定時及び中間評価時に設定された9分野の目標(80項 目、
うち再掲 21項 目を含む)について、設定時の値と直近の値を比較 (原貝Jと し
て有意差検定を実施し、その結果については「別添 分野別評価シー ト」に記

載)するとともに、分析上の課題や関連する調査・研究のデータの動向も踏
まえ、日標に対する達成状況について、以下のとおり分析・評価を行った。

(2)推進に関する取組状況について

国の取組の動向を整理する (参考資料 1)と ともに、都道府県及び市町村

(政令市及び特別区を含む。)並びに健康 日本 21推進全国連絡協議会の加入

会員団体を対象に、取組状況に関する調査 (参考資料 2)を実施 し、整理・

評価を行つた。

なお、都道府県は全数を対象とし、市町村は東 日本大震災による被害の大

きい岩手県、宮城県、福島県の市町村の うち仙台市を除き対象外 とした。

A 目標値に達した

策定時 (若 しくは中間

評価時)の値と直近値

を上ヒ較

B 目標値に達していないが、改善傾向にある

変わらない

D 悪化 している

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難



Ⅲ 最終評価の結果

1 全体 の 目標達成状況等の評価

9つの分野の全指標 80項 目 (参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)

について、その達成状況を評価・分析すると、表 1の とおりとなった。
80項 目中、再掲の21項 目を除く59項 目について、目標値に達した項目は、

16.9%(10項 目)に とどまり、その主なものは、メタボリックシンドローム

を認知している国民の割合の増力日、高齢者で外出について積極的態度をもつ

人の増加、80歳で20歯以上・60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増
加などであった。また、日標値に達していないが改善傾向にある項目は42.4%
(25項 目)であり、その主なものは、食塩摂取量の減少、意識的に運動を心

がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、
糖尿病やがん検診の受診の促進、高血圧の改善などであった。これらを合わ
せた全体の約 6割が、目標値に達し又は改善傾向にあった。

変わらない項目は23.7%(14項 目)で、その主なものは、自殺者の減少、
多量に飲酒する人の減少、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減
少、高脂血症の減少などであつた。さらに、悪化している項目は 15.3%(9
項目)で、その主なものは、日常生活における歩数の増加、糖尿病合併症の

減少などであった。

なお、特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上 (1項 目)について
のみ、平成 20年度からの2ヶ 年のデータに限定されるため、評価困難とした。

また、たばこやアルコール分野のように0%、 100%を 目指すという目標

値を設定している指標もあれば、段階的な目標設定をしている指標もあり、

分野 。指標ごとに目標値の在り方が異なることに留意する必要がある。

表 1 指標の達成状況

策定時
*の

値と直近値を比較 全 体 (再掲の項 目猜 む )

A 目標値 に達した 101頁 目     〈16.9%〉 (14項 目  〈17.5%〉 )

B 目標値に達していないが

改善傾向にある
25項 目     く42.4%〉 (32巧ヨロ  く40.0%〉 )

C 変わらない 141頁 目     〈23.7%〉 (22三頁目  〈27.5%〉 )

D 悪化 している 9項 目   〈15.3%〉 (10巧頁目  〈12.5%〉 )

E 評価 困難 1]項 目    〈1.7%〉 (2琴ヨロ   〈2.5%〉 )

合 計 59項 目    く1000%〉 (80巧雲目 〈100.0%〉 )

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較



なお、評価指標そのものではないが、健康 日本 21の 目的は、壮年期死亡

の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上であり、これ らの状況は以下の

とお りである。

壮年期死亡の減少については、人口動態統計によると、いわゆる早世 (65

歳未満の死亡)、 特に壮年期 (25～ 44歳)及び中年期 (45～64歳)の総死亡

率の推移をみると、平成 9年以降 12年間において、中年期の総死亡率は減少

傾向にある一方、壮年期の総死亡率の低下は小さい。わが国の今後の生産年

齢人 口の減少を鑑みると、当該世代の罹患および重症化の予防を一層推進す

ることの重要性が うかがえる。また、死因別にみると、中・壮年期の悪性新

生物、脳血管疾患及び不慮の事故の死亡率は低下傾向にあり、心疾患は横ば

いであるのに対 し、自殺は特に壮年期で上昇する傾向にある。さらには、厚

生労働科学研究結果によると、中・壮年期の総死亡には血圧と喫煙が大きく

影響 し、血圧高値 と喫煙による過剰死亡割合が大きいほか、65歳未満の循環

器疾患死亡には、喫煙、高血圧及び糖尿病が強く関連しているとされている。

日本人の平均寿命については、平成 22年簡易生命表の概況によると、男性

で 79.64年、女性で 86.39年 となってお り、国際的な比較において極めて高

い水準で推移する (図 1)と ともに、年次に従い延伸する傾向がみ られ、平

成 12年から平成 22年までの間で男性が 1.92年、女性が 1.79年、それぞれ

伸びている。
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出典 :厚生労働省「平成 22年

簡易生命表の概況」

図 1 主な諸外国の平均寿命の年次推移
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健康寿命については、いくつかの指標がある。厚生労働科学研究結果によ

ると、平均自立期間、日常生活に制限のない平均期間及び自覚的に健康な平

均期間について、年次推移ではいずれも延伸傾向にあり、都道府県分布では

その差が大きいことも報告 されている。また、 (独)福祉医療機構の研究成

果によると、自立調整健康余命について、平成 14年 と平成 21年の比較で

は延伸 し、都道府県格差も報告されている。

平成 17年 → 平成 21年 都道府県分布 (平成 21年 )

平均 自立期間 (65歳時) 男性  1666 →

女性  2013 →

17.24(年 )

2048(年 )

15.34～ 17.94(年 )

19.33～21.38(年 )

平成 7年 → 平成 19年 都道府県分布 (平成 19年 )

日常生活に制限のない平均期間 男性  6849→
女性  72.12 →

70.74(年 )

7411(年 )

68.95～ 7253(年 )

72.83～7596(年 )

平成 7年 → 平成 19年 都道府県分布 (平成 19年 )

自覚的に健康な平均期間 男性

女性

68 54  -→

72.00  -→

6972(年 )

72.93(年 )

67.43～7131(年 )

7136～7490(年 )

平成 14年 → 平成 21年 都道府県最小値・最大値

(平成 21年 )

自立調整健康余命 (65歳時) 16.47→  16.89(年 )

19.90 → 20.31(年 )

15.59～ 17.60(年 )

19_29～ 21.08(年 )

男性

女性

生活の質の向上については、現時点では、特定の個別指標による把握や評

価が難 しく、グローバルな尺度 としては、自覚的な健康観が高いか低いかと

いつた調査結果の推移を追 うことで評価する方法も考えられる。また、国民

の健康問題としては、身体的な健康とともに、精神的な健康も大きなウエィ

トを占めるようになっており、これらが自覚的な健康観にどういった影響を

及ばすのか、今後の研究によって明らかにしていく必要があると考えられる。

2 分野別の評価

分野別の評価シー ト (別添参照)に基づき、指標の達成状況と評価、指標
に関連した施策、今後の課題について、以下のとおりとりまとめた。



(1)

ア

栄養 口食生活

指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 7

D 悪化している つ
´

E 評価困難 0

合計 15

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○栄養状態、栄養素・食物摂取については、女性 (40～ 60歳代)の肥

満、食塩摂取量には改善がみ られたが、脂肪エネルギー比率や野菜の摂

取量などについては改善がみられなかった。

○知識・態度 。行動の変容については、自分の適正体重を維持すること

のできる食事量を理解 している人の割合、メタボ リックシン ドロームを

認知 している割合など知識や態度 レベルでは改善がみられたが、朝食欠

食など行動 レベルの変容にまで至らなかったものもある。

○行動変容のための環境づ くりについては、ヘルシーメニューの提供や

学習 。活動への参加について改善がみられた。

○性 。年代別では、男性の 20歳代から30歳代にかけて肥満者の割合が

増大することが示唆されるとともに、男女 ともに 20歳代で他の年代に

比べ、脂肪エネルギー比率が 30%以上の者の割合が最も高く、野菜摂取

量が最も少なく、朝食欠食率が最も高く、体重コン トロールを実践する

人の割合が最も低いとい う結果であつた。

イ 指標に関連した主な施策

○食生活指針、食事バランスガイ ドの策定、普及啓発

○ 「日本人の食事摂取基準」の策定

○食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定)

○すこやか生活習慣国民運動、Smart Life Prttectの 実施

○特定健康診査・特定保健指導の実施



○栄養成分表示の推進

○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題

〇肥満の予防・改善については運動 との連動、朝食欠食の改善について

は休養 (生活 リズム)と の運動などといった、個人の生活習慣全体を包

括的に捉えた新たなアプローチとともに、子どもの頃からの望ましい生

活習慣の定着を強化 していく必要がある。

○食塩摂取量の減少のように、個人の努力だけでは、これ以上の改善が

困難なものについては、栄養成分表示の義務化や市販食品の減塩など企

業努力を促すための環境介入が必要 となる。

○今後は地域格差や経済格差の影響が大きくなることも想定されるの

で、社会環境要因に着 日した戦略が必要となる。

○男女とも20歳代で、栄養素の摂取や行動変容が乏 しいことから、こ

の年代への対策が必要である。特に男性は、20歳代から30歳代にかけ

て体重を増やさないためのアプローチが必要である。

(2)身 体 活動 ・運動

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 2(3)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 2

C 変わらない

D 悪化している ９
“

E 評価困難 0

合計 7 (8)

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内の数は再掲の項目を含む

○意識的に運動を心がけている人の割合は増加 したが、運動習慣者の割

合は変わらない。運動の重要性は理解 しているが長期にわたる定期的な

運動に結びついていない と考えられる。



○ 日常生活における歩数については悪化 した。歩数は余暇時間に行われ

る運動 と比較的活発な生活活動を合わせた 「身体活動」の指標であ り、

歩数の減少は身体活動量が減少 していることを示唆 している。その原因

として運動以外の生活活動量の減少が考えられる。

○高齢者については、外出に積極的な態度をもつ人の割合、何らかの地

域活動を実施 している者の割合は、いずれも日標を達成した。

イ 指標に関連 した主な施策

○健康づくりのための運動基準・指針の策定、普及啓発

○す こやか生活習慣国民運動、Smart Life Prttectの 実施

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○健康増進施設認定制度

○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題

○歩数の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高

齢者の自立度低下や虚弱の危険因子であるなど、最も懸念すべき問題で

あり、早急に重点的な対策を実施する必要がある。

○運動基準・指針改定、すこやか国民生活習慣運動、特定保健指導など

を通 して、日常生活における歩数増加のための支援を特に強化すること

が望まれる。

○運動・身体活動の重要性を理解 しているが、行動に移せない人々に対

するアプローチを行 う必要がある。具体的には、個人の置かれている環

境 (地理的・インフラ的 。社会経済的)や地域・職場における社会支援

の改善などがあげられる。

ｎ
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(3)休養・ こころの健康づ くり

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 0

C 変わらない 1

D 悪化している 2

E 評価困難 0

合計 4

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○睡眠による休養を十分にとれない人の割合は減少 し、目標を達成 した

が、ス トレスを感 じた人の割合や、睡眠の確保のために睡眠補助品やア

ル コールを使 うことがある人の割合は悪化 した。

○国民全体の自殺死亡率は低下 しているものの、自殺者数は 3万人前後
の状態が続いている。性・年代別の自殺死亡率では、50歳代以降の自殺

死亡率は高いが減少傾向があり、近年では働き盛 り世代 (20～ 40歳代 )

の自殺死亡率が増加 している傾向がみ られる。

○患者調査によると、近年、 うつ病が増加 している。また、近年、メン

タルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加 していることが複数
の調査から報告されている。

イ 指標に関連した主な施策

○健康づ くりのための睡眠指針の策定

○健康づ くりのための休養指針の策定

○自殺対策の推進 (自 殺対策基本法、自殺総合対策大綱)

ウ 今後の課題

○働 く世代へのス トレス対策、うつ病対策、自殺対策が重要である。地

域や職域において、どのような取組が必要か、日標達成のためのプロセ

スを今一度、検討する必要がある。



○睡眠習慣についての正 しい知識の普及や保健指導が必要である。特に、

50歳代以降の対策が必要である。

○健康づくりにおける休養の在 り方を再検討する必要がある。また、平

成 6年に策定された健康づくりのための休養指針についてもあわせて

見直 しを検討することが必要である。

(4)たばこ

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 0

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合計 5

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

○喫煙が及ぼす健康影響についての知識、未成年者の喫煙、分煙の徹底

については、改善がみられた。特に心臓病、脳卒中、歯周病が喫煙で起

きやす くなるとい う知識が増加 し(中高生の喫煙率が減少 し、職場、公

共機関等での受動喫煙防護が進んだのは大きな成果である。

○「喫煙をやめたい人がやめる」の参考指標である「禁煙希望者の割合」

は増カロし、「喫煙率」については減少 したことから改善があったものと

評価 した。 禁煙治療の推進 と治療方法についての周知の強化が必要で

ある。

○職場、自治体等での受動喫煙曝露への対策、住民の受動喫煙対策の正

しい知識、喫煙率の低下についても成果がみ られたが、日標の達成には

さらなる対策の強化が必、要である。

○なお、日標値ではないが、国民健康・栄養調査によると、平成 15年

か ら平成 21年の喫煙率は、男性で 46.8%か ら38.2%へ 、女性で 11.3%

から 10.9%と それぞれ減少 した。
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イ 指標に関連 した主な施策

○受動喫煙防止の推進 (健康増進法、健康局長通知 )

○たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

○禁煙支援マニュアルの策定・普及啓発

○職場における喫煙対策のためのガイ ドラインの策定

○ニコチン依存症管理料の保険適用

〇世界禁煙デーに合わせた取組及び禁煙週間の実施

ウ 今後の課題

018歳 -19歳 を含めた成人の喫煙行動に関する全国調査を継続実施する

ことで、喫煙行動に関連する禁煙の取組、禁煙方法、受動喫煙曝露に関

する実態と職場などでの受動喫煙曝露防止の実態等をモニタリングする

ことが重要である。

○たばこ税の更なる引上げ、たばこの自動販売機の廃止、広告、販売促

進の禁止、職場等の受動喫煙曝露防止の推進、飲食店や遊技場等の全面

禁煙の推進、禁煙治療の効果や方法の周知等を通じた禁煙治療の推進 と

いつた課題を、法制化等を通 じて、強力に推進 させることが重要である:

○国民の健康の増進の観点から、国民全体の喫煙率の低下を目指す目標

設定が必要である。

(5)ア ル コー ル

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 1

C 変わらない 2

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合 計 3

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

り
０



○多量に飲酒する人の割合については、改善はみられなかった。

○未成年者の飲酒率 (月 に 1日 以上飲酒しているものの割合)は、男女

とも有意に減少している。性別にみると、男性に比較し女性の改善が低
い 。

○節度ある適度な飲酒の知識の普及については、男性は改善傾向にある

が、女性は変わらなかつた。

イ 指標に関連 した主な施策

○未成年者飲酒防止に係る取組の推進

○アルコールシンポジウムの開催

○ 「酒類に係 る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」の設置

○未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に

関する施策大綱

○ 「未成年者飲酒防止に係る取組について」を警察庁、国税庁及び厚生

労働省より発出

ウ 今後の課題

〇生活習慣病対策 としてのアルコールの有害性に関する正しい知識の

普及が必要である。

○多量飲酒する人は減少 してお らず、対策の強化が必要である。

○アルコール分野の 3項 目の指標の改善のため、簡易介入の手法開発や

普及がなお一層推進 されるべきである。

○飲酒パターンやアルコール関連問題の定期的なモニタリングシステ

ムの導入が必要である。

○今後は、未成年者における 1回 に大量に飲むパターン (binge drinking)

指標、アルコール関連問題が特に増カロしていると推定される女性・高齢

者の飲酒指標等の目標値の追加が考慮 されるべきである。

OWHOの アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略や地域

戦略を日本の対策に反映する必要がある。
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(6)歯の健康

ア 指標の達成状況と評価

策定蒔
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 5

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5 (7)

C 変わらない

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合計 11(13)

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内の数は再掲の項 目を含む

〇幼児期の う蝕予防

フシ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の割合は日標値に達し、う

歯のない幼児の割合は改善がみられた。間食 として甘味食品・飲料を頻

回飲食する習慣のある幼児の割合は、大きな変化はみ られなかった。

○学齢期の う蝕予防

12歳児における 1人平均 う歯数、フッ化物配合歯磨剤を使用している

人の割合、過去 1年間に個別的な歯口清掃指導を受けた人の害」合は改善

がみ られた。

○成人期の歯周病予防

進行 した歯周炎を有する人の割合 (40、 50歳)は 日標値に達し、歯間

部清掃用器具の使用する人の割合、喫煙が及ぼす健康影響 (歯周病)に
ついて知つている人の害1合は改善がみられた。

○歯の喪失予防

80歳で 20歯以上、60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の割合、

過去 1年間に定期的な歯石除去や歯面清掃を受けた人の割合、過去 1年

間に定期的な歯科検診を受けた人の割合は、いずれも日標値に達 した。

イ 指標に関連 した主な施策

08020運動の推進

○ フッ化物洗日のガイ ドラインの策定

○ 歯科検診の推進 (健康増進法、母子保健法、学校保健安全法)

Ｅ
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○ 介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題

○指標の大半は改善され、そのうち半数が目標値に達したが、その達成

状況については地域差も認められており、また高齢化の進展に伴い咀唱

機能の重要性が下層高まっていることなどから、引き続きライフステー

ジに応じた適切なう蝕・歯周病予防等の「歯の健康」づくりを進めてい

くことが必要である。

○今後の高齢化を考慮して、健全な食生活等生活の質の向上にも寄与す

るために、咀唱機能の維持 。改善を図つていくことが一層重要となって

いることから、こうした機能面等に着日して評価の在り方を検討する必

要がある。

○小児の永久歯う蝕予防については、地域の特性に応じて、フッ化物歯

面塗布、フッ化物配合歯磨剤、フッ化物による洗口等の応用やシーラン

トの活用などを含めて総合的に推進していくことが必要である。

○従来の目標項目においては、高齢化の進展などを踏まえ、より的確に

把握できるよう歯の健康の取組状況についての対象年齢等を含めた評

価の在 り方について検討する必要がある。

○評価を行 うに当たっては、国レベルの指標の達成状況だけでなく、都

道府県での達成状況も考慮する必要がある。

(7)糖尿病

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 1(2)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 3 (4)

C 変わらない 1 (2)

D 悪化 している ９

″

E 評価困難 1

合計 7

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内の数は再掲の項目を含む

α
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○糖尿病検診の受診及び健診受診後の事後指導を受けている人の割合

については、改善がみられた。

○糖尿病有病者数について、平成 22年における日標値を下回 り (目 標

達成 )、 糖尿病有病者で治療継続 している人の割合については改善がみ

られた。

○糖尿病合併症を発症 した人の数については、平成 22年における目標

を超えて悪化 した。

○メタボリックシン ドロームに関して中間評価で追加 となった項 目に

ついては、メタボリックシン ドローム該当者・予備群の割合は変わらず、

特定健康診査・特定保健指導の受診者数は平成 20年度及び 21年度の実

績値のみのため、評価困難であった。

○なお、指標にはないが、糖尿病による新規人工透析導入患者数は、平

成 9年一平成 19年は増加 したが、平成 20年からは歯止めがかかってい

る。

イ 指標に関連 した主な施策

○医療連携体制の推進 (医療計画)

○食事バランスガイ ドの策定 。普及啓発

○健康づくりのための運動基準・指針の策定、普及啓発

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○糖尿病等の生活習慣病対策の推進について (中 間とりまとめ)

ウ 今後の課題

○糖尿病有病者数は増加傾向にあるが、年齢調整有病率に有意な上昇は

ない。むしろ糖尿病予備群の増加が問題である。

030歳代男性は糖尿病検診における異常所見者の事後指導受診率が、過

去 10年間で 40%か ら60%と 増カロしてきたがいまだに低い。月巴満者の増

加が著 しい世代でもあり今後、健康増進対策の強化が必要である。

○糖尿病治療の継続率は 45%か ら56%と 上昇しているが、今後 どのよ

うな患者が ドロシプアウトしているかの検討が必要である。

○糖尿病による新規人工透析導入患者数について、今後、減少に向かう

か注目するとともに、透析導入糖尿病患者の臨床像の検討が必要である。

○併せて、失明者数においても詳細なデータ解析をするとともに、その

原因を検討する必要がある。
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(8)循環器病

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 0(2)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 3 (5)

C 変わらない (5)

D 悪化している

E 評価困難 0

合 計 5(14)

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内の数は再掲の項 目を含む

○血圧平均値及び高血圧有病率は年齢調整値においては改善 してお り、

過去か らの改善傾向が続いている。食塩摂取低下などの効果が考えられ

る。 しかし、高血圧有病率は高齢者を中心に依然 として高い。

○循環器疾患死亡率 鯛肖卒中、虚血性心疾患)は年齢調整値においては

改善がみられた。しかし、虚血性心疾患の粗死亡率・死亡数は高齢化に

伴い低下がみられない。

○服薬者を含めた高脂血症有病率は悪化 した可能性が高いが、国民全体

の総 コレステロール平均値の悪化はみられなかった。

○食塩摂取量は低下し、改善 していたが、 自標値には達 していない。

○カ リウム摂取量、男性の肥満者割合は悪化 していた。

○メタボ リックシン ドロームの認知度はかな り高かつた。

イ 指標に関連 した主な施策

○医療連携体制の推進 (医療計画)

○食事バランスガイ ドの策定・普及啓発

○健康づ くりのための運動基準 。指針の策定、普及啓発

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○食品栄養成分表示の推進

○食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定 )

18



ウ 今後の課題

○血圧平均値、高血圧有病率の改善がみられるものの、有病率は高齢者

を中心に依然として高く、国民全体での予防対策の強化が必要である。

今後、肥満の増加に伴 う血圧上昇が懸念され、肥満対策が重要である。

また、食塩摂取量は日標に達 していないため継続 した対策が必要である。

○高脂血症有病率低下のため、飽和脂肪酸摂取低減等に関する普及啓発、

栄養成分表示などのポピュレーション対策が必要である。

○カリウム摂取量は低下傾向にあり、血圧上昇への影響が懸念されるた

め、野菜・果物摂取増カロ等の対策が必要である。

○健診受診率は女性や若年成人を中心に、さらに向上させる必要がある。

○循環器疾患死亡率は低下傾向にあるが、罹患率のモニタリングが必要

であり、疾患登録システムの構築等が求められる。

(9)力ちも

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 1 (3)

C 変わらない 0 (3)

D 悪化している l

E 評価困難 0

合 計 2 (7)

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内の数は再掲の項 目を含む

○果物摂取については悪化 している。

○がん検診受診者数は増加 し、一部検診については目標値に達 している

ものの、その後設定されたがん対策推進基本計画の目標値 (平成 23年

度末までに受診率を 50%にする)には遠く及ばない。

ｎ
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イ 指標に関連 した主要な施策

oがん対策の推進 (が ん対策基本法、がん対策推進基本計画、健康増進

法、医療計画)

ウ 今後の課題

○がんの予防、早期発見等、それぞれについて、医療技術に対する科学

的エ ビデンスをより積極的に作成することが必要である。エビデンスが

確立 されたものについては、介入の方法についてもエビデンスを作成 し、

それに基づいて対策を行つていくことが必要である。

3 自治体等の取組状況の評価

(1) 自治体における健康増進計画の策定状況

都道府県及び市町村においては、住民の健康増進に関する施策につい

ての基本的な計画である健康増進計画の策定が進み、平成 14年 3月 に

は全ての都道府県で健康増進計画が策定された (表 2)。

また、市町村については、中間評価の際の平成 18年 7月 時点におい

て全 1,859市町村のうち1,001の市町村 (約 54%)で健康増進計画が策

定されていたが、平成 22年 12月 時点では全 1,750市町村のうち 1,333

の市町村 (約 76%)で策定されていた (表 2)。

表2 自治体における健康増進計画策定状況

計画策定済

都道府県 平成 14年 3月 末現在   (47) 47(100%)

市町村 平成 18年 7月 1日 現在 (1,859)

平成22年 12月 1日 現在 (1,750)

1,001(54%)

1,333(76%)

ｎ
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(2)自治体における健康増進施策の取組状況

ア 都道府県における取組状況

47都道府県全てから回答があった。

健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制がある

と回答 した割合は 32%に とどまる一方、関係団体、民間企業、住民組織が

参加 した協議会・連絡会等があるとの回答は 98%に達 した (図 2)。

また、地方計画の評価を行 う体制があると回答 した割合が 98%、 これま

でに中間評価等の評価を行つたことがあるとの回答も98%み られ、評価の

体制が整備 され、中間評価も実施 されていた (図 2)。

健康増進施策の取組状況について、 9分野のうち「充実 した」 と回答 し

た割合が高かったのは、がん (89%)、 たばこ (83%)、 栄養・食生活 (77%)、

歯の健康 (74%)、 休養 。こころの健康づくり (70%)の順であつた。50%
を下回つたのは、アルコール (23%)と 循環器病 (43%)の 2分野であり、

これ らについては「変わらない」とする割合が高かつた (アルコール 74%、

循環器病 48%)(図 3)。

また、各分野の代表項 目の目標設定の状況について、全ての都道府県で

目標設定された項 目は、運動習慣者の増加 と歯の喪失防止の 2項 目であり、

このほか 9割以上で設定された項 目は、脂肪エネルギー比率の減少、歩数

の増カロ、自殺者の減少、未成年者の喫煙をなくす、メタボリックシンドロ

早ムの該当者・予備群あ減少、がん検診の受診者の増加など10項 目であっ

た。一方、目標設定の割合が低い項 目は、生活習慣の改善等による循環器

病の減少 (28%)、 喫煙をやめたい人がやめる (43%)、 糖尿病検診受診後

の事後指導の推進 (49%)であつた (図 4)。

なお、各項 目の目標設定の対象区分や 日標値、出典となる調査等が都道

府県によつて異なるため、日標の達成状況を現時点で総括的に評価するこ

とは困難であり、今後、各自治体の最終評価の状況を踏まえての整理が必

要 となる。
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図 2 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評{面の状況 (都道府県)

図 3 健康増進施策の取組状況 (都道府県)
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関係団体、民間企業、住民組織が参加した

協議会・連絡会等の体制がある

地方計画の評価を行う体制がある

これまでに中間評価等の評価を行つたことがある
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①栄養・食生活
適正体重を維持している人の増加

脂肪エネルギー

野菜の摂取量の増加

朝食を欠食する人の減少

メタポリックシンドロ=ム (内臓脂肪症候群)を

認知している国民の割合の増加

②身体活動・運動

日常生活における歩数の増加(,次 、高齢者)

運動習慣者の増加

③体養・こころの健康づくり

睡眠による体養を十分にとれていない人の減少

自殺者の減少

④たばこ

未成年者の喫煙嗜なくす

公共の場及び職場における分煙の徹底及び
効果の高い分煙に関する知識の普及

禁煙支援プログラムの普及

喫煙をやめたい人がやめる

⑤アルコール

⑥歯の健康

(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少

(歯の喪失防止)80tで

“
歯以上、

60歳で24歯以上の自分の蛯 有する人の増加

⑦糖尿病

糖尿病検診受診後の事後指導の推進

メタポリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の

該当者・予備群の減少
メタポリックシンドローム(内‖朧肪症候群)の

概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

③循環器病

糖尿病有病者の増加のI闘 (推計)

健康診断を受ける人の増加

高脂血症の減少

生活習慣の改善等による循環器病の減少(推計)

⑨がん

がん検診の受診者の増加

８７
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図4 代表項目に関する目標設定の状況
目標設定をした都道府県の割合
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イ 市町村における取組状況

調査対象 となる市町村 (政令市・特別区を含む)は、東 日本大震災によ

る被害の大きい岩手県、宮城県、福島県の各県の市町村を除く市町村 (ただ

し宮城県仙台市は調査対象に含めている)と し、1,623市町村中 1,484市町

村から回答があつた (回収率 91.4%)。

健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制がある

と回答 した割合は 25%に とどま り、関係団体、民間企業、住民組織が参加

した協議会・連絡会等があるとの回答は 67%だった (図 5)。

また、地方計画の評価を行 う体制があると回答した割合が 60%、 これま

でに中間評価等の評価を行つたことがあるとの回答が 45%み られ、評価の

体制が整備 され、実際に評価を行つたことがあるのは約半数だった (図 5)。

各分野の代表項 目について、「充実した」と回答した割合が高かった項 目

は、がん検診の受診者の増加 (66%)、 メタボリックシン ドロームの概念を

導入 した健診・保健指導の受診者数の向上 (61%)、 運動習慣者の増加 (58%)、

健康診断を受ける人の増加 (57%)の順であり、その割合が少なかったのは、

未成年者の飲酒をなくす (16%)、 禁煙支援プログラムの普及 (20%)な ど

であつた (図 6)。

図 5 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評価の状況 (市町村)

庁内に部局横断的な組織体制がある

関係団体、民間企業、住民組織が参加した

協議会・連絡会等の体制がある

地方計画の評価を行う体制がある

これまでに中間評価等の評価を行つたことがある
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図6 健康増進施策の取組状況 (市町村 )

①栄養・食生活
適正体重を維持してし略人の増加

脂肪エネルギー比率の減少

野菜の摂取量の増加

朝食を欠食する人の減少

メタポリックシンドローム仙臓脂肪症候群)を

認知している国民の割合の増加

②身体活動・運動

日常生活における歩数の増加(成人、高齢勘

運動習慣者の増加

③休養・こころの健康づくリ

睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

自殺者の減少

餅 に

未成年者の喫煙をなくす

公共の場及び職場における分煙の徹底及び

効果の高い分煙に関する知識の普及

禁煙支援プログラムの普及

喫煙をやめたい人がやめる

⑤アルコール

多量に飲酒する人の減少

未威年者の飲酒をなくす

⑥歯の健康

(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少

(歯の表失防止)80歳で20歯以上、
60歳で24歯以上の自分の筐を有する人の増加

⑦糖尿病

糖尿病検診受診後の事後指導の推進

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の

該当者・予備群の減少
メタポリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の

概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

糖尿病有病者の増加の抑制(推計)

「充実 した」と回答した市町村の割合
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(3)関係団体における健康増進施策の取組状況

健康 日本 21推進全国連絡協議会に参加 している 139団 体のうち、回

答が得 られたのは 77団体 (55%)であった。

取組体制について、担当者を決めたと回答 した割合は 81%と 高く、年

度ごとに計画を立てて取組を行つた、他の機関や団体 との連携を図つた

と回答 した割合も 60%を上回つた (図 7)。

健康増進施策の取組状況については、各分野の代表 目標項 目のうち「実

施 した」とした割合が多かったのは、日常生活における歩数の増加 (61%)、

メタボ リックシン ドロームの該当者・予備群の減少 (57%)、 運動習慣者

の増加 (55%)、 健康診断を受ける人の増加 (54%)な どとなってお り、

一方割合が少なかったのは、一人平均 う歯数の減少 (22%)、 未成年者の

飲酒をなくす (24%)、 自殺者の減少 (25%)な どとなっている (図 8)。

図 7 健康日本 21の推進の取組体制 (関係団体 )

担当者を決めた

年度ごとに計画を立てて、取組を行つた

取組の評価桁 つた

他の機関や団体との連携を図つた

自分の団体のホームページなどで取組を公表した
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図8 健康増進施策の取組状況 (関係団体)

実施したと回答した団体の割合

①栄養・食生活
適正体重を維持している人の増加

脂肪エネルギー比率の減少

野菜の摂取量の増加

朝食を欠食する人の減少

メタポリックシンドロームψⅦ動自肪症候群)を

認知している国民の割合の増加

②身体活動・運動

日常生活における歩数の増加(威人、高齢都

運動習慣者の増加

③休養・こころの健康づくり

睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

自殺者の減少

④たばこ

未成年者の喫煙をなくす

公共の場及び職場における分煙の徹底及び
効果の高い分煙に関する知識の普及

⑤アルコール

禁煙支援プログラЮ 普及

喫煙をやめたい人がやめる

多量に飲酒する人の減少

未成年者の飲酒をなくす

⑥歯の健康

(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少

(歯の喪失防止)80歳て20歯以上、
60歳で24歯以上の自分の歯産有する人の増加

⑦糖尿病

糖尿病検診受診後の事後指導の推進

メタポリックシンドロ‐ム(内臓脂肪症候群)の

該当者.予備群の減少
メタポ|リックシンドローム(内 腱脂肪症候群)の

概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

糖尿病有病者の増加の畑同(推計)

③循環器病

健康診断を受ける人の増加

高脂血症の減少

生活習慣の改善等による循環器病の滅少(推計)

③がん

がん検診の受診者の増蜘

ヽ

７
ｆ

Ｏ
‘



(4)指標の達成状況と推進に関する取組状況

各分野の代表項 目ごとに、指標の達成状況と、都道府県及び市町村、団体

の推進に関する取組状況を整理 したのが表 3である。「メタボリックシン ド

ローム (内臓脂肪症候群)を認知 している国民の割合の増加」のように、指

標の達成状況の評価が高く、取組状況の割合 も高いものがある一方、「朝食      、

を欠食する人の減少」及び「日常生活における歩数の増加」のように、取組

状況の割合は高いが、指標の達成状況の評価が低いものもあり、今後は、各      ・

自治体の最終評価において指標の達成状況が明らかとなり、それ らを含めた

分析が実施 されることが望まれる。

表 3 代表項 目に関する指標の達成状況と推進に関する取組状況

分野 代表項目
指標の達

成状況
*

推進に関する取組状況

都道府県 市町村 団体

目標設定した

割合(%)
施策を充実し

た割合(%)
施策を実施し
た割合(%)

栄養・食生

活

適 正 体 重魯維持 している人 の増 加 C 46 44
脂 防 エ ネ ル ギ ー ヒ ヱ の 競 C 44

野菜の摂取量の増加 C 46

朝」:を欠食する人の減少 D 50
メタポリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認
知している国 民の割合の増加

A 54

身体活動・

運動
日常生活における歩数の増加 (成人 高ヽ齢者 ) D

運動習慣者の増加 C 100

休養 。こころ
の健 康づくり

睡眠による休養を十分にとれない人の減少 A 40

自殺者の減少 C

たばこ

未成年者の喫煙をなくす B

公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の書乃

B

禁煙支援プログラムの普及 B 43
喫標 存や め f‐ い人 がいる B 40

アル コーール
多 量 に 飲 酒 す る 人 の 減 ′) C 45
未成 年者 の 飲 酒をなくす A

歯の健康

(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少 B
(歯の喪失防止)80歳で20歯以上、60歳で24歯
以上の自分の歯存有する人の増加

A 40

糖尿病

尿病検診受診後の事後指導の推進 B 45 44
メタポリ

'ク

シンドローム(内臓脂肪症候群)の該
当者・予備群の減少

C 54

メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導
入 I´ f― 健 珍・倶 僣 指 二 の 8珍 者 獅 rn向 ト

E 49

糖尿 病 有病 者 の増 加 の抑 制 (推計 ) A 42

循環器病
健康診断を受ける人の増加 B

F脂血症の減 少 C 34 45
牛 活 習 慣 の 許 善 等 に よ る 布 環器病の減少 (推計 B 44

が ん がん検診の受診者の増加 B
* A:目 標値に達した、B:目 標値に達していないが、改善傾向にある C:変わらない D:悪 化している E:評価困難
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Ⅳ  おわ りに

一次期国民健康づくり運動に向けて一

最終評価において検討された、次期国民健康づくり運動 (以下「次期運動」

という。)に向けて、現状を踏まえた今後の方向性について、以下のとおり整理

し示すこととする。

(1)次期運動方針の検討の視点

次期運動方針の検討においては、次の5つの視点が重要となる。

① 日本の特徴を踏まえ10年後を見据えた計画の策定

日本における近年の社会経済変化とともに、急激な少子高齢化が進む中

での 10年後の人口動態を見据えた計画の策定を行う。その際、長期的計画
のもとに、短期的な課題解決が可能な枠組とする。

② 目指す姿の明確イヒと目標達成へのインセンティブを与える仕組みづくり

最終的に目指す姿から具体的な内容を位置づけていく構造に工夫する。

その際、自治体や企業、医療保険者等関係機関の長が積極的に進めようと

する目的意識や日標達成へのインセンティブとなる仕掛けを組み込む。

③ 自治体等関係機関が自ら進行管理できる目標の設定

目標とされた指標に関する情報収集に現場が疲弊することなく、既存

データの活用により、自治体等が自ら進行管理できる目標の設定や体制づ

くりを行う。

④ 国民運動に値する広報戦略の強化

国民運動として推進するためには、民間企業等を巻き込んだ強力な広報

戦略が必要であるとともに、健康に関する誤解を減らし、より理解しやす
いメッセージとするため、広報戦略を強化する。

⑤ 新たな理念と発想の転換

次期運動の方針の検討に当たつては、これまでの9分野の分類設定や理

念にとどまらない発想の転換が必要である。例えば、「病気や障害があって

も一病息災で相当に生きられるアプローチ」や、「個人の健康設計における

『こうすべき型』から『 こうありたい型』への転換」などがあげられる。
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(2)次期運動の方向性

時代の変化へ対応 した次期運動の方向性及び課題 として、次の内容が考

えられる。

① 社会経済の変化への対応

・家族・地域の絆の再構築、助け合いの社会の実現 (東 日本大震災から      ,
の学び等)

・人生の質 (幸せ・生活満足度等)の向上                   ・

・健康を守るための環境への積極的な働きかけの実現
・全ての世代の健やかな心を支える社会の在り方の再構築
・健康の基盤を築くことのできる家庭の在り方の再構築
・健康リスク・環境 (放射線暴露)、 危機管理 (災害・感染症・食品安

全)への対応

・貧困等の様々な生活条件への配慮や健康格差の縮小

② 科学技術の進歩を踏まえた効果的なアプローチ

・進歩する科学技術のエビデンスに基づいた日標設定

・個々の健康データに基づき地域・職域の集団をセグメント化し、それ

ぞれの対象に応じて確実に効果があがるアプローチを展開できる仕組み
・長寿遺伝子の活性化、がんワクチン、テーラーメイ ド医療および予防

等の最新技術の発展を視野に入れた運動の展開

③ 今後の新たな課題 (例 )

・休養 。こころの健康づくり (睡眠習慣の改善、働く世代のうつ病の対

策)

。将来的な生活習慣病発症の予防のための取組の推進 (低出生体重児の

出生の予防、子どもの健全な食生活、運動・スポーツの実践への強化)

・生活習慣に起因する要介護状態を予防するための取組の推進 (年代に

応じた食事の質の改善、生活機能低下予防、ロコモ予防、認知機能低下      ・

予防)

。高齢者、女性の健康

・肺年齢の改善 (COPD、 たばこ)

。重症化予防及び三次予防での対応後の再発防止に向けた予防方策の在り方

・健診データに基づく国民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進

ｎ
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分野別評価シー トについて

○健康 日本 21の策定時及び中間評価時に設定された

1項 目及び再掲 21項 目を含む。)について、以下 (1)

。直近実績値がベースライン値に対してどのよ

(2)データ等分析上の課題

9分野の目標項目80項 目 (参考指標

～ (5)の ように分析 。整理した。

うな動きになっているか分析。

。調査・分析する上での課題 (調査手段、方法、分析材料等)がある場合、記載:

(3)その他データ分析に係るコメント

・上記 (1)、 (2)を除く最終評価に必要と思われるデータに係るコメン トを記載。

(4)最終評価

。`最終値が日標に向けて、改善したか、悪化したか、等を上記 (1)～ (3)を踏

まえ、総合的に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出

。最終評価を踏まえ、今後強化 。改善すべきポイントを記載。

○ベースライン値もしくは中間評価の値と直近実績値の比較にあたっては、

有意差検定を実施 し、その結果については 「別添 分野別評価シー ト」の「
(

績値に係 るデータ分析」に記載するとともに、分析上の課題や関連する調査

―夕の動向も踏まえ、日標に対する達成状況について、以下A～ Eに従い、

た。

また、再掲の目標項目に関しては、最終評価を括弧書きで示した。

○分野別評価シー ト中に記載されている図表については、分野別評価シー ト資料集にと

りまとめた。

原則 として

1)直近実

。研究のデ

評価を行っ

目標値に達 した

策定時 (若 しくは中間

評価時)の値 と直近値

を比較

B 目標値に達 していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化 してい る

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難

Ｅ
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1栄 養・食生活

目標項目il l適正体重を維持している人の増加 [肥満者等の割合〕
(児 童・生徒の肥満児:日 比式による標準体重の20“ 以上、肥満者iBMIが 25以上の者、やせ:BMlが 185未 満の者、
BMI(8ody Mass lndex):体 重 (kg)/[身 長 (m)]り

目標 値
策定時のベースライン値
(平成9年 国民栄養■査 )

中間評饉
(平成16年国民健康驀 目杏 )

直近実績値
(平成

"年
国民健康・栄春■奇〕

la児童・生徒の肥満児 7%以 下

lb 20歳 代女性の やせ の者 15%以 下 233%

lc 20～ 60歳代男性の肥満者 15%以 下

1ld 40～ 60歳代女性の肥満者 20%以下 246%

コメント

(1)直 近 実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対 してどの
ような動きになっているか 分析。

O児童・生徒の肥満児の割合に有意な変化はみられなかった(片側P値 =010)。
020歳代女性のやせの割合に有意な変化はみられなかつた(片側P値 =026)。
020～ 60歳 代男性の肥満者の割合は有意に増加した(片側Pl直 <0001)。
040～ 60歳 代女性の肥満者の割合は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題(調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その 他 デー タ分析 に係 るコメント

020～ 60歳 代男性の肥満者の害1合 は目標に対して悪化したが、平成12年以降あ月E満者の割合の増加傾向
は、それ以前の5年間に比べ鈍化している(図 1-1)。

(4)最 終評 価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

O児童・生徒の肥満児の割合は変わらない。40～ 60歳 代女性の肥満者
の割合は目標に向けて改善し、20～ 60歳代男性の肥満者の割合は増加
したが、平成12年以降の肥満者の増加傾向は、それ以前の5年間に比
べ鈍化している。
020歳代女性のやせの割合は変わらない。

C

(5)今 後の課題及び対策 の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載 。

○肥満者の割合について性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは30～ 50歳代男性であり(図 1-
2)、 特に平成21年の肥満者の割合を10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳代男性の増加割合が最も
大きいため (図 1-3)、 20歳 代から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
○都道府県別の肥満者の割合をみると地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要である(図
1-4)。

1 栄養 食生活

目標項 目 :1 2脂 肪エネルギー 比率の減少 [1日 当たりの平均摂取比率](脂肪エネルギー 比率 :総 摂取エネルギーに占める脂肪からのエネルギーの割合 )

12a20～ 40歳 代 25%以下 267%

コメント

(1)直 近実績値に係るデー タ分析
・直近実績値がベースライン値に対 してどの
ような動きになつているか 分析。

○有意な変化はみられなかった(片側 P値 =050)

(2)データ等分析上の課 題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 .

方法、分析材料等 )がある場合、記載。

3)そ の他データ分析に係るコメント

O男性より女性で高い。
○男女とも20歳代、30歳 代では変わらない。
○直近値の20～ 40歳代では、男女とも20歳代で最も高い(平 均摂取比率 男性 :276%、 女性 :291%)。
○脂肪の供給食品は、肉類とドレッシング等の油脂、調味料で約5割を占め、この10年 間で変化はない。

(4)最終 評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか 、悪 化
したか等 を簡潔に記載 。

らない。

(5)今 後の課題及び対策 の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後 強化・改 善等すべ

きポイントを簡潔に記載 。

○脂肪エネルギー比率が30%以 上の者の割合は、男女とも20歳代で最
ローチが必要である。

０
０

０
０



1栄 養・食生活

目標 項 目 :1 3食 塩摂取量の減 少 [1日 当たりの平均摂取量 ]

車 酒層認7富百粂]裏昌     |   (平 成16年ξ畠]黒栄養調査)

直近実績値
(平成21年 国民健康‐栄養調査)

成人 1鼈沐満 1■ 5g

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0有意に減少した(片側P値 <0001)。

(2)デー タ等分析上の課題
・ 調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

O男性より女性で低く、女性では99gまで減少。
○男女ともいずれの年代でも減少している。
O直近値では、男女とも60歳代で最も高い(男性 :124g、 女性 :105g)。
O食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最終 評価
・最 終値が 目標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

0目 標に向けて改善したが、日標値には達していない。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
‐ 終評任を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡粛に記載。

Oこれ以上の減少については、個人の努力だけでは限界があることから、食事内容や量の調整ができるよう
栄養成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要であ
る。

1 栄養・食生活

目標項 目 :¬ 4野 菜の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取週

目様鐘 黎 g戻桑翡  |(軸 眸ξ鼎 栄養■J 直近実績値
(平成21年国民健康・栄養調査 )

成 人 350g以 上 267g 295g

コメント

(1)直近実績 値に係るデータ分析
・直近実績 値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

Э有意な変1しはみられ0か可

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析 をする上での課題 (調 査手段 、
方法 、分析材 料等)がある場合、記載。

3)その 他 デー タ分析に係 るコメント

○直近 lELで は20歳代で最も低く、242gである。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪

“

ヒ
したか等を簡潔に記載。

○変わらない。

C

5)今 後の課題及び対策の抽出

最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

:ポ イントを簡潔に記載。

○毎日野菜料理をたつぶり(1日 小鉢5皿、350g程度)食べることについて「するうもりTまあるが、自信がない」
と回答した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%であり、対象者の状況に合わせた支援が必要であ
る。

ｎ
３

０
０



1栄 養・食 生活

目標 項 目:1 5 カルシウムに富む食 品の摂 取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量 (成 人)](カ ルシウムに富む食品 :牛乳・乳製品、豆類、緑黄色野菜 )

目標値
策定時のベースライン値
(平 成9年国民栄養調査)

中間評饉
(平成16年 国民健康・栄春調査

直近実績値

5a牛子ι・手L製品 130g以 上

15b豆 類      100g以 上 65g

15c緑 貴 色 野菜   120g以 上 98g

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値 がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

0午乳・学L製品は有意に減少した(片側P値く0001)。
○豆類は有意に減少した(片側P値 <0001)。
O緑黄色野菜に有意な変化はみられなかった(片側P値 =028)

(2)データ等分析上 の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、

方法 、分析材料等 )がある場合、記載 。

(3)その他データ分析に係 るコメント

○直近値の豆類及び緑黄色野菜はどちらも20歳代で最も低く、豆類は45g、 緑黄色野菜は71gである。牛乳・
乳製品は40歳代で最も低く、83gである。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか 、悪化
したか 等を簡潔に記載 。

○緑黄色野菜は変わらないが、牛手L・ 乳製品、豆類は悪化している。

D

(5)今後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔 に記載。

1栄 養・食生活

ヨ標項 目:1 6 自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人の増加 [実 践する人の割合](適 正体重 :「 [身長 (m)]2X22」 を標準 (BM卜 22を標準とする))

目募値
策定時 のベースライン値

(平 成 10年国民栄 養日 査 )

中同評●
(平成16年 国民健康・栄養■査 )

直近実績値
(平 成2:年 国民健康・栄養口査 )

16a男 性 (15歳以上 )90%以 上

6b女性 (15歳以上)90%以上 801% 703%

コメント

(1)直近実穫値に保るデータ分析
直近実績 値力ぐベースライン値に対 してどの

ような動きになっているか分析 .

0男性 (15歳 以上)では有意に増加した(片倶IPI直 <0001)
○女性 (15歳 以上)で は有意に減少した(片側P値 =0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査 手段 、
方法 、分析材料等 )がある場合、記載 。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○体重コントロールを実践する人(20歳 以上)の 割合が低い年死覇T― 、直近lL● 1

代である(ベースライン値:男 性507%、 女性727%、 直近値:男 性535%、 女性686%)。

(4)最終評価
・最終値が 日標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載 。

○目標に向けて、男性は改善百てお吸
~女

性は悪化しているが、いずれも
|

70%前後の割合にある。

I          C

(5)今後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔 に記載。
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1 栄養・食生活

目標 項 目 117朝 食を欠食する人の減少 欠食する人の割合]

日標 直
策定時のベースライン値
(平成9年国民栄養調査)

中間評饉
(平成16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
平 成 21

17a中学、高校生    0%

17b男 性 (20歳 代)15%以下 329% 330%

1フc男性 (30歳 代)15%以下 259% 292%

コメント

(司 )直近 実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値 に対 してどの

ような動 きになつているか分析 。

○中学、高校生では有意な変化はみられなかった(片側Pi直 =023)。
○男性 (20歳代)では有意な変化はみられなかった(片側P値 =049)。
O男性 (30歳代)では有意に増加した(片側P値く0001)。

(2)デー タ等分析上の課題
・調査・分 析をする上での課題 (調 査 手段、

方法 、分 析材料等 )がある場合 、記載 。

○欠食の定義について、策定時は「食事をしなかつた場合」である
かつた場合」および「菓子、果物、乳製品、し好飲料などの食品のみ食べた場合」、「錠剤・カプセル・顆粒状の
ビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみの場合」の合計であるため、比較には注意を要する。

(3)そ の 他 データ分 析 に係 るコメント

○直近値の欠食の内訳をみると、「食事をしなかつた」は20歳代で199%、 30歳 rtで 170%、「菓子、果物、乳
製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」は20歳 代で128%、 30歳代で118%であり、主食をきちんととるな
ど食事内容を見直し、バランスのとれた内容に改善するための支援も必要である(図 1-6)。

(4)最終 評価
・最終値 が 目標に向けて、改善 したか 、悪化
したか等 を簡潔に記載 。

0中字、高校生は変わらない。男性 (20歳代)も変わらないが、その割合
は30%を超えており、男性 (30歳代)も悪化している。

D

(5)今後 の課題及び対策の抽 出
・最終評 価を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔に記載。

F涎馨卍勇8銅燈は1書を「ぷ婁逸寒釜錫曹ビ明ヽ設塑な調き暁 鰈

彦謳晰壇郎凩茫贔]鯰饒蝙

1 栄養・食生活

目標 項 目 :1 8量 、賃ともに、きちん とした食事をする人の増加 [1日 最低 1食 、きちんとした食事を、家族 等2人以上で楽しく、30分 以上かけてとる人の割合 ]

(きちんとした食事 :1日 あたりのエネルギー必要量及び各種栄養素密度について一定条件をみたす食事 )

目標 値 酒壻信撃奮麗桑翡   |(平 由6年m‐乗養調コ
直近実績饉

(平 成21年 国民健康・栄養目査 )

18a成 人 70%以 上 563%(参考値)     1        610% 657%

コメント

(1)直近 実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値 に対 してどの

ような動 きになつているか分析 。

0有恵 に壻 カロした(片 tlllPl直 く0001)

(2)デー タ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手 段、

方法 、分析材料等 )がある場合 、記載 。

(3)そ ∞ データ分析に係るコメント

(4)最終 評価
・最終値が 目標に向けて、改善 したか 、悪化

したか等 を簡潔に記載。

0日 I には達していない。て

B

(5)今後 の課題及び対策の抽 出
・最終評 価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。
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1 栄養・食生活

目標項 目:1 9外 食 や食品を購入する時に栄養 成分表示を参考にする人の増加 惨 考 にする人の割合 ]

目標 値
策定時のベースライン値

(平成 12年国 民栄春目査 ,

中間評価
(平成16年国民健康揉 養調査 )

直近実績値
(平 成21年 国民健康 栄́養目査 )

19a男 性 (20～ 69歳 )30%以上 201% 180% 250%

19b女 性 (20～ 69歳 )55%以 上 410% 404%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対 してどの

ような動きになっているか分析。

○男性 (20～ 69歳 )では有意に増加した(片側P値 <0 0ol)
○女性 (20～ 69歳 )では有意に増加した(片側P値 <O ool)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 、

方法、分析材料等 )力 tあ る場合、記載 。

(3)そ の他データ分析 に係るコメント

(4)最終評価

最ヽ 終値が 目標に向けて、改善したか、悪化

したか等を簡潔に記載 。

0男性は目標に向けて改善したが、日標1直 には達していない。女性は目
標値に達した。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記載 。

○栄養成分表示は食事内容や量の調整に活用できることから、栄養成分
促す制度の見直しも必要である。

表示の義務化といった環境整備を
~

1 栄養・食生活

日標項 目 1 10自 分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の増加 [理解 している人の割合]

目標 値
策定時のベースライン饉
(平成8年国民栄養口査 )

中同諄 ●

(平 成 16年国民健 康 栄養日査 )

直近実績饉
(平 成21年 国民健康‐栄養口査 )

110a成 人男性 80%以 上 656%(参 考値 ) 691% 750%

110b成 人女性 80%以 上 730%(参考値 ) 782%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値に対 してどの

ような動きになっているか分析。

○成人男性では有意に増加した(片側 Pl直 <0001)。     ~
〇成人女性では有意に増加した(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査 手段 、
方法、分析材料等 )がある場合、記載 。

(3)そ の 他データ分析 に係 るコメント

(4)最終評価
・最 終値が 目標に向けて、改善したか 、悪 化
したか等を簡潔に記載 。

○男女とも目標に向けて改善したが、日標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後強 化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載 。
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1 栄養・食生活

目標 項 目:1 11 自分の食生活に問題が

`

目標値

5る と思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の増加 [改 善意欲のある人の割合]

1 1la成人男性 80%以 上 556%           1           591% 588%

1 1lb成 人女性 80%以 上 677%      1      673% 695%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

○成人男性では有意な変化はみられなかった(片側P値 =0089)。
○成人女性では有意な変化はみられなかった(片側P値 =017)。

(2)デ  タ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、
方法 、分析材料等 )がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○食生活の改善を特に考えていない人の割合が最も多い年代は、ベースライン値では男性の30歳代
(294%)、 女性の40歳代(200%)で あり、直近値では男性の40歳代(219%)、 女性の20歳代(174%)で あ
る。

4)最終評価

最終値 が 目標に向けて、改善したか、悪化
たか 等を簡潔に記載。

O男女とも変わらない

C

(5)今 後の課題及び対策の抽 出
最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔 に記載。

1 栄養・食生活

目標 項 目:1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促進 [提 供数、利用する人の割合]

(ヘ ルシーメニューの提供 :給 食 、レストラン、食品売場 における、食生 活改善のためのバランスのとれたメニューの提供 )

日標値
策定時のベースライン饉
(平成12年国民乗養目査 )

中間評ロ
(平成16年国民健康・栄養口査 )

直近実績芭
(平成21年国民健康・栄碁口杏 )

12a男性 (20歳 ～59歳 )50%以 上 344% 345% 388%

12b女 性 (20歳 ～ 59歳 )50%以 上 430% 530% 619%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

○男性 (20～ 59歳 )で は有意に増加した(片 側P値 =0002)
○女性 (20～ 59歳 )で は有意に増加した(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題(調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

4)最終評価

最終 値が 目標に向けて、改善したか、悪 化
たか 等を簡潔に記載。

0男性 (20～ 59蔵 )は 目標に向けて改善したが、日標値には達していな
い。女性 (20～ 59歳 )は 目標値に達した。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽 出
・最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。
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1栄 養・食生活

目標 項 目 :1 13 字習の場の増加と参加の促進 [学 習の場の数、学習に参加する人の割合](学 習の場 :地域、職域において健康や栄養に関する情報を得 られる場 )

目標値
策定時のベースライン値
(平成12年 国民栄養調査)

中PHD評価
(平成16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(平成21年 国民健康・栄養調査 )

113a男 性 (20歳以上 )10%以 上 83%

1_13b女性 (20歳以上)30%以 上 147% 153% 161%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績 値がベースライン値に対してどの

ような動 きになっているか分析。

O男性 (20歳 以上)では有意に増加した(片側 Pイ直=0001)。
O女性 (20歳 以上)では有意な変化はみられなかった(片側Pl直 =0067)

(2)データ等分析上 の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 、

方法、分析材料等 )がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析 に係 るコメント

(4)最終評価
・最終値 が 目標に向けて、改善したか、悪化

したか等を簡潔に記載 。 言:喘

以D,目欄こ印ナて
C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載 。

1栄 養・食生活

目標項 目 :¬ 14学 習や活動の 自主グループの増加 [自 主グループの数]

(自 主グループ :地域 、職域 において健康や栄養に関する学習 や活動を、自主的に取 り組む住民、地区組織、企業等 )

日標 菫
策定時 のベースライン饉

(平 成 12年 国民栄養■査 )

中間 評饉

(平 成 16年国 民健康・栄養目査 )

直近実績笹
(平成21年 国民健康・栄養鵬査 )

114a男 性 (20歳以上)5%以上 24%

114b女 性 (20歳 以上 )15%以 上 84%

コメント

(1)直近 実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

男性(20歳 以上,1面廟義罰百罰面万ヨ片側P値 =0001)。
~~

女性(20歳 以上)では有意な変化はみられなかった(片側PI直 =020)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 、

方法、分析材料等 )がある場合、記載 。

(3)そ の他データ分析 に係るコメント

O内閣府食育推進室調べによると、食育の推進に関わる自主グループであるボランテイア

ー

度の28万人から平成21年度は345万 人と23%増加している。

(4)最終 評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか 、悪化
したか等を簡潔に記載 。

0男性 (20歳 以上)は 目標に向けて改善したが、女性 (20歳 以上)は変わ
らない。

C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最 終評 価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。
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1 栄 養・食 生 活

目標項 目 :¬ 15メ タポリックシンドローム (内 臓脂肪症侯群)を認知 している国民の割合の増加

日標 値 策定時のベースライン値      1         中間評洒
直近の実績値

(平 成21年食育の現状と意識に関する世論調査
(内 閣府 ))

115a20歳 以上 80%以 上 927%

コメント

(1)直近実績値 に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対 してどの

ような動きになつているか分析 .

0平成18年度の773%か ら平成21年度は927%と、154ポイント高くなつている(図 1-9)

(2)データ等分析 上の課題
・調査・分析をす る上での課題 (調査講 、
方法、分析材料 等 )がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○第2次食育推進基本計画において、「メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運度等
を継続的に実践している国民の割合の増加」が新たな目標として設定さJ

以上)。

(4)最終評価
・最終値 が 目標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載 。

○目標値に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔 に記載 。
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2 身体活動・運動
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2身 体 活動・運動

目標項 目:21 意識的に運動を心がけている人の増加 臆 識的に運動をしている人の割合]

億 識的に運動を心がけている人 :日 頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に体を動かすなどの運動をしている人 )

目標値
策定時のベースライン饉

(平 成8年 保健福社動向調査)

中間評

“
(平成15年 国民健康‐栄養調査 )

直近実績値
(平成 20年国 民健康 栄養調査 )

′la男性 63%以 上 518% 542%

女性 63%以 上 605%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

O男性では有意に増加した(片側P値 <0001)
○女性では有意に増加した(片側P値 <0 0ol)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等 )がある嶋合、記颯。

υ tt rp3詳 lm、 日返実績値の調査は茉足時と異なるが、両調査とも全国規模の調査であるため、̈
可能である。

(3)その他 デー タ分析に係るコメント

0性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは、男性では40歳代及び50歳 代、女性では30歳代及び70歳
以上である(図 2-1)。
○男女とも60歳以上では目標値に達している(図 2-1)。

(4)最 終評 価
・最終 値が 目標 に向けて、改善 したか 、悪 化

したか等を簡潔 に記載 。

Э男女とも日標に向けて改善したが、日標値には達していなしヽ。

B

(5)今後 の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。
I     驚
0運動の意義や重要性に関する啓発を一層図ることが必要。
020～ 40歳代の若い世代への啓発が必要。

2身 体 活動・運 動

目標項 目:22日 常生活における歩数の増加 [日 常生活における歩数]

日
=饉

策定時のベースライン菫
(平 成9年国民栄姜調査 )

中Fal評 ●
(平成:6年 国民健康・栄姜調査 )

直近実績値
(平 成 21年目 屁性庫 榮養調査 )

男性 9200歩 以上 8′202歩 7.532歩 7,243歩

女性 8300歩 以上 7,282歩 6446歩 6431歩

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

○男性でiま 有意に減少した(片側P値 <0001)。
O女性では有意に減少した(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記最。

○歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法と
減少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の測定方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する
方法となっているため、測定日を増やすかもしくはnl定 日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

O平成20年国民健康・栄養調査によると、運動習慣のある者とない者で■:歩数の平均値に統計的な有意差が
ある(20歳 以上の運動習慣有(男性:8,155歩 女性7.365歩 )、 運動習慣無(男性:6,054歩 女性5,435歩 ))。

(4)最 終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

0男 女 とも患 くなつて い る 。

D

(5)今 後 の課題及び対 策 の抽出
・最 終評価 を踏 まえ、今 後強 化・改 善等す べ

きポイントを簡潔に記藪。

弔蘊莉 欄 窮聯 闊 陶 吻
異示敷菫「

動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、○○歩以下の人を減らす、等の方

蟷   霧燿齢瑞鳴轄嘲l湯肌
員涵 轟 剰 繁躙 ド

霙ず晰 肇た替獄臨 尋蕊量鍵蹴 』滋ゑξ路

2ξ卍季ifぶ 壁蟹荘1:や
か国民生活習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を特
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2身 体活動・運動

目標項目:23 運動習慣者の増加 [運動習慣者の割合](運動習慣者:1回 30分以上の運動を、週2回以上実施し、1年 以上持続している人)

目様 値 策定時のベースライン値
(平 成 9年国民栄養調査 )

中間評薔
(平 成 16年国民健康・栄養調査 )

直近実績恒
(平成 21年国民健康 栄姜調査 )

23a 男性 39%以上 286% 309%

女性 35%以上 258% 270%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
‐直近実績値がベースライン値に対 してどの
ような動きになっているか分析。

0成人雛 、難 とも輸 調整を行つ場 合吼 輔 馳 砒 師
素囁堤近実績値242%)、 有意な変化はみられなかった(成人男性 :片側P値 =02(

0性・年齢階級別にみると、60歳代男性及び60歳 以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性では
有意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた(図 2-2)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法 、分析材料等)がある場合、記重 。

(3)そ の他データ分析に係るコメン ト

0年齢階級によつてベースライン値やその後の変化が異なるため、この10年間の調査対象の高齢者の増加と年
代別の変化の違いを勘案する必要があると考え、年齢調整を行ったところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は
見られなかった。     .

(4)最終評価
‐最 終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記戦。

0男 女 とも変 わ らな い 。

C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

輝八:野●I:芦
暇暑獣]:了翁乳躙云嘲冬糧詢

2身 体活動・運動

目標項 目:24外 出について積極的な態度をもつ人の増加 [運動習慣者の割合]

(外 出について積極 的な態度をもつ人 :日 常生活の中で買物や散歩などを含めた外出について、「 自分から積極的に外出する方である」と意識している人 )

目粽値 策定時のベースライン値
(平 成 !1年高齢者の 日常生活に回する意餞調査 )

中間辟薔
(平 成16年 高齢者の 日常生活に関する意籠口査 )

直近実績値 (年 齢調整後 )

(平 成11年 高齢者の日常生活に関する意識調査 )

24a男性 (60歳以上)70%以上 747%

24b女性 (60歳 以上)フ 0%以 上 590% 607%

24c80歳 以上 (全体)56%以 上

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

○男性 (60歳 以上)では149ポイント高くなった。
O女性(60歳 以上)では124ポイント高くなった。
030歳以上 (全体)で は120ポイント高くなった。

(2)データ等分析上の課麺
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

Э中間評価時は国民健康・栄養調査結果(平成15年 )を用いてしヽたが、策定時の調査がその後も定期的に継続
て́実施され、調査項目も同一であるため、その結果を用いて評価を行つた。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

Э男性 (60歳 以上)、 女性(60歳 以上)、 80歳 以上 (全体)は 共に目標値に達
た́。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

○不活発な人が外出したくなるような働きかけや社会制度の仕組み(具体的には高齢者の就労対策や買い物弱
者の解消など)が必要。
O地域活動参加 (目 標項目25)の 活性化との連携も必要。
○家庭における高齢者の役割や生業の分担に関する啓発が、家族を構成するすべての世代に対して必要。
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2身 体活動・運動

目標項 目:215何 らかの地域活動を実施し
‐

日程使

〔いる者 の増加 [地域 活動を実施 している人]

25a男性 (60歳 以上 )58%以上 483%       1       5フ 5% 640%

25b女性 (60歳 以上 )50%以上 397%                 1                 526% 551%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

Э男性 (60歳 以上)では157ポイント高くなった。
Э女性(60歳 以上)で は154ポイント高くなった。

(2)デ ータ等 分析 上 の 課題
・調 査・分析 をす る上 での課題 (調 査手段 、方

法、分析材 料等 )がある場合 、記藪 。

○地域活動の定義は何か不明瞭である。また、就業の有無など
は就業の有無を含んだ、社会活動の有無について問うことも必要である。
O中間評価時は国民健康・栄養調査結果(平成15年 )を用いていたが、策定時の調査がその後も定期的に継続
して実施され、調査項目も同一であるため、その調査結果を用いて評価を行った。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が 目標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記敵。

○男女(60歳 以上)とも目標値に達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強 {ヒ・改善等す人

きポイントを簡潔 に記載。

○特定健診や介護予防などの制度の中で、社会参加あビジ下
られる。
○高齢者の地域に対する社会活動や就労を促進するような対策が必要。
O特に後期高齢者に対する支援が必要。

2身 体 活 動・運 動

目標 項 目 :26 日常 生活における歩 数の増加 [日 常生活の歩数 ]

ヨ粽□ 策定時のベースラインロ
(平 成9年口民栄養調査 )

中同諄

“
(平 成 16年国 民ll康・榮養口査 )

菫近実績饉
(平 成21年国民健康・榮養調査 )

26a男 性 (70歳 以上)6,00歩 以上 5,436歩 5386歩 4,707歩

26b女性 (フ 0歳 以上 )5,9oO歩以上 4604歩 391フ歩 3797歩

コメント

(1)直 近実 績値 に係 るデー タ分析
・直近 実績 値 がベースライン値に対してどの

ような動 きになっているか分析 。

Э男↑生(70歳 以上)で は有意に減少した (片側P値 =00o3)。
Э女性 (70歳 以上)では有意に減少した (片側P値 <0 0ol)。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上 での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等 )が ある場合、記鼓。

O歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法で
減少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の測定方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する
方法となっているため、観1定 日を増やすかもしくは測定日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
‐最終値が 目標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記重 。

Э男女 (70歳 以上)と も悪くなっている。

D

5)今後の課題及び対策の抽出
最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
|ポ イントを簡潔に記垂 .

×聯惑鮒繰到蝸ポ醜   瓢
兄牙F高

齢者を対象とした歩数増加は、介護予防のためのポピュレーションアプローチとして有効であると考えら

]
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2身 体 活動・運動

目標項 目 :27安 全 に歩 行可 能な高齢者の増加 [開 眼 片脚起立時間20秒 以上 に該 当する人の増加 ]

如 辮 雑 詢

27● 男性 (65～ 7“歳)80%以 上 681% 822%

27b男 性 (フ 5歳以上)60%以上 389% 504%

27c女性 (65～ 74歳 )75%以 上 624% 773%

2フ d女 性 (75歳 以上 )50%以 上 21 2% 444%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値 に対してどの
ような動きになっているか分析。

Oベースライン値は地域が限定されているため、全国平均である直近実

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記重。

○被測定者の体力だけでなく、測定者の測定方法や手順に関する知識や技術l_結果が影響を受ける項目なの
で、より標準化が求められる。

(3)その他データ分析 に 係 るコメント

O高齢者の開眼片脚起立時間20秒以上と類似の体力評価開眼片足立ち(時間:秒で評価)も過去10年 間で改善
していることが文科省平成21年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書において示されている。
(http://www mext goJp/cOmponent/b_menu/Other/_icsF‖ es/aneidlle/2010/10/12/1298224_5 pdf)

(4)最 終評価
‐最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡課に記載。

0男             した。
向けて改善したが、目標値に達していない。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記重 。

○毎年でなくても、5年に一度程度の頻度で経時的に評価していくことが必要。
075歳以上になると急速にできない人が増加するので介護予防の取り組みを強化していく必要があると考えられ
る。

身体 活動・運動

再掲 )目 標項 目:28メ タポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加

目編 饉 策定時のベースライン也       1         中同評●
直近実績鐘

(平 成21年食市の現状と車康に関する世臓調査
(内 目府 ))

115a20歳 以上 80%以上 927%

コメント

(1)直近 実績値に係 るデー タ分析
‐直近実績値がベースライン値 に対してどの
ような動きになっているか分 析 。

Э平成18年度の773%か ら平成21年度は927%と 、154ポイント高くなっている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記最。

(3)その他データ分析 に 係 るコメント

D第 2次食育推進基本計画において、「メタポリックシンドロームの予防や改善のための適
続的に実践している国民の割合の増加Jが 目標として追加された(現状値 :4150/0→ 目標値:50%以上)。

(4)最 終 評価
・最 終値が 目標 に向けて 、改善 したか、悪化
したか 等を簡潔に記最 。

(A)

5)今 後の課題及び対策の抽出

最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

'ポ

イントを簡潔に記載 .
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3 休養・こころの健康づくり
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3体 養・こころの健康づくり

目1標 項目:31 ストレスを感じた人の減少 [ス トレスを感した人の割合](ストレスを感じた人 i最近lヶ月間にストレスを感じた人)

目標直

`平

t8-調 査 ) |  (平 成 15年』誓輩酪巨 栄養調査 )

直近実績値
(平成20年 国民健康・乗養調査)

,la全 国 平均 49%以 下 622% 613%

コメント

(1)直近 実 績値に係るデニタ分析
・直近実 績 値がベースライン値に対 してどの

ような動 きになつているか分析。

○有意に増加した。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査 手段 、

方法 分ヽ 析材料等 )がある場合、記載 。

○策定時のベースライン値は全国規模の調査結果であり、調査項
ることは可能である。

(3)そ の他 データ分析に係るコメント

○平成8年と平成20年を性・年齢階級別に比較した。その結果、ストレスを自覚
以上と女性50歳代で増加し、男女ともそれ以外の年代では減少傾向がみられた。ストレスが「大いにある」と回
答した人だけを検討しても、男女とも全ての年齢階級で悪化した。男女ともに、20歳代、30歳代、40歳代、50歳
代の就労世代でストレスを自党している人が多い。

(4)最終評 価
・最終値 が 目標 に向けて、改善したか 、悪化
したか等 を簡潔に記載。

○悪くなっている。

D

(5)今後 の課題及び対策の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔に記載。 軋愧 椰 莉

3休 養・こころの健康づくり

目標項 目 :32 睡眠による休養 を十分 に ヒれていない人の減少 [と れない人の割合]

目糧値
呼 威8撃穫瑠嘉β糞玩電 子をL諄口査)| (平 成

“
年蝋 ‐栄養調査 )

直近実績値
(平 成21年 国民健康・栄養目査 )

2a全 国 平均 21%以下

コメント

(1)直近 実績値に係るデータ分析
・直近実績 値がベースライン値に対 してどの

ような動 きになっているか分析。

○有意に減少した(片側P値 <0001)

(2)デ ー タ等分析上の課題
・調査・分 析をする上での課題 (調査 手段 ヽ

方法 、分析 材料等)がある場合、記 載 .

○策定時のベースライン値は全国的な調査であるので、直近実績値

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○平成8年と平成21年を性・年齢階級別に比較した。睡眠による休養を十分正西れていない人は、男性の40
歳代、女性の20歳代 3ヽ0歳 代、70歳以上で減少した。しかし、男性の60歳 代、70歳 代、女性の50歳 代、60歳 代
ではほとんど改善がみられなかつた。

(4)最終 評 価
・最終 値が 目標に向けて、改善したか 、悪化
したか等を簡潔に記載。

D目 標値に達した。

A

(5)今後 の課題及び対策の抽出
・最終評価 を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔 に記載。

O全体としては日標を達成したが、改善がみられなかった世代に対しては、睡眠習慣に対

…
―層、充実させる必要がある。
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3休養・こころの健康づくリ

目標項 目 :33 睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使うことのある人 の減少 [睡眠補助品等を使用する人の割合](睡眠補助品 :睡 眠薬・精神安定剤 )

目標値 ←成8織 覇ご昌チ」讐識詢 |(平由5年』層雲滉巨理養調』 直近実績 値

33a全 国平 均  13%以下

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0有意に増カロした (片側 Pl直 <0001)

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

○策定時のベースライン値は全国規模の調査結果であるため、直近実績値と比較することは可能である。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O男女とも年齢階級が高くなるほど使用割合が高くなる傾向にある。
O睡眠補助品の使用者が増えたことは不眠症状を有する人が増えたことを思わせる一方、睡眠補助品が入
手しやすくなったことも彰響している可能性がある。

(4)最終評価
・最終値が 目標 に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔 に記載。

くなつている。

D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔 に記載。

0今後は不眠症状の有無などで評価するのが望ましい。
O男 性の165%、 女性の60%に寝酒習慣が認められた(平成19年 国民健康・栄養調査)。 寝酒が好ましくないこ
となど、睡眠習慣について正しい知識を普及することが重要である(睡眠習慣に対する保健活動の充実 )。

3休 養・こころの健康づくり

目標項 目 :34 自殺者の減少 [自 殺者数 ]

目標値 薄罷鷺党ご品嘉罫)  | (平 由6塞匪闇蛙織詢 直近実績値
(平成22年 人口勁態統計 )

全 国数  22.000人 以下 31,755人        1        30.247人 29554人

コメント

(1)直近実績 値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

Э自殺者数は、依然として3万人前後の水準で推移している。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

0人 口構成が変化しているため、自殺者数は単純に比較できない。
O中間評価時には速報値を用いたが、確定データで評価を行つた。

(3)その他データ分析に係るコメント

:::]氷躍木誦了蓼趙不甍慧纂
O患者調査によると、近年うつ病が増加している。

R3テ
、メンタルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加していることが複数の調査から報告されて

輩重Ю重聟:勇欝軋翼蓋:1讐
mi認洋尋視も重舅襲詭発Eど讐

(4)最終評価
・最 終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

0日 殺死亡率の低下を認めるが、依然として自殺者数が年間3万人前
後の水準で推移している。

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

代の (職域での)うつ病や自殺への で

Ｅ
Ｕ

Ｅ
Ｊ
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午た′fこ

目標項 目:41 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知 っている人の割合]

目様値
策定時のベースライン値

(平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査)

中間評●
(平 成 15年国民健康‐栄養調査 )

直近実績値
(平 成20年 国民健康 栄ヽ養調査 )

41a肺がん 10鋸 875% 8フ 5χ

ib喘息 100% 599% 634% 628%

!c気管支炎 10111 655% 656% 651%

心臓病 100% 405% 507%

41e脳 卒 中 10銚 351% 436% 509%

41f胃 漬瘍 100% 341% 335% 351%

41g妊娠に関連した異常 100% フ96%

1lh歯 周病 10餅 273% 359% 404%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してど
のような動きになっているか分析。

0肺がんは有意に増加した(片側P値 <0001)。
○喘息は有意に増加した(片側P値 <0001)。
○気管支炎は有意な変化はみられなかった(片 側P値 =025)。
O心臓病は有意に増加した(片憫IP値 <0001)。
O脳卒中は有意に増加した(片側P値 <0001)。
O胃 漬瘍は有意な変化はみられなかつた(片側P値 =0073)。
○妊娠に関連した異常は有意に増加した(片側P値 <0001)。
○歯周病は有意に増加した(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記戦。

O策定時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ある。
○喫煙が及ぼす健康影響の範囲をどこまでとするか、受動喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこま
でを国民に知つてほしいかの設定も検討課題。

(3)そ の 他データ分析 に係 るコメント

○総じて普及度は上昇傾向であるが、疾患毎にその程度は異なつており、肺がん、妊娠に関連した異常などは8
割以上の普及度であるが、胃漬瘍、歯周病など半数に満たないものや、気管支炎のように変わらないものもあ
る。
O増加割合が大きいのは心臓病、脳卒中、歯周病。
O脳卒中、心臓病とたばこの関係の認識が進んだのは大きな前進である。

(4)最終評価
・最 終値が 目標に向けて、改善したか、悪
化したか等を簡潔に記最。

○肺がん、喘息、心臓病、脳卒中、妊娠に関連した異常、歯周病は目標l_

向けて改善したが、目標値には達していない。気管支炎、胃漬瘍とも変わら
ない。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記重。

○改善のみられない知識項目に関す 5啓発の強化ぃ知識と行動の関連14 ■)い¬r
○今後は、壊疸など糖尿病合併症との関係など、普及すべき知識の再検討が必要。
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4た lfこ

目標項目 2未 成年者の喫煙をなくす [喫煙している人の割合]

日拝値
策定時のベースライン値

(平成 8年度未威年者の喫煙行動に関する全国調査 )

中間評輌
(平成 16年 度未成年者の喫曖及び

飲酒行動に関する全国調査 )

直近実績値
(平 成22年 度厚生労働 科学研究 大井口班 )

12a男 性 (中学 1年 )0% 75%

:2b男 性 (高校 3年)0% 21フ %

2c女性 (中学 1年 )0% 38% 24% 09%

2d女性 (高校3年 )

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してど
のような動きになっているか分析。

○男性 (中学1年 )で は有意に減少した(片側P値く0001)
○男性 (高校3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)
○女性 (中学1年 )では有意に減少した(片側P値 <0 0ol)
O女性 (高校3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査‐分析をする上での藻題 (調査手段 .

方法、分析材料等)がある場合、記重。

(3)その他データ分析に係るコメント

O喫蝉 鯛 口 回以上囃 した者悧 0は、男性厳 性よ
上がるにしたがって高くなる。喫煙率の男女間の喫煙率の差が縮まっていえ

(4)最 終評価
・最終値が 目棟に向けて、改善したか、悪
化したか等を簡潔に記載.

υ日標に向けて改善したが、日標値には達していない。
Э喫煙率の改善は、健康日本21の評価指標の中でも優秀なものである。

B

(5)今 後 の課題及 び対策の抽 出
・最 終評価を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔に記鼓。

ソ懸 幕を念雲漂利電?検
討、再び上昇する面 己がれ かヽどうかの検言寸が必要。同様の方ホで今後もモニタリ

職鐵 靭 鰍 鼈 ‖ 聯9蒻翻端 鰊
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4 たifこ

目標項 目:43公 共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 [分煙を実施している割合]

(分 煙の徹底 :公 共の場や職場における喫煙場所の設置等、効果の高い分煙 :受 動喫煙の害を極力排除し得る分煙方法 )

〔分餞を実施している割合]
(平 成 12年 lL方 自治体庁舎等における (平 成 16年地方 自治体庁舎等における

(平 成22年 度厚生労働科学研究 大和理 )

43o公 共の場 100% 醐識噛師

都

政

市

保

894%
959%
507%
955%

００
００
”
００

醐乖哺師

都
政
市

保

・47都 道府県中23が本庁舎内建物内禁煙 (約
49%)
・46都 道府県庁所在市及び5指定都市中10が
本庁舎内建物内禁煙 (約 20%)
・東京23区中1が本庁舎内禁煙 (約4%)

[分煙を実雄している割合] (平 成9年労働者健康状況調査 ) (平 成14年 労働者健康状況調査) (平成19年 労働者健康状況調査)

43b職 場 100%
403%

(477%(喫 煙対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫 煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫 煙対策に取り組んでいる))

[知つている人の割 合 ] (平 成 17年分煙の知臓 に関する全国調査 ) (平 成22年度厚生労働科学研究 尾崎班 )

43c効 果の高い分煙に関する知識の普及
100%

(換気扇のある喫煙室も正解とした場合 )

(建物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774%
男性 340%

性
性

女

女
男性 809%
男性 410%

性
性

女
女

コメント

(¬ )直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン饉に対してど
のような動きになつているか分析。

:総器 学なξξttSF漫アよ
おけるベースライン値と直近実績値では、調査票の質問内容が異なるため、

R         冤,(都
道府県等の本庁舎)における禁煙・分煙対策は都道府県などで100%を 満たしてお

2蒻 場轟拿き高冒概留雲亀躍垢お絵万蹴摂苑空ガ宗革attη ttε星
らかの対応がなされてお吹特

○職場 (事業所)の 喫煙対策も、進んできている。

閻磋淵薯臀珀糧甕聾ヅ藷蜻予縦[輔筆勲作

(2)デ ー タ等 分析上 の課 題
・調査 ‐分析 をする上での課 題 (調査 手 段 、

方 法 、分析 材料 等 )が ある場 合 、記 載 .

O経年的に比較できないテータでの評価となつている(公 共の場の喫煙対策等)。

O職場においては従来の算出方法は困難であるので、何らかの喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合を計上
した(括弧部分)。

(3)そ の他データ分析 に係 るコメント

O成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を継続実施し、受動喫煙に曝露されている場所や頻度についての実態把
握が必要。
O職場の取組が確実に労働者を受動喫煙から守つているのかの確認が必要。
○知識と実態のずれの検討が必要。

(4)最終評価
・最 終 値が 目標 に 向けて、改 善 したか 、悪

化 したか 等を簡潔 に記 載 。

D日 標に同けて改舌したが、目標値 には運していない。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
‐最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

:屎     弼 不 腺 猾
圏 晰 場 艤 鵡 こ11に 再

0様々な受動喫煙対策が取られている中で、今後はより効果の明らかである全面禁煙等の実施状況の把握が重
要。
○職場、公共施設以外の受動喫煙防護が進んでいるかどうかの指標がない。

ｎ
ｕ

虔
Ｕ



たIfこ

目標項 目 :44禁 煙支 援プログラムの音 】

自標値

t〔禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割合](禁 煙支援プログラム:個人の禁煙を支援するための個別保健指導等)

| `.壼 1覇盤 彗 暑鍵 墨曇包 | ⊆壺 童 壁 M、 堡壁 塞量⊇ |(平 成
"牲

地ξ魔 鶴 増進馨 報』

4a全国 100%
07鰯 際 煙指墓が考零乳た.mT村 の割0)|(322%際 煙指導が部 気た.BI村 の割a) (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合 ))

コメント

(1)直 近 実績 値 に係るデータ分析
・直近 実 績 値がべ=ス

ー
に対してど

のような動きになってい るか分析 。

8釜雇酬 帰鱚 ″彗 うる。

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調査手段 、
方法、分析材料等)がある場合、記戦。

Э市町村が実施した禁煙指導実績に基づき、全体の割合を出している。   ~

(3)その他データ分析に係るコメント

0属人の喫煙調査(モニタリング調査)を継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。禁煙治療を
行つている医療機関の数の推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTcによリニコチン置換療法剤の売り上
げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最 終 評価
・最終値 が 目標に向けて、改善したか、悪
化したか 等を簡潔に記戦。

υ日環に同けて改苦したが、日標値には通していなし

B

(5)今 後 の課題及び対策の抽出
‐最終評 価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

OT町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アク
セスできたかなどの指標が必要。

4 たIfこ

目様項 目 :45a 喫煙をやめたい人がやめる 参考

目標値 (指標 ) 策定時のベースライン値 中同諄饉 直近実績値

喫煙率

(平 成16年 国民健康・楽姜口査 ) (平 成21年国 民健康採 養調査 )

男性 433%
男性 382%

女性 120% 女性 109%

禁煙希望者の割合

(平 成15年 国民健康 ‐栄委調査 ) (平 成21年国民健康採 養調査 )

男性 246%
男性 317%

女性 327% 女性 416%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してど
のような動きになっているか分析。

O男性の喫煙率は有意に低下した(片側P値く0001)。
O女性の喫煙率には有意な変化はみられなかった(片側P値 =012)
○男性の禁煙希望者の割合は有意に増加した(片側P値く0001)。
O女性の禁煙希望者の割合は有意に増加した(片側P値 =0003)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記藪。

3)その 他データ分析に係るコメント

Э喫煙率は男性に高く、禁煙希望者の割合は女性に高い。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪
化したか等を簡潔に記載。

0男性の喫性率はlE下しているが、女性の喫煙率は変わらない。男女とも
禁煙希望者の割合は増加している。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記戦。

0禁燿希望者は増えているが、実際にどれくらい禁煙できたかはわからない。国民健康・栄養調査では調査項目
に限度があるため、成人の喫煙行動を詳しく調べる全国調査を継続的に行うことが必要。
O住民側から見て、禁煙希望者が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が必要。禁煙に
取り組む人のうち何も方法を使わず禁煙に取り組んだ人の割合を減らすことも重要。
O成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。
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アルコール

目標項 目:51 多量に飲酒する人の減少 [多 量に飲酒する人の割合](多 量に飲酒する人=1日 平均純アルコール約60gを超えて摂取する人)

男性 32%以 下 48%

女性 02%以下 03% 07%

コメント

∫響          どLしてどの
ような動きになつているか分析。

0ベースラインlELど直近実績値では、調査票の調査内容が異なるため、これらを比較することは困難である。
~~

0男性では、中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった(片側P値 =014)。
O女性では、中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった(片側P値 =0051)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 1調査手段 、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

υ国民健康・宋養調査では、飲酒頻度と飲む日の飲酒量をそれぞれカテゴリーに分けて尋ねているため、面
本21の 多量飲酒の定義に合った正確な割合が集計できない。

(3)その他データ分析に係るコメント

I翼 垂 ,Tξ
器 締 酷 a警忌モッ ;野 鴛 錆 調 亨轟

町
瑠 調 翻

9走君覆費蕗 観晏占訴
とヽ 若年女性の飲,酉者割合の伸びが大きく、平成20年調査の20～ 24歳では、女性が

23事
調査によれば、アルコール依存症の推計患者数は低下傾向にあるが、総患者数は上昇傾向にある(表 5

0ア
劣F―

ル依存症の専門治療施設に
,す

る調査では、女性患者および高齢患者の増加傾向が認められる(表

謝    辮   
貯 身

ボ
鷲 8套昌鍛E醤ヂ鼈 鰈 批 t

(4)最 終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記戦。

Э男女とも変わらない。

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

0多量飲酒の足義を再検討すべきである。国民により浸透しやすいよう
る」から「60グラム以上」にする。
O多 量飲酒低減のための対策がさらに強化されるべきである。例えば、
・多量飲酒低減のための簡易介入手法の普及啓発。
・多量飲酒低減のための啓発活動の強化。
O多量飲酒の定義および調査票の質問内容を再検討する必要がある。

に 、 1 ラムを超え

アフレコール

目操項 目:52未 成年者の飲酒をなくす [飲酒している人の割合 ]

日暉 値

策定時のベースラインロ
(平 成 8年度未咸年者の歓着行動に関する

全国調査 )

中間

「

●
(平成 16年 度未咸年者の喫煙及び

飲酒行動に目する全国調査 )

i近実績笹
(平 成22年 度厚生労働科学研究 大井口班 )

52a男性 (中学3年)0% 260% 80%

52b男 性 (高校 3年 ) 531% 210%

52c女性 (中学 3年 ) 169%

'2d女
性 (高校 3年 )0% 361% 320% 185%

コメント

(1)直 近実 績 値 に係るデー タ分析
・直近実績 値がベースライン値 に対 してどの
ような動きになつているか 分 析 。

○男性 (中 学3年 )で は有意に減少した(片側P値 <σ6δ l)

○男性 (高校3年 )では有意に減少した(片 側P値 <0001)
○女性(中学3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)
○女性 (高校3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記重 .

の続 率都 下している

…3舞怪推餞蔦奎告葦欧l電逮殊Lヒ乞釜高 裏身
ラインロ砒べ直躍錘では男女差が減少し、平

○男女ともに、学年が上がるにしたがって飲酒率は高くなっている。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評 価
・最 終値が 目標 に向 けて、改善 したか 、悪 化
したか等を簡潔 に記載 。

O男 性 (中 年)、 男性(高校3年 )、 女性(中学百
目標に向けて改善した。

O目標に向
である。
0モニタリング等による実態把握の継続や効果的な取組の検証等の検討が必要。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評輌を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。
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ア ル コー ル

目標項 目:S3r節 度のある通度な飲酒」の知識の普及 [知っている人の割合](節魔ある適度な飲酒 :1日 平均純アルコールで約20g程度の飲酒 )

日粽値
策定時のベースライン値
(平 成 13年国民栄養調査 )

中間詳輌
(平 成:5年目星健康・栄養調査)

直近実績値
(平成 20年国民健康・榮養調査 )

53a男 性 100% 503% 54フ %

53b女 性 100% 473% 497%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

0男性では有意に増Dllし た (片側 pl直 <0001)。
○女性では有意な変化はみられなかった (片側P値 =015)。

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

O直近実績1直は男女とも目標値と大きくかけ離れており、知識の普及は不十分である。
~~~~

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記戴。

O男性は目標に向けて改善したが、日標値には達していない。女性は変わ
らない。

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
‐最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記五。

9蠍 F度
歓

Pは
、名前が長すぎ喘 えるのが困難である。よリコンパクトで親しみ¨ 喀 称に変更

8標謂 翼 機 Fの
如 に の程度∝酉すること,推奨し‐ る よ引こみれ 疇日平均aグラム以下

O留意事項として、「女性、高齢者はこれより少なく」となっているが、飲酒量を明示すべきである。
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5_歯の健康

目標項 目:61 う歯のない幼児の増加 [う 歯のない幼児の割合 (3歳 )]

目標値
(平成 1歴罰華 :罰裏扇翫をよ参議 結 果 )|(平 成 15年 度 3当nl署 健康診査結果 )

直近実績値
(平成21年度 3歳児歯科健康診査結果 )

la全 国 平均 80%以 上 595%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになつているか分析。

O直近実績値とベースライン1直 とを比較すると、176ポ イント高い。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O都道府県単位のデータが利用できるため、「目標達成都道府県数 (%)」 として評価する方張
お、平成21年度母子保健法・健康診査 (3歳 、歯科)に係る実施状況調べでは、47都道府県のうち、6都県(愛知
県、岐阜県、東京都、静岡県、神奈川県、兵庫県)が 目標値 (80%以 上)を達成している(図 6-1)。

(4)最終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載 .

Э目標に向けて改善したが、日標値に達していない

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記ユ。

0フツ化物配含歯層剤の早期利用や引き続きフッ化物の歯面塗布等を推奨する必要があると考えられる。
Oう歯のない幼児の割合の高い地域は、一人平均のう歯数も少ないことから、う歯のない幼児の増加によリー人
平均う歯数の減少を図ることが期待できる。
O地域による格差が見られることから、地域の特性に応じた対策を推進する必要がある。

聰 ≧彗蕊江君盤鐵 菖i聰顧盪 群蓬ζ鬼ら
が嘲嵯にして29ポインい。b蝕

歯の健康

目標項 目:62フ ッ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の増加 [受 けたことのある幼児の割合 (3歳 )]

目標 値
(撃鳴霧撃筈袋戻轟 )|(平 由6年蠍 ‐栄養調査)

直近実績値
(平 成21年国民健康・栄養調査 )

,2a全国平 均 50%以 上 378% 646%

コメント

(1)直近 実 輛値 に係るデータ分析
‐直近 実 績 値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

0有 恵 に reD刑 した (片側 P値 <0001)。
Oベースライン値から中間評価にかけては有意な変化がみられなかったが、その後は有意に増加した (片側 P値
<0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

D策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ちる。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

⊃歯科疾患冥態調査では、フッ化物歯面塗布の調査が昭和44年 から行われ、全体的にみると一貫して増加傾向
こある。
Э平成17年の歯科疾患実態調査の結果では、15歳未満で592%(3歳 の時点では489%)で あった。

(4)最終 評 価
・最 終 値 が 日標 に 向けて、改善 したか、悪 化

したか 等 を簡潔 に記載 。

⊃目標値に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に認載。

:

警難藝讐蜆凡「理    猾抒

:「髪
誅 潟 柵 蹄 鰍 熙 乳 鰹 盤 霧 統 電薯甥鼎 録 野
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歯の健康

ヨ標項 目:63間 食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣めある幼児の減少 [習 慣のある幼児の割合(1歳 6ヶ月児)](頻 回飲食 :間 査として1日 3回以上の飲食 )

目標値
(平霞輩興策

=ζ
lEI:罫査)  |  (平成16年菖昌融黒栄養調査)

直近 実績値
(平 成 21年国民健 康・栄養調 査 )

,3a全 国平均 15%以下 299%(参 考値)     1        226% 195%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

0ベースライン1直 は地域が限定されているので、全国平均である直近実績値と比較することは困難である。
○中間評価と直近実績値の間には、有意な変化はみられなかつた(片側P値 =016)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○国全体を対象とした調査がなされていなかったため、当初ベースライン値を参考値として示し、中間評価の際
に、国民健康・栄養調査結果を踏まえ、日標値(中間実績値の約2/3の数値である150%)を設定した。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終 評価
・最終値 が 目標 に向けて、改 善 したか、悪化

したか等を簡潔に記載。

OE近 実績値は中間評価と比べて変わらない。

C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記重。

:鼈絣 閻 辟 豊盤盤:量量
2霧〕翻 誉急『

回飲食する習慣のある幼児の減少を図ることにより、他の施策とあいまつてう歯

歯の健康

ヨ標項目 :64-人 平均う歯数の減少 [1人 平均う歯数(12歳 )](一人平均う歯数 i一 人あたり平均の未治療のう歯、う蝕により失った歯、治療済のう歯の合計 (DMF歯致))

目標値 坪認褒轟請皇)1 呼由6年卑雲顧題銃計調杏 直近実績値
(平成22年学校保健統計調査 )

4a全国平均 1歯以下 29歯          1          19歯 13歯

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

Oベースライン値29歯に対し、直近実績値では16歯減って」冠

2)データ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記戯。

3)その他データ分析に係るコメント

○平成22年 度学校保健統計調査における12歳児の一人
0.8歯、最高値は26歯 (差 lβ 、比325)である。

i4)最 終評価

最終値 が 目様 に向けて、改善 したか 、悪化

た́か等を簡潔 に記載 。

Э目標に向け改善したが、目標値には達していない。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記戦。

〇小児の永久歯う蝕の予防には、フッ化物洗日、シーラント等の実施が有効であるので、地域の実情に応じて推
進していくことが必要である。
O地域格差がみられることから(図 6-2)、 地域の特性に応じた対策を推進する必要がある。
O各都道府県において市町村単位でのデータの収集・評価を促すことで、地域における取組を適切に推進するこ
とも可能と考える。

ｎ
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6歯 の健康

目標項 目:65学 齢期におけるフッ化物配含歯磨剤の使用の増加 [使 用している人の割合 ]

目標値
(事譲冦躍霧翁lら1了る調査) | (平成16年菖駆露栄養調査)

直近実績値
(平 成 21年 国民健康・栄養調査 )

5a全国平均 90%以上 456χ (参考値)     1        565%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

Эベースライン値と直返実績値では、調査が異なるため、これらを比較することは困難である。
Э直近実績値は中間評価と比較すると有意に増加した(片側P値<0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手 段、方
法 分ヽ析材料等)がある場合、配載 .

O使用している歯屠剤がフッ化物配含であるか否かについての認識があまりないとも考えられるので、市販の歯
磨剤の90%にフッ化物が配合されている現状からみると、使用者はより高率になっていると考えられる。

(3)そ の他データ分析 に係るコメント

08020推 進財団による小中学生2万人を対象とした調査によると、フッ化物配合歯磨剤を使用している児童・生
徒の割合は、平成17年 で88%、 平成22年 で89%であった。また、フッ化物配合歯磨剤が全歯磨剤に占める割合に関
する統計 (生産ベース)でも約9割と報告されている。国民健康 栄ヽ養調査においてフッ化物配合歯磨剤を使つて
いるか否かを個々に調査するのは現実的に難しいので、平成21年調査のように「歯磨剤の利用の有無」を調査
し、上述の8020推進財団や業界統計のデータ等を組み合わせて評価することも考えられる。

(4)最終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡翠に記重。

Э目標に向けて改善したが、日標値には達していない。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記重。

歯 の健 康

目標 項 目:66学 齢期における個別的な歯 口清掃指導を受ける人の増加 [過 去 1年間に受けたことのある人の割合]

(個 別的な歯 口清掃指導 :歯科医師、歯科衝生士により個人の日の中の状態に基づいて行われる歯磨き指導 )

目標値 濫 撃a往雇系湿嘉畠語暑)  | (平成16年占昌霊黒栄養調査)

直近実績健
(平成 21年 国民健康・栄養調査 )

6a全 国平均 30%以 上 128%(参考値)     1        165% 200%

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析 。

0有意に増加した(片狽IP値 <0001)。
○直近実績値は中間評価と比較すると有意に増加した (片側P値 =0043)

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段 、方
去、分析材料等)がある場合、記載。

○策定時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ある。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O平成5年保健福祉動向調査での間には、「個別的な歯口清掃」だけでなく、歯科健診 (目 標項目613)を受けた
か否かも含まれている。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善 したか 、悪化
したか等を簡潔に記重。

〇目標に向けて改善したが、日標値 には運していない。

B

5)今 後の課題及び対策の抽出

最終評衝を踏まえ、今後強化・改善等すべ
:ポイントを簡潔に記重。

○本目標値と歯石除去、歯面清掃 (目 標項目612)、 定期的な歯科検診 (目 標項目613)は、互いに重なる部分が
ある。これらに共通するものは、専門家によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標
値に切り替えるなど、日標値の再整理を検討する必要がある。
○個別的な指導は、地域の歯科医療機関などで実施されることが多いので、個別的な歯口清掃指導の必要性と
その効果について普及啓発等を推進することが必要であると考えられる。

70



歯の健康

目標項 目 :67進 行 した歯周 炎の減 少 [有する人の割 合 ](進行 した歯周 炎 :歯周疾患の検 査であるCPI検 査で4mm以上 の深い歯周ポケットのあるもの )

目標 値
策定時のベースライン値

(平成9～ 10年富士宮市モデル事業報告 )

中間評 価

(平 成 16年 国民健 康・栄養 調査 )

直近実績値
(平成 21年国民健康・栄 養調 査 )

,7● 40歳 22%以 下 320%(参 考値 ) 238% 183%

,7b50歳 33%以 下 469%(参 考値 )

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動 きになっているか分析。

Эベースライン値は地域が限足されているので、全国平均である直近実績値と比較することは困難である。
Э40歳の直近実績値は中間評価と比較すると有意に減少した(片側P値 =0001)。
Э50歳の直近実績値は中間評価と比較すると有意に減少した(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

O中間評価および直近実績値における“進行した歯周炎"を有する人は、質問紙(国 民健康・栄養調査の生活

『

慣調査票)による自己評価値で、「歯ぐきが下がつて歯の根が出ている」「歯ぐきを押すと膿が出る」「歯がぐらぐら
する」「過去に歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われ治療している」のいずれか1つ以上に該当する人である。

(3)その 他データ分析に係るコメント

Э平成11年の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳で264%、 40～ 44歳で365%、 45～ 49歳で410%、 55～

'4歳
で457%、 平成17年の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳で237%、 40～ 44歳で289%、 45～ 49歳で

128%、 50～ 54歳で418%となっており、45～ 49歳を除き、いずれの年齢階級においても減少傾向が見られる。

(4)最 終評価
・最終値 が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

Э40歳、50歳 とも日標イ直に達した。

A

(5)今 後 の課題及び対策の抽出
最終評 価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

雪ポイントを簡潔に記載。

Э近年、歯の保有状況が高まってきている(参照:目 標項目611)こ とを踏まえ、60歳 、70歳 といった高い年齢も評
面年齢に加えるのが現実的である。なお、平成17年歯科疾患実態調査では、進行した歯周疾患の有病率が最も
言い年齢層は60歳代である。
Э若年者から壮年者における歯肉炎等軽度の歯周疾患の症状がある者の割合は大きく変イヒしていないことか
Ь、若年者への新たな対応と壮年者への対応の充実が必要である。

歯の 健 康

ヨ標項 目 :68歯 間部清掃用器具の使用の増加 [使用する人の割合](歯 間部清掃用器具 :歯と歯の間を清掃するための専用器具 (デンタルフロス、歯問ブラシ等))

目標値
策定時のベースライン値

(平成 5年保健福祉動向調査 )

中間評 価

(平成 16年国民健 康・栄養調査 )

直近実績値
(平成21年国民健康揉 養調査 )

,8a40歳 (35～ 44歳 )50%以上 193% 390% 446%

8b50歳 (45～ 54歳 )50%以上 178% 408% 45フ %

コメント

(1)直 近 実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

D40歳 (35～ 44歳 )は有意に増加した (片側P値く0001)。

Э50歳 (45～ 54歳 )は有意に増加した (片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査‐分析をする上での課題 (調査手段、方

法 分ヽ析材料等)がある場合、記戦。

υ策足時のベースラインlILは全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ある。

(3)その他データ分析に係るコメント

○平成11年の保健福祉動向調査の結果では、35～ 44歳で326%、 45～ 54歳で293%であり、直近実績値からすると
増加が著しい。

(4)最 終 評価
・最終値 が 目標に向けて、改善したか、悪化

したか等 を簡潔 に記最。

Э40歳 (35～ 44歳 )、 50歳 (45～ 54歳 )とも日様に向けて改善したが、日標
瞳には達していない。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評 価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記曖。

Э今後の歯周疾患の増加を考慮して、歯間部清掃用器具を使用する人の割合を高める必要が原

７
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歯の健康

(再掲 )日標項 目:69喫 煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知っている人の割合]<関連する目標値のみ記述 >

目標値 (平成1"巽二』ξ65勇ξ≦た日する実態 |  (平成15年ご鼎 栄養調査)

直近実績値
(平 成 20年国民健康・栄養調査 )

1lh歯 周病 100% 273% 359% 404%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

O歯周病は有意に増加した (片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等 )がある場合、記颯。

0末疋時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ある。
O喫煙が及ぼす健康影響の範囲をどこまでとするか、受動喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこま
でを国民に知ってほしいかの設定も検討課題。

i3)そ の他データ分 析 に係るコメント

○歯周病の割合は半数に満たないが、増加割合が大きい。
O喫煙と歯周病の進行および現在歯数には、関連が大きく、国民健康・栄養調査の結果などからも明らかにされ
ている。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したが等を簡潔に記E。

(B)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記戦。

O改善のみられない知識項目に関する啓発の強化。知識と行動の関連性についての分析が必要。
~~~~~~

O歯周病の割合は依然として低い水準であることから、今後も喫煙と歯周病についての情報の普及に努めること
が必要である。

6歯 の 健 康

(再 掲)目標項 目:610禁 煙支援プログラムの普及 [禁 煙支援プログラムが提供されている市町村の割合](葉煙支援プログラム :□人の禁煙を支援するための個別保健指導等 )

目様値
(平 由 運 電護保ヒ・肇l績経事業報部 |(平 由

“

子度地娯喫唱訂ξ人保健撻 報割
直近実績 値

(平成20年庫地撃保健・健康増進事業報告)

全 国 100・●
97跳 は 煙指導が考培1た .IET村の割合》 (2銚浪 煙指導が部 猛たIRI村の割0) (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合))

コメント

(1)直 近実績 値に係 るデータ分析
・直近 実 績 値がベー スライン値 に対してどの

ような動 きになっているか 分析。

○ベースライン値と直近実績値では、市町村合併の影響により、これらを比較することは困難である。
○禁煙指導が行われた市町村の割合は増加傾向にある。

(2)デー タ等分析 上 の課 題
・調査 ‐分 析をする上での課題 (調 査手 段 、方

法 、分 析 材 料等 )がある場合 、記厳 。

○市町村が実施した禁煙指導実績に基づき、全体の割合を出している。

(3)そ の他 デ=夕 分析 に係るコメント

○成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。禁煙治療を
行つている医療機関の数の推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTCによリニコチン置換療法剤の売り上
げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最 終評価
‐最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記較。

(B)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記政 。

○市町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アク
セスできたかなどの指標が必要。
○喫煙は歯周病、歯の喪失の危険因子であることから、「歯の健康」の立場からも禁煙支援プログラムの普及が
期待される。
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5歯 の健康

目標項 目 :611 80歳 で20歯 以上、60歳 で24歯以上の自分の歯を有する人の増加 I自 分の歯を有する人の割合 ]

6年ぶ 栄養調コエ L凛漂 覇
61la 80歳 (75～ 84歳 )で 20歯以上 20%以 上 11 5% 230% 268%

'1lb 60歳
(55～ 64歳)で24歯 以上 50%以 上 543%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値 に対してどの
ような動きになっているか分析 。

080歳 (75～ 84歳 )で 20歯以上有する人の割合は、有意に増加した(片側1値 <0001)
060歳 (55～ 64歳 )で 24歯 以上有する人の割合は、有意に増加した(片槙IP値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
‐調査‐分析をする上での課題 (調査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記載。

Oベースライン値は口腔診査によるもの、中間評価および直近実績値は自己申告によるものであり、調査方法
は異なる。しかし、この2つ の方法は、集団における歯の保有状況を評価する方法として一致度が高いとされてい
ることから、ベースライン値と直近実績値を比較することは可能である。

(3)その他データ分析に係るコメント

O平成11年と平成17年の歯科疾患実態調査を比較すると、「80歳 (75～ 84歳 )で 20歯以上」は173→ 250%、「60歳
(55～ 64歳 )で24歯以上」では、531→ 602%と、ともに増加傾向が明瞭である。

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善 したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

Э80歳 (75～ 84歳 )、 60歳 (55～ 64歳 )とも目標値fこ達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善 等すべ

きポイントを簡潔に記戦。

0歯の要矢が進むと、咀嘔機能の低下という機能低下に直結するため、今後は咀喘という機能面での評価も必
要と思われる。また歯の喪失は、長期間で生じる変化であり、歯の喪失自体が他の歯の喪失リスクとなる特質を
踏まえると、若い世代にも日標値を設けることも必要と思われる。

歯の健 康

目様項 目 :612定 期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加 [過 去1年間に受けた人の割合 ]

日標 値 漱 ♀袋理F属毛廻窮 |(平由6年』鼎 栄警詢 直近実績値
(平 成21年 国民健康・栄養調査 )

,12a60歳 (55～ 64歳 )30%以上 159%(参考値)      1        432% 430%

コメント

(1)直 近 実 績値に係るデー タ分 析
・直近実績 値がベースライン値 に対 してどの

ような動きになっているか分析。

⊃ベースライン1直は地域が限定されているので、全国平均である直近実績値と比較することは困難である。
Э中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった(片側P値 =046)。

(2)データ等分析上の課題
‐調査・分 析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

O思者調査で歯科診療所を調べたデータ(歯科診療所票)の傷病別にみた推計患者数の推移をみると、歯周疾
患の割合は大きく増加しており、歯科医院で歯石除去や歯面清掃を受けている患者数が大きく増加してきたこと
がうかがえる。

〔4)最終評価

最終値が 目標に向けて、改善 したか、悪化
た́か等を簡潔に記載。

D日 標値に運した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記置。

0不 日標恒と個男1的な歯口清掃指導 (目 標項目66)、 定期的な歯科検診 (目 標項目613)は、コ下に重なる部分
がある。これらに共通するものは、専門家によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目
標値に切り替えるなど、日標値の再整理を検討する必要がある。
O目 標値を到達しているが、今後の高齢化と歯周疾患の増加を考慮して、中高年期の方々に加え、若い世代か
らの自己管理及び定期的な専門家による支援により習慣づけることが必要である。
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3歯 の健康

目標項目:613定期的な歯科検診の受診者の増加 〔過去1年間に受けた人の割合]

目標値 濫 撃凛11翁]鷹僣昆∋   |  (平成16年ξ鼎 栄養調査)

直近実績 値
(平成 21年国 民健 康・栄養調査 )

'13a60歳
(55～ 64歳 )30%以上 :64%

コメント

(1)直近 実 績値に係るデータ分析
‐直 近 実 績 値がベースライン値 に対 してどの

ような 動 きになっているか分析 。

○有意に増加した (片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記政。

9『
定時のベースライン値は全甲的な調査で、調査項目が同じなので、直近実績値と比較することは可能であ

呈TM響 彗P暑露度
での質問は、「歯科検診(健診)Jだけでなく、日標項目66の「個別的な歯口清掃Jを

型と    麗鰍″魏畠濯ξ装
胆昇 第般ξ房醤鍾誅 舗よΣ■

(3)そ の他 データ分析 に係るコメント

(4)最終 評 価
・最 終 値 が 目様に向けて、改 善 したか 、悪 化

したか 等を簡潔に記藪 。

Э目標値に達した。

A

(5)今後 の 課題及び対策の抽 出
・最 終 評 価を踏まえ、今後強 化・改善 等すべ

きポイントを簡潔に記鼓.

[EW鯰艶熙]型曇輯暮ポ闘艘亀鶴[讐f響誦

椴
的な概念を定膨 麒 蹴 艦 訛 蟄 栃 1鰯覆L:ζRセ黎識 匙
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7着 尿病

(再 掲 )日 標項 目 :71成 人の肥満者 の減少
適正 体重を維持している人の増加 [肥 済者等の場合](児 童・生徒の肥満児 :日 比式による標 準体重の 20“ 以上、肥満者 :BMIが25以上の者、やせ :BMIが 135未 満の者、
BMI(8ody Mass lndex):体重 (kg)/[身 長 (m)]ぅ

目標値
策定時のベースライン値
(平 成 9年国民栄養調査 )

中目評●
(平 成 16年 目 民健康 :栄 養調査 )

直近実績値
(平成21年国民健康・栄養調査 )

1 la児 童・生徒の肥満児 フ%以 下 102% 92%

1lb 20歳 代女性のやせの者 15%以 下 233% 223%

!lc 20～ 60歳代男性の肥満者 15%以下 290%

1ld 40-60歳 代女性の肥満者 20%以下 252% 218%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近 実績 値がベースライン値に対してどのよ

うな動きになっているか分析 。

Э児童・生徒の肥満児の割合に有意な変化はみられなかった(片 側P値 =010)。
Э20歳代女性のやせの割合に有意な変化はみられなかった(片 側Pl直 =026)。
Э20～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加した (片側P値 <0001)。
Э40～ 60歳 代女性の肥満者の割合は有意に減少した (片側Pl直 =0007)。

(2)データ等分析上の課題
‐調査・分析をする上での課題 (調査手 段 、方
法、分析 材料等 )がある場合 、記盤。

(3)その他データ分析に係るコメント
020～ 60歳代男性の肥満者の割合は目標に対して悪化したが、平成12年 以降の肥満者の割合の増加傾向は、それ以
前の5年間に比べ鈍化している。

(4)最終評饉
・最 終 値が 目標に向けて、改善 したか 、悪 化 し
たか等を簡潔に記菫。

(C)

(5)今 後の課題及び対策の抽 出
‐最 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に配厳。

○肥満者の割合について性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは30～ 50歳代男性であり、特に平成21年の肥
満者の割合を10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳代男性の増加割合が最も大きいため、20歳代から30歳代に
かけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
O都道府県別の肥満者の割合をみると地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要である。
○肥満は2型糖尿病の主要な原因であることから、とくに若年者に対する肥満対策は重要である。

フ 穂尿病

(再掲 )目 標項 目:72日 常 生活における歩数の増加 〔日常生活における歩致 ]

目標値 寧 撃合戻桑瑞   |(平 由6年』馴二栄養m 直近実績饉
(平成 21年口屁■康‐栄姜調査 )

男性 9,200歩 以上 8,202歩           1          7532歩 7.243歩

女性 8.300歩 以上

|

6431歩7.282歩 6.446歩

|

コメント

(1)直近実績 値に係るデータ分 析
・直 近実績 値がベースライン値 に対してどのよ
うな動きになっているか分析。

0男性では有意に減少した (片側 Pl直 <0001)。
O女性では有意に減少した (片側P値 <0001)。                    _

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 、方
法、分析材料等 )がある場合、配餞。

0歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法であるが、一般的に係百における歩数減少のよ
うな個人内変動があることが示唆されている。現在の測定方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する方法となっているた
め、測定日を増やすかもしくは測定日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

○平成20年 国民健康・栄養調査によると、運動習慣のある者とない者では、歩数の平均値に続計的な有意差がある(20
歳以上の運動習慣有(男 性:8,155歩 女性7.365歩 )、 運動習慣無(男 性16.054歩 女性5,435歩 ))。

(4)最 終評便
・最 終値が 目標に向けて、改善 したか 、悪化 し
たか等を簡 潔に記韓。

(D)

(5)今後 の課題及び対策の抽 出
・最 終評 質を踏まえ、今後強イし・改善等 すべき
ポイントを簡潔に記載。

]鰊鵞野は嶼融当鬱緻鶉聯押晰ま
!急に重点的な対策を実施する必要がある。

〇年齢や運動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、OO歩以下の人を減らす、等の方策が必
要。

峯麒維i讐[霧∫な観讐薬嵯壽予詈撚藷:編巫tNVttli

ご∴庁獣経 諜 霙路 を
その鎌 として″∝嘲 こα

“

a Re∞ mmm“詭¨ %yS cal Act vlwお r Healthを 策定

○運動基準・指針改定、すこやか国民生活習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を特に強化す
ることが望まれる。
○過去10年間に、60～ 70歳 代の男性・60歳代の女性において糖尿病の有病率が有意に上昇している。これらの世代に
対して運動習慣を付け、歩数を増加することは、糖尿病発症予防や血糖コントロールの改善による合併症予防に有効で

3瞥鰈 程クタン『 引讐蟹程を低下させることから、糖尿病予防のために積極的に身体活動の増加を図る必要
がある。
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フ 糖尿病

(再掲 )日 標項 目 :フ 3質 、量ともにバランスのとれた食事
量、質ともに、きちんとした食事をする人の増加 [18最 低1食 、きちんとした食事を、家族等2人以上で楽しく、30分以上かけてとる人の割合]

(きちんとLf_‐食事 :■ 日あたりのエネルギー必要量及び各種栄養素密度について一定条件をみたす食事 )

日標値
策定時のベースライン値
(平 成8年国民栄養硼査)

中間評籠
(平 成 16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(平庫21年国民健康・栄養調査 )

18a成人 7tlL以上 563%(参 考値 ) 610% 657%

(1)直 近実績 値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどのよ

うな動きになっているか分析。

○有意に増加した(片側P値 <0001)。

(2)デ ータ等分析上 の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等 )が ある場合、配載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最 終評伍
・最終 値が 目標 に向けて、改善したか、悪化し
たか等 を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評目を踏まえ、今 後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔 に記饉 。

フ 穂尿病

目標項 目i74薔 尿病検診の受診の促進 I受けている人の数 ]

目標 値
(平 成9年眠 電ヽ 1鵡 要実態調 |   (平 成 16年畠罠肇野基礎調査 )

直近実績値
(平 成19年国民生活基礎調査 )

74a定期健康診断等精尿病に関する健康診
瞬受診者 6860万 人以上

4573万 人 (参 考値)     1       5850万 人 6013万 人

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどのよ
うな動きになっているか分析。

Oベースライン値と直近実績値では、調査票の質問内容が異なるため、これらを比較することほ困難であるご
○中間評価から直近実績値にかけては増加傾向にある。

(2)デ ータ等分 析上の課題

調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分 析材料等 )がある場合、記藪。

○健診受診者数で評価するよりも、健診受診率(諷 ‐

(3)そ の他データ分析 に係るコメント

O直近の受診手でみると、性別では男性が女性より高く、男性では40歳代及び50歳代
代で60%前後であり、他の年齢階級に比べその割合が高い(図 7-1)。
○平成21年度特定健康診査実施率は、対象者数は約5,221万人、受診者数は約2,115万人であり、405%で あった(速報
値)。 平成20年度の受診率(389%)よ り高くなつている。

(4)最 終評優
‐最終値が 目標 に向けて、改善 したか 、悪化し

たか等を簡潔に記載 。

○目標値に達していないが改善傾向にある。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽 出
・最終評籠を踏まえ、今後強化・改善等すべき

ポイントを簡潔に記藪。

○男性では20歳代、女性では20～ 30歳 代で40%台と低い。女性ではやせ、男[では肥満が問題となる世代であり、その
指導・改善のために受診率の向上を図る必要がある。
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箱尿 病

目標項 目 :75糖 尿病検診受診後の事 後指導の推進 [受 けている人の割合 ]

目標値
策定時のベースライン値

(平成 9年糖尿病実 態調査 )

中間評価
(平 成 14年糖尿病実態調査 )

直近実績値
(平成 19年 国民健康・栄春調査 )

75a精尿 病検診における異常所見者の事後

指導受診率

(男 性 )10鰯
667% 742% 806%

75b糖尿病検診における異常所見者 の事後
指導受診率

(女 性 )100%
794%

コメント

(1)直近実 績値に係るデータ分析
・直近実績 値がベースライン値に対してどのよ

うな勁きになっているか分析 .

O男性では有意に増加した(片側P値 <0001)。
○女性では有意な変化はみられなかった (片側P値 =0095)。

(2)データ等分析 上の課題
・調査 ‐分析 をする上での課 題 (目査手 段 、方
法、分析材 料等 )がある場合、記載。

(3)そ の他 データ分析に係るコメント

0事後指導受診ありとは、「糖尿病教室を受けた」、「糖尿病のパンフL/'卜 をもらつた」、「医療機関を受診するようにいわ
れた」の3つのうち、どれかを選択した者である。
O策定時の性・年齢構成で調整した、男性の中間評価および直近実績値は、それぞれ720%、 788%で ある。
O策定時の性・年齢構成で調整した、女性の中間評価および直近実績値は、それぞれ748%、 779%である。
030代男性の直近実績値は6割弱にとどまっている(図 7-2)。
O策定時、男性の事後指導の受診率は女性より低かったが、直近実績値は男女とも概ね8割程度にととまっている。

(4)最終評 価
・最終値が 目糧に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡 潔に配餞。

Э男性は目標に向けて改善しており、女性は変わらないが、共に80%前後の高
′ヽ割合にある。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記最 .

○事後指導の内容はいずれもハードルが高いものではなく、異常所見者の事後指導100%は必須である。
030代 男性の肥満者(BMI≧ 25)の割合は右肩上がりで増加し、2007年 は約35%である。健康対策の強化が必要。
○事後指導として、特定保健指導 (積極的支援、動機づけ支援)を利用した人の人数も提示されるとよい。

フ 鶴尿病

目標項 目 :76糖 尿病有病者の減少 (推 計 )

目極値
策定時 のベースライン値

(平 成 9年層尿病実嵯ヨ杏 ) m4繰 態詢  |(勁 9凛 養調〕

76a糖尿病有病者数 1.000万 人 690万 人 淫器吾炎)  |  (拙 吾炎)

括弧内の数値は策定時の性 年齢構成で調整した値

コメント

(1)直近実績 値に係るデータ分析
・直 近実 績 値がベースライン値に対してどのよ
うな動きになっているか分析.

0有意に増加したが(片側P値くd6ol)、 日標値を有意に下回つた。

(2)デ ータ等 分析上の課題
・調査 ‐分 析をする上での課題 (調査手段 、方
法 .分析材料 等 )がある場合、配載。

○策定時のベースライン1直は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能である。

3)その他データ分析に係るコメント

O糟尿病予備群を含めた有病者数、有病率は増加した。
0年齢調整糖尿病有病者数 (糖尿病が強く疑われる人)に は、増加はみられなかった。
〇年齢調整糖尿病有病率 (糖尿病が強く疑われる人)には、増加はみられなかった。
O策定時、中間評価、直近値の性・年齢調整後の糖尿病有病率は、それぞれ82%、 79%、 88%で、変化はなかった。
O糖尿病有病率について、性・年齢階級別にみると、男性の60歳 代及び70歳 以上、女性の60歳代では増加したが、女性
の20歳代、30歳代、40歳代及び70歳 以上では減少した (図 7-3)。
〇年齢調整 (高齢化を補正)すると糖尿病有病者数の増加は認められなかったことから、糖尿病有病者数増加の理由の
一つとして加齢の影響が考えられた。

ξ舅撃:1会ダ
設定されたが提亀ど1懲錦題机響結鷹誘剰 磯霧ミ鶴建f橋13ダ

(4)最終 評 籠

最́ 疼値が 目幅に向けて、改善したか、悪 化し
たか等を簡潔に記載。

○目標値に達した。ただし、この10年間に年齢調整有病者数・有病率が改善し
たわけではない。

A

(5)今後の課 題及び対策の抽出
・最終評 目を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡 潔に記載。

○高齢者における糖尿病有病者数・有病率の増加が懸念され、この年齢層に対する糖尿病予防対策強化が必要であ
る。
○また、糖尿病の発見率、治療率、コントロール率の改善を目指したハイリスク対策を強化し、透析・失明などの合併症
発症の予防を進める必要がある。
○特定健診データで、HbAlcの 状況が把握できる。今後、

勇ふミ ξお1曇f蓼芸僧Lモぞ貿f鷲認量23指
標にすると

よい。また特定健診で糖尿病と判定される者(HbAlc≧ 61%

０
０

７
１



糖尿病

目標項 目 :7フ 糖尿病有病者の治療の経続 治療継続 している人の割合 ]

目標値
伴 成 9年糖尿病実進輩 )  1   呼 劇

“

義ど月習望態調ω
直近実績値

(平成 19年国民健康・栄養調査 )

77a糖尿病有病者の治療の継続率 100% 450%        1       506% 557%

コメント

(1)直 近 実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値に対 してどのよ
うな動きになっているか分析。

Э有意 に増加した (片側P値 =0001)

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調査 手段 、方
法、分析 材料等 )がある場合、記麟。

0策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能である。

3)その 他データ分析に係るコメント

O健診データでHbAlc>65%な のに受診していない人の割合、人数を補足的に確認するとよい

(4)最 終 評薔

最終値 が 目標に向けて、改善したか 、悪化し
Lか等を簡潔に記載。

Э目標値に向かつて改善した。

B

(5)今 後 の課題及び対策の抽 出
・最終評 饉を踏まえ、今後強化・改善 等すべき
ポイントを簡潔に記載。

Э治療中断者の内容を、年齢、性、血糖コントロール不良者男1に見ることが必要である(糖尿病合併症阻上のための血
糖コントロールの到達目標はHbAlc<65%、 治療上、何らかのアクションをおこすべき値はHbAlc>8%で ある)。

ЭHbAlc別の治療継続率を検討することは、糖尿病合併症の阻上につながる。

7■ 尿病

ヨ標項 目 :78糖 尿病合併症の減 少

目楳値 策定時のベースライン値 中間評価 直近実績値

[合 併症を発住した人の数]
(1998年「我が日の慢性透析癒法の現況」

(日 本透析医学会 ))

(2004年「我が目の慢性透析療法の現ヨJ

(日 本透析医学会))

(2009年 r議 が日の慣性透析疲法の現況 J

(日 本透新医学会))

78a糖尿病性腎症 11,700人 10729ンに 13,920人 16.414人

[合併症を有する人の数] (1988年 r視覚諄書の疾痢調査研究 1) (平 成20年度社会福社行政 業務報告 )

78b失 明 ― 約3.000人 2221人

(1)直 近 実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどのよ

うな動きになっているか分析。

Э橋尿病性腎症により新規に透析が導入された人の数は、ベースライン1直 10,729人に対し、直近実績値では5,685人増
加している。
O失 明者の数については、ベースライン値と直近実績値で調査が異なるため、これらを比較することは困難である。

(2)デー タ等分析上の課題
・調査・分 析をする上での課題 (調 査手段 、方
法、分析材料等 )がある場合、記餃。

○透析導入時の患者数に影響する可能性がある状況 (よ り軽症での導入、高齢者への導入など)

(3)その他データ分析に係るコメント

O糖尿病により透析の導入となった者の数は、1997年から2007年にかけて増加傾向を示した。
O全透析導入患者数のうち糖尿病患者が占める割合は長年増加傾向にあったが、2008年 以降は鈍化傾向にある。
○糖尿病により視覚障害となった者は、ベースライン値に比して、減少傾向の可能性がある(参考:2679人 (平成18年度
社会福祉行政業務報告))。

O糖尿病を主原因として、年間2000人 以上が新規に視覚障害となっている。
O指標の目安として示された糖尿病性腎症により新規に透析が導入された人の数については、日標を超えて悪くなった
が、2008年 からは増加に歯止めがかかりつつある。

(4)最 終 評領
・最終値が 目極に向けて、改善したか 、悪化し

たか等を簡潔に記戴 .

Э悪くなつている。

D

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評薔を踏まえ、今後強化・改善等すべ き
ポイントを簡潔に記載。

O腎症については、特定健診で:血糖高値かつ尿蛋白陽性」者数 (率 )を 把握することが可能である。尿蛋白陽性者にお
ける血糖区分、血圧区分などを確認すると、腎症対策の進捗状況が把握できるのではないか。
○眼科では、硝子体手術または光凝固術などの件数が把握できるため、糖尿病有病者に対して、定期的な眼科受診の
有無を調査するとよい。
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再掲 )目 標項 目 :フ 9メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群 )を 認知している国民の割 合の増加

策定時のベースライン値 (平成21年 食

15320歳 以上 80%以 上

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値 に対してどのよ

うな動きになっているか分析.

の773%から平成21年度は927%と 、1

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段 .方

、分析材料等)がある場合、配菫 .

(3)その他データ分析に係るコメント

シンドロームの予防や改善のた
ている国民の割合の増加」が目標として追加された(現状値:415%→目標値:50%以上)。

(4)最終評価
‐最終値が 目視に向けて、改善したか 、悪化 し

たか等を簡潔に記襲。

(5)今後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき

ポイントを簡まに記載。

フ 穂尿病

目繹項 目 :710メ タポリックシンドローム (内腱脂肪症候群)の 該当者・予贅群の減少 [メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の 該 当者・予備群の減少 (40～ 74歳 )]

日
=値

策定時のベースライン壺
(平 成 16年目民健康 探 委口査 )

中
「

1評●
(なし)

壼近実饉●
(全 口臨o贅 適工化計画の■

'状
況に

関する評● (■ 口

"●
))

(平成 2!年 度口 民■庫 ‐栞 墨調査 )

710a該当者 予億群 (男性 )

平成24年 10%以上の減少 (対 平成20年 )

平成27年 25%以 上の減少 (対平成20年 )

1.400万 人 (参考値 )
約420万人 38%(特定 l■ 診受診者のうち実数 )

1470万人

該当者 予備群 (女性 )

平成24年 10%以上の減少 (対 平成20年 )

平成27年 25%以 上の減少 (対 平成20年 )

560万 人(参考値 )
約122万 人 13%(特 定健診受診者のうち実数 )

530万 人

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどのよ

うな動きになっているか分析。

D男 性は国民健康・栄養調査によると
Э女性は国民健康・栄養調査によると
Э男性は国民健康・栄養調査によると
Э女性は国民健康・栄養調査によると

有意に増加した (片側Pl直 =0019)。
有意な変化はみられなかつた (片側P値 =032)。

年露弱墨した鱚繁暑暑な菱牝憲λ:究なな:た精棚:橿
=脇

|:

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調 査 手段 、方

法、分析材料等)がある場合、記競。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

Э特定健康診査受診者中の割合は、平成20年度(268%)で 、平成21年 (267%)で ありf現在のところ大きな変化はみられ
ない。
Э平成21年度の速報値によれば、メタボリックシンドローム該当もしくは予備群は約576万 人となっている。
Э国民健康・栄養調査からメタボリックシンドロームの該当者・予備群の者の割合について、男女卵jにみると、直近値で
ま男性で535%、 女性では184%で ある。
Э国民健康・栄養調査によるメタボリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2、ooo万 人前後で推移してい
る。
Э男性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

(4)最終評百
・最饗値が 目標に向けて、改善したか 、悪化 し

たか等を簡潔に記藪。

D男女とも変わらなし

C

(5)今後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき

ポイントを簡潔に記載。
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フ 糖尿病

目標項 目 : 11メタポ リックシンドローム (内臓脂肪症 候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

安
値
日

標
の

目
緯指 策定時のベースライン値 中間評薔

直近実績値
(平 成20年度特定健康診査・特定保健指導の

“

威
"年

度特奎亀盤透藁ま犠 離 牌 の
実施状況 (速報値))

[特定健康診査の実施率 ]

7 1la健診実施率
平成24年 70% 平成2フ年 80%

389%(平 成20年度 )

405%(平 成21年度速報値 )

〔特定保健指導の実施率 ]

7 1lb保健指導実施率
平成24年 45% 平成 2フ 年 60%

フフ%(平成20年度 )

130%(平 成21年度速報値 )

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値に対してどのよ

うな動きになっているか分析。

D平成21年度の速報値によれば、特定健康診査実施率は405%、 特定保健指導の実施率は130%と、平成20年度の値よ
り改善しているが、平成20年度からはじまった制度であり、平成20年度と平成21年度 (速報値)のみのデータであるため、
変化の分析は困難。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査 分ヽ析をする上での課題 (調査手段、方
法 、分析材料等 )がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○平成20年度の特定健康診査の実施率について性・年齢階級別にみると、男性では40歳代では50%を 超え、60歳 以上で
は30%台 にとどまっており、女性ではいずれの年代でも30%台であった。また、男性(431%)の 実施率は女性 (348%)に 比
べて高かつた。
○平成20年度の特定保健指導の実施率について性・年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳で、女性では40～ 50歳代
で10%以下であつた。また、女性(94%)の 実施率は男性 (71%)に 比べて高かつた。

(4)最終 評伍
・最終値が日根に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

Э評価不能。

E

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評領を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ボイントを簡潔に記戦。
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8循 環器病

(再掲 )目 標項 目 :81 食塩授取量の減少 [1日 当たりの平均摂取量]

日
=値 認 撃奮戻粂贅罫畠     |   (平成16年ξ昌3思栄養調査)

直近実績値
(平 成 21年国民健康 ‐栄養調査 )

13a成人 10g未満 135g 107g

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

0有恵に鳳 少した (片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記戦。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O男性より女性で低く、女性では99gま で減少。
O男女ともいずれの年代でも減少している。

8詈鯖磁紀臨鋼l諦葛戴Li尉誰鵠雛1器な
。

(4)最終評 価
・最 終 値 が 目様 に 向けて、改善 したか 、悪 化

したか 等を簡潔 に記重 。
(B)

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終 評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記最。

♀鯰 撃螺 群 菫棚 詔鷹 Я蒻 麻 踊 野 F覇 罰 輛

8書言]誕劃易去皇阜据r罫儒2誂メ1112設騰 墨需櫂麟 :ぢ誦亀鵠価など、より離
○食事摂取基準の改定に合わせて、食塩摂取量の目標値も修正が必要である。

8衝 環 器病

目標項 目:82カ リウム摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量 ]

目檬ロ 認 撃合麗粂鶴      |   (平成16年』留言二榮養口査)

直近実績饉
(平成 21年国民健康‐栄養 EH査 )

〕2a 成人 35g以上

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか、分析。

0有意に減少した (片 側P値 <0001)

(2)デ ータ等分析上の課題
‐調査・分析をする上での課題(調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合、記五。

○食品成分表が平成9年には4訂、平成16、 21年 には5訂を用いており、正確な比較は妊LLN

:3)そ の他データ分析に係るコメント

0策足時と比較して、男女それぞれ低下している。                    ~~~~~~

8璃饒鵬離玉混争錦凱箇鸞管廣戴鰍鍋翻蹴,図
8-つ。

○直近の摂取量は年齢が若いほど低い傾向にあり、20歳代では男性21g、 女性18gと 最も低い。

ぼ論 Q島両i獣臨 電雫潜習だ贅ξ番観二『顎ゴ詈電i早彗変詈地 甲
階級で

(4)最終評価
‐最 終 値 が 目標 に向けて、改善したか 、悪 化

したか 等を簡潔 に記藪 。

D悪くなつている。

D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載.

0カ リウム操取量は目標を大きく下回つてさらに低下しており、国民の血圧上昇への影響が懸念される。主要な
摂取源である野菜と果物の摂取量増加のための対策を強化すべきである。
○野菜・果物摂取量の増加はまた、循環器疾患予防、がん予防にも効果があるため、重要な対策である。
○カリウム摂取量は若い世代ほど低い傾向にあり、小児期からの食育等による普及啓発が必要である。
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循環 器病

(再掲)目 標項 目:83威 人の肥清者の減少
適正体 重を維持している人の増加 [肥満者等の割合](児童・生徒の肥満児 :日 比式による標準体重の20%以上、肥満者
BMI(Body Mass hdex):体 重 (kg)/[身長 (m)]2)

BMIが 25以 上の者、やせ :BMい 1`85未満の者、

目標饉
策定時のベースライン値
(平成9年国民栄養調査 )

中同評ロ
(平成 16年国民健康 揆 春調査 )

直近実績値
(平 成 21年国民健康・栄養調 査 )

1 la児童・生徒の肥満児 7%以 下 10フ % 102% 92%

1lb 20歳代女性のやせの者 15%以 下 223%

1lo 20～ 60歳代男性の肥満者 15%以下

1ld 40～ 60歳代女性の肥満者 20%以下 252% 246% 218%

コメント

(1)直近 実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値に対してどの
ような動 きになっているか分析。

O児童・生徒の肥洒児の割合に有意な変化はみられなかった(片側P値 =010)。
020歳代女性のやせの割合に有意な変化はみられなかった(片側P値 =026)。
02b～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加した(片側P値 <0001)。
040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)デー タ等分析上の課題
・ヨ査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記戯。

(3)その 他データ分析に係るコメント
020～ 60歳代男性の肥満者の割合は目標に対して悪化したが、平成12年 以降の肥満
それ以前の5年間に比べ鈍化している。

(4)最終 評価
・最終値 が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡剰 こ記政。

(C)

(5)今 後 の課題及び対策の抽出
・最終評 傾を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイン トを簡潔に記載。

υE綱●ψ副●l― ンい 1ヽ■・千ロロlrr叡 ヵul_‐oこ、月息に喧/Juし にぃo clJほ 30～ OU威 4t男性であり、特に平成21
年の肥満者の割合を10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳 代男性の増加割合が最も大きいため、20歳代
から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
○都道府県別の肥満者の割合をみると地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取り組みが必要である。

8循 環器病

(再掲)目 榎項 目:84 運動習慣者 の増加 匡 勁習慣者の割合](運動習慣者 :1回30分 以上の運動を、週2回 以上実施し、1年以上持続している人 )

日
=値

策定時のベースライン笹
(平成9年国民榮委調査 )

中同辞●
(平 成16年国民健康・栄養鯛査)

直近実績饉
(平 成 21年 口民健康 栄養 調査 )

男性 39%以上 286%

23b女性 35%以上 246% 258%

コメント

(1)直近 実績値に係るデータ分析
・直近実 績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

0灰人男性、女性とも年齢調整を行つた場合(男性:中間評価278%、 直近値297%。 女性 :中 間評価西面ぼ画面面
242%)、 有意な変化はみられなかつた(成人男性:片側P値 =026、 成人女性:片側P値 =045)。
O性 1年齢階級別にみると、60歳代男性及び60歳以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性では
有意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた。

(2)デー タ等分析 上の課題
・調査・分 析をす る上での課題 (調査 手 段 、方

法、分析 材料 等 )が ある場合 、記載 。

(3)その他データ分析に係るコメント

0年齢階級によってベースライン値やその後の変化が異なるため、この10年 間の調査対象の高齢者の増加と年
代別の変化の違いを勘案する必要があると考え、年齢調整を行つたところへ男性、女性とも運動習慣者の増加は
見られなかった。

(4)最終 評価
・最終値 が目標に向けて、改善したか、悪化

したか等を筒潔に記戦。
(C)

(5)今後 の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記襲。

[勤雉∬⑫墨咀翠[ン鱚襲][

纂光瘍萱」R芦堺占F皇籍瑞y理こ驚1馳勁鰊轟i竃

020歳から60歳 までの若者や働き盛り世代に対する運動啓発が必要。

麓?翁雙尋鍮 搬る!よ 7デを運動とl衰看京優層ス菫ち雛 鴨躊 9,F瓢阜3

Ｅ
Ｕ

０
０



8循 環 器病

項 目:85高 血圧の改善 (推計)参 考

目標 値
策定時のベースライン値

(平成10年 国 民栄養調査 )

中同評優
(平 成 16年国民腱自・栄養調査 )

直近実績饉
(平成21年国民健康・栄姜調査 )

85a平 均最大血圧 男性 (15歳 以上 ) 132 7mmHg 131 5mmHg 131フ mmHg

85a平 均最 大血 圧 女性 (15歳 以上 ) 126 2mmHg 125 0mmHg 1233mmHg

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか、分析。

D男 性 (15歳 以上,(皿 圧降下剤服用看除外)は有意な変化はみられなかつた (片側P値 =0098)。
Э女性 (15歳 以上)(血 圧降下剤服用者除外)は低下した (片側P値く0001)。

(2)データ等分析上の課題
‐調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記,。

○国民健康・栄養調査対象者の年齢構成が若干高齢化しているため、年齢階級別の推移および年齢調整平均
値の推移で評価すべきである。また、15歳以上ではなく、20歳以上の成人の血圧値を評価すべきである。
O高齢者を中心に血圧降下剤服用者がかなり多い。薬物治療による血圧コントロールも予防対策の一部であり、
血圧降下剤服用者を含む平均値を用いて国民の血圧の推移を評価すべきである。
O血圧値140/90mmHg以上または血圧降下剤服用者を高血圧有病者とした有病率 (年齢階級別、年齢調整有病
率)も評価すべきである。

(3)その他データ分析に係るコメント

0男性 (20歳 以上)の平均推計最大血圧 (年齢調整平均値)は 、ベースライン値で136 5mmHg、 中間評価で
1341mmHg、 直近実績値で133 1mmHgで ある。
O女性 (20歳 以上)の平均推計最大血圧 (年齢調整平均値)は 、ベースライン値で131 7mmHg、 中間評価で
1283mmHg、 直近実績値で125 5mmHgで ある。
O血圧降下剤服用者を含む20歳以上成人の最大血圧平均値は、ベースライン値と比べて男女とも全ての年齢階
級で低下傾向にある。また年齢調整平均値も男性で34mmHg、 女性で6 2mmHg低 下している。ただし、男性の血
圧低下は中間評価以後変わつていない(図 8-3)。
020歳 以上成人の高血圧有病率で見ると、年齢調整有病率はベースライン1直と比較して男性は33ポイント、女
性では78ポイント1氏 下した。年齢階級別に見ても全体に低下傾向であるが、70歳 以上男性では上昇した。また、
男性の年齢調整有病率は中間評価以後変わつていない(図 8-4)。

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか 、悪化

したか等を簡潔に記政。

○男性、女性とも改善した。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡深に記載。

O国民の血F■ lELお よび高血圧有病率は低下傾同にあるものの、高齢看を中心に高血圧有病率は依然として高
く、国民全体での高血圧予防対策をさらに強化する必要がある。
○国民全体の血圧レベルイ圧下のためのポピュレーション対策(減塩、肥満、野菜果物摂取、身体活動、適正飲
酒)をさらに推進する必要がある。
○高血圧者の発見率、治療率、および、治療されている人のコントロール率改善のための対策も必要である。
O今後肥満の増加に伴う血圧の悪化が危惧される。血圧に影響する要因の変化を明らかにしていく必要がある。
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循環器病

(再掲 )日 標項 目:86た ばこ対策の充実

喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知っている人の割合 ]

日擦値
策定時のベースライン値

(平成 10年度喫煙と健康問題に関する実饉調査 )

中間評■
(平成 15年目屁健康・栄蓄調査】

直近実績値
(平成20年国民健康 ‐栄碁

"書
)

41d心臓病 100% 405% 458% 507%

:le脳卒 中 100% 351% 509%

未 成年者 の喫煙をなくす [喫煙 している人の割 合 ]

目標値
策定時のベースライン値

(平成8年度来成年者の喫煙行動に関する (平成16年度未威年者の喫煙及び
菫近実績恒

(平成 22年度未成年者 の喫煙 及び
飲酒行動に関する全 国調査 )

42a男 性 (中 学 1年 )0%

42b男性 (高校 3年 )0% 369% 217% 86%

42c女性 (中学 1年)0% 38%

12d女 性 (高校 3年 ) 156% 97%

公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 [分 煙を実施している割合]

(分煙の徹底 :公 共の場や職場における喫煙場所の設置等 .効果の高い分煙 :受動喫煙の害を極力排除し得る分煙方法 )

日標値 策定時のベースライン値 中間諄● 直近実績饉 (参考 値 )

〔分煙を実施している割合]
(平成 12年 地方 自治体庁舎等における

彙煙‐分煙の実施状況膀査 )

(平成 16年地方 自治体庁舎等における
彙煙・分煙 の実施状況調査 )

(平 成22年 度厚生労働科学研究 大和班 )

3a公共の場 100% 融警呻師

都

政

市

保

894%
959%
507%
955%

都道府県 100%

政令市等 100%

市 町 村 897%
保 健 所 100%

・47都道府県中23が本庁舎内建物内禁煙 (約
49%)
・46都道府県庁所在市及び5指 定都市中10が
本庁舎内建物内禁煙 (約 20%)
・東京23区 中1が本庁舎内禁煙 (約 40/3)

[分煙を実施している割 合 ] (平成9年労働者健康状況調査 ) (平成 14年労働者健康状況調査 ) (平 成 19年労働者健康状況調査 )

3b職場 100%
403%

(477%(喫煙対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫 煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫煙対策に取り組んでいる))

[知つている人の割合 ] (平 成 17年分煙の知庫に目する全国調査 ) (平 成22年度厚生労働科学 研究 尾崎班 )

43c効 果の高い分煙に関する知識の普及
100%

(換気扇のある喫煙室も正解とした場合 )

(建物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774%
男性 340%

性

性

女

女
男性 809% 女性 840%
男性 410% 女性 430%

書煙支援プログラムの普及 [禁 煙支援プログラムが提供されている市町村の割合](禁煙支援プログラム :個人の禁煙を支援するための個別保健指導等)

日檬値
策定時のベースライン饉

(平成13年度j● 嬌保健‐老人保IL事 業薔告 )

中同辞 ●
(平 成 15年度地域 保 ll・ 老人保健事業●告 )

直近実績饉
(平 成20年度地域保建 ‐健康増進事象報告 )

4a全国 100%
329%

(278%(禁煙指導が行われた市町村の割合 ))

397%
(322%(禁煙指導が行われた市町村の割合)) (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合))

臭煙をやめたい人がやめる 参考

目標値 (指標 ) 策定時のベースライン値 中同諄 ● 直近実績世

喫煙率

(平成 :6年口 民健康採 養調査 ) (平 成 21年国民健康・栄養調査 )

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女性 109%

禁煙希望者の割合

(平成 15年目民掟康揉 養調査 ) (平 成21年国民掟康・栄姜調査 )

男性 246% 男性 317%

女性 327% 女性 416%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか、分析。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他 デー タ分析に係るコメント

)LS風病・脳卒中と喫煙の関係についての知識は向上したものの、未だに約半数にとどまっている。
Э男性の喫煙率は減少しているが、女性の喫煙率は変わらない。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記藪。

(B)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記鼓。

Э喫煙による心臓病・脳卒中のリスク上昇についてさらに国民に知識を普及する必要がある。
0飲食店を含む公共の場の分煙化・禁煙化を進め、受動喫煙防止を徹底する必要がある。
0ベースライン値を含めた喫煙率の推移を性・年齢階級別に詳しく分析する必要がある。
0公共の場等の分煙については、飲食店、宿泊施設等も含めて評価するのが望ましい。
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3循 環器病

目標項 目:87 高脂血症の減少 [高脂血症の人の割合](高 脂血症者 :血清総コレステロール値240mg/dl以 上の者 )

日標値
策定時のベースライン饉
(平成 9年国民栄薔調査 )

中間詳籠
(平成 16年 日民健康‐栄養調査 )

直近実績値
(平 成21年 国民健康 ‐栄養調査 )

男性 52%以 下 105% 104%

女性 87%以 下 178%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対 してどの

ような動きになつているか、分析。

0男性は有恵な変化はみられなかつた (片側P値=0469)                   ~~
○女性は有意な変化はみられなかった (片側P値=0067)
O男性の高脂血症の年齢調整有病率は中間評価で181%、 直近実績値で172%である(ともに服薬者含む )。

O女性の高脂血症の年齢調整有病率は中間評価で238%、 直近実績値で245%である(ともに服薬者含む)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
法 分ヽ析材料等)がある場合、記重 。

!:襲重  彬赳付 F蟹
撃揚『型諸鼈鼈

斃 :iテ
ロール平均値の推移は、投薬治療の効果を含む国民の総コレステロール値の変化として解釈すべ

(3)そ の他 データ分析 に係るコメン ト

寝層を3£黒昴 モ脱 (鶴望腎「

齢調整Dはベースライン値でЮ86mノよ 自爾 爾 繭 而 画 面 腰

離 を2ζ黒昴 モ星I儡 宝腎 P調
整Dはベースライン値で2052mノd、 中間評価で四53mg/J、 直近実

簑督繁鷲1°
。しかし1ク准榜喜理緊[籍敵 奪葛涅胃富臭糎I脈靱塊生詭棚

景ね 、Ntte響:翻
臨〕箕11醜i意t麟卍記腺諸愉庸騨塩

呈経蒼恵亀烹多:鰈
人の総コレステロールの年齢調整平均値は、策定時と比べて、男性では変わらず、

(4)最終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記重。

Э服栗者を含めた有病率は策定時に比べて男女とも悪化した可能性が高
′ヽが、服薬者を含む国民全体の総コレステロール平均値 (年齢調整平均
直)は 男性では変わらず、女性では低下しており、全体としては変わらな C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記戦。

男女とも50歳 以上で有病率の悪化傾向が見られ、特に
症予防対策の強化が必要である。

。`中年

:暑 ]堡:量:書ll鵬轟儡蜃 素癬躙雛紺絵品栄

窪i響  ゝ     型Ъ鷲扉肇晟幾葬儒暑憲場
である。またJttHDLコレステロール血

2暴恩曇雇]看
テ
7~ル

血症の疾患リスク、治療の必要性、食生活の修正ポイントについての正しい知識の普

ステロール

０
０

０
０



3爾 環 轟 病

再掲)目標項 目:88糖 尿病有病者の減少 推計 )

日標値
策定時0ベースライン値

(平 成9年糖尿病実態調査 )

中間評●
(平成 14年糖尿病実態調査 )

直近実績値
(平 成 19年国民健康・栄姜調書 )

76a糖 尿病有病者数 1,000万 人 690万 人

740万 人

(650万 人 )

890万 人

(740万人 )

括弧内の数値は策定時の性・年齢構成で調整した値
コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
‐直近実績値力くベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

〇有意に増加したが(片側P値 <0001)、 目標値を下回つた。

(2)データ等分析 上の課 題
・調 査・分析をす る上 での 課題 (調 査手段 、方

法、分析材料等 )が ある場 合、記載 。

0策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能で
ある。

(3)その他データ分析 に係 るコメント

0楯尿病予備群を含めた有病者数、有病率は増加した。                     ~~~

2言雰翌言配 撃脂島楊鬱暮ぶ亀婚
『 属長

病者数の増加は認められなかったことから、糖尿病有病者数増加の

島ば蝙奏:T[摯餅肺
孵λ(0磐盾』聾震繰馴翼月導驚橋撃雙鷲識努試亀

0年齢調整糖尿病有病者数(糖尿病が強く疑われる人)に は、増加はみられなかった。
〇年齢調整糖尿病有病率 (糖尿病が強く疑われる人)には、増加はみられなかった。
O策定時、中間評価、直近値の性・年齢調整後の糖尿病有病率は、それぞれ82%、 79%、 88%で、変化はなかっ
た。

宴檀5月凛罵副 L鯖譜剛甜鮒摺
0歳代及びЮ歳代、女性960M代●増加したが、

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記較。

(A)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記戴。

呈雇読 :こ

おける糖尿病有病者数・有病率の増加が唇念され、この年齢層に対する糖尿病予防対策強化が必

8葎塩嘉聾易靡野♂
j暫

腎鵬 :Z:口
~ル率の改善を目指したハイリスク対策を強化し、透析・失明などの

錆 譜 詔II籍 膠 舗 霧 鑑 期 憑 Я魚 吉 ど見蕩 緊 概 斃 婆 囮 凩 陳 響 IF

循環器 病

(再 掲 )目 標項 目:89飲 酒対策の充実

多量に飲酒する人の減少 [多 量に飲酒する人の割合](多 量に飲酒する人=1日 平均純アルコール約60gを 超えて任取する人 )

日標値
策定時のベースラインロ

(平成B年度健康づくりに関する
=責

調査 )

中間絆薔
(平成 16年国民健康 彙養 調査 )

直近実績饉
(平 成 21年国民健康 ‐集養調査 )

1 男性 32%以下 54%

女性 02%以下 07% 04%

ヽ成年者の飲酒をなくす [飲 酒している人の割合]

目撻値
策定時のベースライン値

(平成3年度未咸年者の飲酒行動に日する

全国
"査

)

中国澪●
(平 成 16年度未咸年者の喫煙及び

飲酒行勤に回する全国調査 )

直近実績値
(平 成 22年度未咸年者の喫煙及び

歓洒行動に目する全口調査 )

,2a男 性 (中 学 3年)0% 260%

,2b男 性 (高 校 3年)0% 384% 210%

'2c女
性 (中 学 3年 ) 147%

,2d女 性 (高 校 3年)0% 361%

節度のある適度な飲酒Jの知識の普及 [知 っている人の割合](節 度ある適度な飲酒 :1日 平均純アルコールで約20日程度の飲酒 )

目編健
策定時のベースライン値
(平 成i3年 国民栄養調査 )

中間澤●
(平 成 15年 国民健康・栄養 In査 )

直近実績値
(平 成20年国民健康 採 養調査 )

,3a男 性 100% 503% 547%

'3b女
性 ,00% 486%

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになつているか、分析。

(2)データ等分 析上 の課 題

]査 ・分 析をす る上での課題 (調査手 段 、方

法、分析材 料等 )が ある場 合 、記重 。

(3)その他データ分 析 に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔 に記輸 .

(C)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを商潔に記載。

ｎ
Ｊ

０
０



8循 環器病

目標項 目:810 健康診断を受ける人の増加 [検診受診者の数 ]

目標値
∈ 威 9年健麿黒 陥 コ 撃 義 実態調∋ | (平 粛 s年薔哩垂塁 基礎調コ

直近実績値
(平 成 19年国民生活基礎調査 )

,10a全国数 6.860万 人以上 4,573万人        1       5,850万 人 6013万 人

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか、分析。

Эベースライン値と直近実績l■Lでは、調査票の質問内容が異なるため、これらを比較することは困難である。
Э中間評価から直近実績値にかけては増加傾向にある。

(2)データ等分析上の課題
・調査‐分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記戦。

υ促診受診看数で評価するよりも、促診受診率 (性別・年齢階級yll)で の評価が望ましい。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

鐸務務 鰹轟j驚彎鮮 ど爵罰]欝翠説議£薔酪
より増加した可能性がある。しか師

Эどの年齢階級でも男性の受診率が女性より高い傾向にある。
Э20歳代、30歳代の健診受診率がほかの年齢階級よりも低い。
Э国民生活基礎調査の健診受診率 (男 女計)は 、平成10年 :619%、 平成16年 :604%、 平成19年 :615%、 平成22
年:643%で ある。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したが等を簡潔に配襲。

Э改善したと思われるが、日標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最 終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

0健診受診看平向上のため、特定健診を含む各種健診の受診率向上の対策を進める必要がある。    ~~
O女性および20歳代、30歳代の健診受診率向上の対策が必要である。
O健診受診率を新たな目標値として設定し、国民生活基礎調査、特定健診ナショナルデータベース等、質の高し
コ民代表データによるモニタリングを行う必要がある。                     ・

循環 番病

目標項 目:811 生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推 計 )

日標値
策定時のベースライン値
(平 成 10年人口動

"餃
計 )

中同 諄●
(平成 16年人 口動態崚計 )

直近実績値
(平 成21年人口動●磁計 )

脳卒中死亡率 (人 口10万対)全 体 972

脳卒中死亡率 (人 口10万対)男 性 967

脳卒中死亡率 (人 口10万対)女 性 1131 1045 978

腿卒中死亡数 全体 13万 7819人 12万 9,055人 12万 2350人

脳卒中死亡数 男性 6万 5,529人 6万 1547人 5万9293人

悩卒中死亡数 女性 フ万 2,290人 6万 7508人 6万 3.057人

虚血性心疾患死亡率 (人 口10万対)全 体 572

虚血性心疾患死亡率 (人 口10万 対)男 性

虚血性心疾患死亡率 (人 口10万 対)女性

主血性心疾患死亡数 全体 7万 1,678人 7万 1285人 フ万5,481人

釜血性心疾患死亡数 男性 3万 8566人 3万 9.014人 4万 1795人

釜血性心疾患死亡数 女性 3万 3● 2人 3万 2271人 3万 3686人

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか、分析。

○脳卒中の粗死亡率および死亡数は減少 (改善)傾向である。
O虚血性心疾患の粗死亡および死亡数はほぼ横ばいか、僅かに増加(悪化)傾 向にある。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (目査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記重。

○粗死亡平および死亡数は人口の高齢化の影響を受けるので、人口高齢化の影響が除かれた年齢調整死亡率
を用いて評価すべきである。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

:3「
多世言[[曇詈言II言童ぜ彗li:lliξミ、lI:き剰lilI言:il

O女性の虚血性心疾患年齢調整死亡率 (人 口10万対)は、策定時で242、 中間評価で182、 直近実績値で154で
ある。

8留誰謹彗鶴製鷲鵬鏑覇錦醍観盟踊砧踏ど」1町地盤璽鶴翼
。

36%低下 )。

(4)最終 評価
・最 終値が 目標 に向けて、改 善 したか 、悪 化
したか等を簡潔 に記載。

0人 口高齢イしの影響を除外すると、脳卒中および虚血性心疾患の死亡率
はともに改善している。

B

(5)今後の課題及び対策の抽 出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

9計
域の循環器疾思発症登録システムを整備し、脳卒中・虚血性心疾患の発■率の推移を観察する必要があ

Я驚 少

=覗

保易管扮 mf血
性心疾患の発症数の増力0、 これに伴う要介護者数の増加が予想さ

跡 罰響堰慾 盈倉F岨
脂質異拡 糖麻 喫側 こ対す繍 リスク対策 ポピュレーカ ン対策帷

自興重詈套罐 騒 織 事絲 饉 T霧 }て
いる。死亡率のみを用いた評価では不十分であり、循環器疾

ｎ
ｕ

ｎ
υ



B循環器病

(再掲 )日 標項 目 12メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加

目課饉 策定時のベースライン値       1         中間評●
直近実績饉

(平 成21年食書の現状と意識に関する世議調査

1:5a20歳以上 80%以 上 92フ%

コメント

(1)直近実績 値 に係るデータ分析

直近実 績 値がベースライン値 に対 してどの

ような動 きになっているか分析 。

○平成18年度の773%か ら平成21年 度は927%と 、154ポイント高くなつている。

(2)データ等分析上の課題
‐調査‐分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の 他データ分析に係るコメント

O第2次食育推進基本計画において、「メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運度等を継
続的に実践している国民の割合の増加」が日標として追加された(現状値:415%→ 目標値:50%以上)。

(4)最終評価
。最終値が 目棟に向けて、改善 したか 、悪 化
したか等を簡 潔に記鼓。

(A)

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記鼓。

8循 環器 病

(再掲)目 標項 目:813メ タポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の 該当者・予備群の減少 [メタポリックシンドローム (内 職脂肪症候群)の 該当者・予億群の減少(40～ 74歳 )]

目標値
策定時のベースライン値

(平 成16年 目民健康・栄養調査 )

中F・ 1詳●
(な し)

置近 実 ●値
(全国医藝贅●工4L計画o進,状況に目する

「
●(中国評●))

(平成 21年 度国 民健巨探 姜調査 )

710a該 当者・予備群 (男 性 )

平成24年 l Clk以上の減少 (対平成20年 )

平成27年 25%以 上の減少 (対平成20年 )

1400万人 (参考値 )
約420万 人 (特定健診受診者のうち38%)

1470万 人

710a該 当者・予備群 (女性 )

平成24年 10%以上の減少 (対平成20年 )

平成27年 25%以 上の減少 (対平成20年 )

560万 人 (参考値 )
約122万 人 (特定健診受診者のうち13%)

530万人

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

O男性は国民健康・栄養調査によると
O女性は国民健康・栄養調査によると
O男性は国民健康・栄養調査によると
O女性は国民健康・栄養調査によると

有意に増加した研 倶lPl直 =oO19)。
~~~~~―――――――――

有意な変化はみられなかった(片側P値 =032)。

年撃壽墨した鱚量:暮書な菱|:|ま身:先なぶ:た 1毎棚:橿

=::::|:

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記五。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

ヌ蠍
診査受診者中の割合は、平成20年度 (268%)で 、平成21年 (267%)で あり、

躯 稲 麒 衰蹴 黙 が
R襲 長事1[1まらlζ塀爆酎肥 躍 雉 晩 と植

鍋 辱婿
康・栄養調査によるメタボリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2.000万 人前後で推移

○男性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

(4)最終評価
・最終値が 目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を筒潔に記載。

(C)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評籠を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記致。

91



1循環器病

再掲)目標項 目:814メ タポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

日標値
指標の 目安

策定時のペースライン値 中間詳

“

直近実績値
(平 成 20年 度特定健康診査・特定 保健指導の

実施状況 )

(平 成 21年度特定健康診査・特定保健指導の
実施状況 (逮薔値 ))

[特定健康診査の実施率]

7 1la健診実施率
平成24年 70%平 成2フ 年 80%

389%(平 成20年度 )

405%(平 成21年度速報値 )

[特定保健指導の実施率 ]

7 1lb保健指導実施率
平成24年 45%平 成27年 60%

77%(平 成20年度)

130%(平成21年度速報値 )

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

○平成21年度の速報値によれば、特定健康診査実施率は405%:撃
履努鐸暫柵 鞘5誘賢器隼Eの値より改善しているが、平成20年度からはじまった制度であり、平成20年 1

夕であるため、変化の分析は困難。

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、■置 。

(3)その他データ分析に係るコメント

0平成20年度の特足健康診査の実施率について性。年齢階級別にみると、男性では40歳
歳以上では30%台 にとどまつており、女性ではいずれの年代でも30%台であった。また、男性(431%)の 実施率は女
性(348%)に 比べて高かつた。
O平成20年度の特定保健指導の実施率について性・年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳で、女性では40～
50歳 代で10%以下であつた。また、女性(94%)の実施率は男性(71%)に比べて高かつた。

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(E)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記戦。
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が ん

(再掲 )目 標項 目191た ばこ対策の充実

喫煙が 及ぼす健 康影響 についての十 分な知識 の普 及 [知 っている人の割 合 ]く 関連する目標値のみ記述 >

目編値
策定時のベースライン饉

(平成,0年度喫煙と健康問題に目する実態調査)

中n,饉
(平 成15年国民健康・栄養調査 )

直近実績 饉
(平成 20年国民健康・栄番調査 )

la肺がん 100% 845% 875% 8フ 5%

未成年者の喫煙をなくす [喫煙している人の割合 ]

日標値
策定時のベースライン饉

(平成時 度未戌 年者の喫煙行動に関する
中目諄輌

(平 成 16年度未戌年者の喫煙及び
飲洒行動に目する全国ヨ 姜 )

直近異籟饉
(平 成 22年度未成年者の喫煙及び

2a男性 (中 学 1年)0% 32%

42b男 性 (高校 3年 ) 369% 217%

12c女性 (中 学 1年 )0% 38%

12d女性 (高校 3年 )

公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 [分煙を実施している割合 ]

(分 煙の徹底 :公 共の場や職場における喫煙場所の設置等、効果の高い分煙 :受動喫煙の害を極力排除し得る分煙方法 )

日粽値 策定時のベースラインロ 中固諄籠 直近実績値 (参考値 )

〔分煙を実施している割合]
(平 成 12年 地方 自治体庁舎等における

景煙・分颯 の実施状ヨ調査 )

(平成

“
年地方自治体庁舎等における

禁煙・分煙の実施状況調査)
(平 成22年 度厚生労働科学研究 大和班 )

3a公共の場 100%

都道府 県 894%
政令市等 959%
市 町 村 507%
保 健 所 955%

都道府県 100%

政令市等 100%

市 町 村 897%
保 健 所 100%

恵 響=府

県中郎が本庁舎内建物峠 煙 的

・46都道府県庁所在市及び5指定都市中10が
本庁舎内建物内禁煙 (約 20%)
・東京23区中1が本庁舎内禁煙 (約 4%)

[分 煙を実施している割合 ] (平 成 9年労働者健康状況調査 ) (平成14年労働者健康状況調査 ) (平 成 19年 労働者健康状 況調査 )

3b職場 100%
403%

(477%(喫煙対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫煙対策に取り組んでいる)) 1755%(喫煙対策に取り組んでいる))

[知 つている人の割合] (平成 17年 分煙の知臓に関する全国憫査 ) (平 成22年 度厚生労働科学研究 尾崎班 )

:3c効果の高い分煙に関する知識の普及
100%

(換気扇のある喫煙室も正解とした場合 )

(建物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774% 女性 813“

男性 340% 女性 366%
男性 809% 女性 840%
男性 410% 女性 430%

禁煙支 援プログラムの普 及 [禁煙支 援プログラムが提 供されている市町村 の割合 ](禁煙支援プログラム :目人の禁煙を支援するための個別保健指導等 )

日
=値

策定時のベースライン饉
(平 成13年度地城保健・老人保健

=菫
“

告 )

中Fa r●
(平成15年度地域保健‐老人保健事業●告 )

直近実績笹
(平成20年 度 j●城保■・健康増進I案●告 )

4a全 国 100%
329%

(278%(禁煙指導が行われた市町村の割合))

397%
(322%(禁煙指導が行われた市町村の割 合)) (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合))

員煙をやめたい人がやめる 参考

目橿値 (指標 ) 策定 時のベースライン値 中間澤● 直近実績値

契煙率

(平 成 16年国民壼康・茉姜鯛査 ) (平 成 21年国民健康・榮姜調査 )

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女性 109%

禁煙希望者の割合

(平 成 15年国民健康 榮養調査 ) (平 成 21年国民健康・栄養調査 )

男性 246% 男性 317%

女性 327% 女性 416%

(1)直近実績 値に係るデータ分析
・直近実 績値 がベースライン値 に対 してどの

ような動 きになっているか分析 .

Эどの項目も目標値は達成できていない。すすんではいるが遅々としている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合 、記載 。

(3)その他データ分析に係 るコメント

(4)最 終評 価
‐最 終値 が 目標に 向けて、改 善 したか 、悪化

したか等を簡潔に記較 。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記重 。
巡聯死り瓢ミ斤虐お喜写憲澱::徹零響酵:鮮:書:ち|lhli婁
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9がん

(再掲)目 標項目19_2食塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均摂取ヨ

日
=値 認 撃奮麗鍋       |   (単 歳16年占毀 栄姜調査)

直近実績値
(平成21年国民健康・栄養調査)

13a成人 10g未満 135g       1       1128 107g

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
‐直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動 きになっているか分析。

○有意に減少した (片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

Э男性より女性で低く、女性では99gまで減少。
Э男女ともいずれの年代でも減少している。
Э直近値では、男女とも60歳代で最も高い(男性 :124g、 女性 :105g)。

Э食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年 間で変イヒはない。

(4)最 終評価
‐最終値 が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等 を簡潔に記藪。

(B)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
‐最終評価を踏まえ、今後強イヒ・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

Эこれ以上の減少については、個々人の努力だけでは限界があることから、食事内
褒成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要である。

9 カくん

(再掲)目 標項 目:93野 菜の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取最]

目擦値 甜 撃ビE桑粥   |(平 に よ蹄 栄委調勘 直近実績値
(平 成21年国民健康 栄養調査 )

14a成 人 350g以 上 292g 267g

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
‐直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

Э有意差はみられなかつた (片側 Pl直 =023)。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記戦。

(3)その他 データ分析 に係 るコメント

O直近値では20歳代で最も低く、242gである。

(4)最 終評価
・最終値力

`目
様に向けて、改善したか、悪化

したか等を簡潔に記載。
(C)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

○毎日野菜料理をたっぷ卿 日小剛 、350gttD食べるこどこついて「
1曇雲晶纂 轟 再 爾 願答した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%(平成21年国民健康

況に合わせた支援が必要である。
O直近の性・年齢階級別にみると、350g以上摂取している者の割合は男女とも20歳 代で最も4砥 く(男性24%、 女性
16%)、 若年層に対して重点的に対策を立てることが重要であると考える。
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) がん

目標項 目:941日 の食事において、果物類を摂取している者の増加 [摂 取している人の割合 ]

目様植
策定時のベースライン饉
(平 成9年 国民衆養調査 )

●目澤■
(平成16年国民健康・栄養調査)

置近実績 値
(平成21年国民健康 揆 著趙こ )

,4a成 人 60%以上

果物類を摂取していない者の割合
29896 390%

果物類を100g以上摂取している者の割合

`フ

996
425% 410%

果物類を200g以 上摂取している者の割合
23996

206% 196%

果物類の平均授取量
1253g

:090g :056g

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになっているか分析。

撚 M2ιモま
いデ~夙lξおよぞ肇稿蓄壕電装墓聾勇鎚籠寵尾111写ぜ堅Б嚇

[]文署葬呻等璃はざ離I裾藤枷繁醜徊雹
(2)デー タ等分析 上の課題
‐調査・分 析をする上での課 題 (調査手 段 、方

法、分析材 料 等 )がある場 合 、記颯 。

(3)その他データ分析 に係 るコメント

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記政。

〇悪くなっている。

D

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評口を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記減。

0果物だけで操取量の増加を目標としても果物摂取増加により、他の食品の摂取量が変化してしまうこともあ石
果物摂取と野菜摂取の両方を含んだ目標値を設定し、摂取量の少ないセグメントを抽出し、重点的に対策を立て
るのが必要であると考える。

9 カくス″

目標項 目:95脂 肪エネルギー比率の減少 〔1日 当たりの平均橿取比率](脂肪エネルギー比率 :総授取エネルギーに占める脂肪からのエネルギーの割合 )

目
=鐘

策定時のベースライン値
(平 成 9年 国民栄委口査 )

0同評●
(平 成 16年 目民位広・榮養調査 )

直近の実績●
(平 成21年国民健康・栄墨口査 )

12a20～ 40歳 代 25%以 下 271% 267% 271%

コメント

(1)●L近実績値に係るデータ分析
‐直近実績値がベースライン値に対してどの

ような動きになっているか分析。

D石恵 差はみ られなかつた (片傾lP値 =050)。

(2)デ ータ等分析 上の課題
・調査・分 析をする上 での課 題 (調査手 段、方

法 、分 析材 料 等 )が ある場合 、記 戦。

(3)そ の 他データ分析 に係 るコメント

Э男性より女性で高い。
Э男女とも20歳代、30歳代では変わらない。
Э直近値の20～ 40歳代では、男女とも20歳代で最も高い(男性1276%、 女性 :291%)。

Э脂肪の供給食品は、肉類とドレッシング等の油脂、調味料で約5割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最終評 蜀
・最 終値 が 目標 に向けて、改 善 したか 、悪 化

したか 等を簡潔に記敵。

|

(C)

(5)今 後の課題及び対策の抽出
‐最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡課に記藪。

D帽 肪エネルキー比率が3眺以上の者の割合は、
ちる。

男女とも20歳 代で最も高く、この世代へのアプローチが必要で

ｒ
ｕ

ｎ
Ｊ



9がん

(再掲)目 標項 目:96飲 酒対策の充実

ル コー ル 和 60gを超 ぇて投 取 す る 人 ,

目標饉
策定時のベースライン値

(平成8年度健康づくりに関する意臓調査)

中同評輌
(平 成 16年国民健康 栄養調査 )

直近実績饉
(平成21年国民健康‐栄養調査)

男性 32%以 下 54% 48%

,lb女 性 02%以 下 04%

末成年者 の飲酒をなくす [飲酒している人の割合 ]

目凛値
策定時のベースライン値

(平成8年度未威年者の飲酒行動に関する全国調査)

中同辟薔
(平成 16年度未威年者の喫煙及び

飲酒 行動に関する全目調査 )

直近実績値
(平 成22年度未威年者の喫煙及び

飲酒行動に関する全国調査)

2a男性 (中学 3年 )0% 16フ% 80%

2b男性 (高 校 3年 )0% 531% 384% 210%

'2c女
性 (中学 3年 )0% 169% 147%

'2d女
性 (高 校 3年 )0% 361% 320%

「節度のある適度な飲酒」の知識の普及 [知 っている人の割合](節度ある適度な飲酒 :1日 平均純アルコールで約20日程度の飲酒 )

目保値
策定時のベースライン値

(平 成 13年 国民栄養口査 )

中同評輌
(平成,5年国民健康‐栄姜調査)

直近実績値
(平成20年国民健康・栄養調査)

'3a男
性 100% 503% 486% 547%

53b 女性 473% 497% 486%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン値に対してどの
ような動きになつているか分析。

0未成年者の目標値で改善がみられるものの、3項 目のどれも日標値に達していなL民 :百量に飲酒する人、節度
のある適度な飲酒の知識がある人の割合は横ばいまたはわずかに増加している。

(2)データ等分析上の課題
・調査‐分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

υ3つの項目は目的が異なるので、―緒に議論するべきではなく、それぞれの項目として議論したほうが良い。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(C)

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載。

Oアルコール操取を健康との関連においてどのように位置づけ、正しい知識の普及1行動の普及を目指すのか、
のわかりやすいスキームを考える必要がある。
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〕 力`ん

目標項 目 :97が ん検診の 受 診者 の増加 検診受診者数 ]

目様値
策定時のベースライン値

(平 成 9年健康・福社関連サービス需要実態調査 )

中間評輌
(平 成16年国民生活基礎調査 )

直近実績値
(平 成 19年 目民生活基礎調査 )

7a胃 力くん 2,100万 人以上 1,401万 人 1,777万 人 2,159万 人

,7b子 宮がん 1860万 人以上 1.241万 人 1.050万 人 1086万人

)7● 乳がん 1600万 人以上 1.064万 人 842万 人 868万 人

)7d肺 がん 1,540万 人以上 1023万 人 |,100万 人 1832万 人

)7o大腸がん 1,850万 人以上 1231万 人 1432万 人 1,844万 人

コメント

(1)直 近実績値に係るデータ分析
・直近実績値が

^―
スライン値に対してどの

ような動きになつているか分析。

8傘高罰離型讐長蔀葬茜嘉路留葛沈1鍾轟稿甜:I

::言:I:::言 [[:I言 :::li[Il信 [l[:[:::

(2)データ等分析上の課題
・調査 ‐分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

)健康日本21」では、がん検診の対象者について特段規定はない

(3)その他 データ分析に係るコメント

0平成16年 、平成19年 、平成22年国民生活基礎調査によれば、各検診め受診率は以下の通りである。
・胃がん i男 性 :276%、 325%、 343%、 女性 :224%、 253%、 263%
・子宮がスバ女性 :208%、 2131t、 243%
・乳がん :女 1生 :19誂、20郎、24銚
・肺がん :男 性 :167%、 257%、 249%、 女性 :135%、 211%、 212%
・大腸がんi男性 :222%、 275%、 274%、 女性 :185%、 227%、 226%
※過去2年の(平成21年および平成22年 )の受診率は以下の通りである。
・子宮がん検診:320%
浮Lがん検診:31喘

(平成
"年

3月釧瞥青管鷲玖錯勇民キ淵彗淫墜謹譲籠観臀」χ靡徳弊鰍9慢斃朧警

(4)最 終評 価
・最 終値 が 目標 に向けて、改 善 したか 、悪化
したか等を簡潔 に記藪 。

0胃 がん、llTが んについては共に目標値を達成した。子宮がん、乳がん、
大腸がんについては、共に目標値に達していないが改善傾向にある。

B

(5)今 後の課 題及 び対策の抽 出
・最終評 価 を踏まえ、今後強 化・改 善等 すベ

きポイントを簡潔 に記載。

:言

:璽」蒻裏健蓼蓑善懃ilill:儡盗蒻葬鍮

98



分野別評価シー ト資料集

ｎ
Ｊ

ｎ
Ｊ



図 1

1・/)
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-1 20～ 60歳代男性の肥満者の割合の年次推移

平成  8年  9年  10年
7年

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年

図 1-2 男性の肥満者の割合
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平成21年国民健康・栄養調査

↑(156)

平成11年国民栄養調査

図 1-3 肥満者の割合 (縦断的変化)

↑(7.4) ↑(67) ↑(05)   ↑(-26)

図 1-4 肥満者の割合 (都道府県別)

20～ 60歳代男性

■ 27● %未満

● 27`―∞ 0%未満

□ 30Ю‐341%未着

■ 34協以上

■ 228%未清

■ 228‐ 253●/● 未l●

□ 258-320● /● 未濤

口 320%以上

資料 :平成19年度厚生労働科学研究
「都道府県等の生活習慣病リスク因子の格差及び経年モニタリング手法に関する検討(主任研究者 吉池信男)

～国民健康・栄養調査を活用した健康及び栄養水準に係る都道府県別ベンチマーク指標の検討～

<女性>

平成21年国民健康・栄養調査
20歳代 1 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

7.291 14.7γ 20.0% 19391 24.9γ

平成11年国民栄養調査
7.3% 13.3% 188% 275%

10歳代 1 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
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0

1Xl
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61

40

20

輸彙   ,0‐ 21●

女性

口3"以上
●2,30%
●20-2596
日2096朱濤

図 1-6 朝食欠食率の状況

男性(30歳代 )
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111

80

00

41

20

0

男性(20歳代)

資料 :国民栄養調査 (平成9～ 14年 )、

国民健康・栄養調査(平成15～ 21年 )

図 1-5 脂肪エネルギー比率の状況
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図 1-7 朝食欠食が始まった時期 (20歳以上)

□20歳以降

日高校を卒業した頃から

口中学、高校生の頃から

■小学生の頃から

男性

資料 :平成21年国民健康・栄養調査

図 1-8-1  習慣的に朝食を欠食している者における、
朝食を食べるために必要な支援内容 (20歳以上 )

早く寝る、よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や周りの人の支援

残業時間の短縮など労働環境の改善

外食やコンピニ等で手軽に朝食をとれる環境

資料 :平成21年国民健康・栄養調査
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図 1-8-2 朝食をほとんど毎日食べている者における、
朝食を今までどおり食べるために必要な支援内容 (20歳以上)

早く寝る、よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や周りの人の支援

残業時間の短縮など労働環境の改善

夕食や夜食を取りすぎない

外食やコンピニ等で手軽に朝食をとれる環境

特にない

80(%)

(複数回答 )

資料 :平成21年国民健康・栄養調査

図 1-9 メタボリックシンドロームの認知度
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平成21年 12月 調査
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(該当イ切

(2910人 ,

(110,人 )

(1.715人 ,

:1 801'、 ,

資料 :食育の現状と意識に関する調査 (内閣府)
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図2-1 意識的に運動を心がけている人の割合

図2-2 運動習慣者の割合

|ベースカ 値 1中間評籠 口直近実績値

20～ 29歳 311～ 39歳 :40～49歳 50～ 59歳
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表 5-1.わ が国成人=般人口の飲酒者の割合、60グ ラム以上飲酒する者の割合、アルコ‐ル

依存症の有病率の変化

平成 15年調査 → 平成 20年調査 D

男性 女性 男性 女性

飲酒者割合 D

60g以上飲酒者割合 の

アルコール依存症有病率め

85.3%

12.7%

1.9%

60.9%

3.7%

0.1%

83.1%

12.0%

1.0%

61.8%

3.1%

0.3%

注 .

1)飲酒者 とは、調査前 12ヵ 月に 1回以上飲酒 した者

2)ふだんの飲酒 日の平均飲酒量が 60グラム以上の者

3)アルコール依存症 とは ICD 10の診断ガイ ドラインを満たす者

出典.   ´

a)平成 15年度厚生労働科学研究 「成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究 (主任研究

者 樋 口進)」

b)平成 20年度厚生労働科学研究 「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習

慣病、公衆衛生上の諸問題 とその対策に関する総合的研究 (主任研究者 石井裕正)」

表 5-2. アルコール依存症患者数の推移

平成 11年 平成 14年 平成 17年 平成 20年

推計患者数 (千人)D
入院

外来

総数

13.5

3.6

17. 1

122

4.8

171

12.1

4.6

16.7

9.1

4.0

13.1

総患者数 (千人)の 4443つ
ろ

И
量37

注 .

1)推計患者数 :調査 日当日に、病院、一般診療所で受療した患者の推計数

2)総患者数 :調査 日現在において、継続的に医療を受けている患者の推計数

出典 .

患者調査

表5-3.ア ルコール依存症専門病院新規受診者における女性・高齢者の割合の推移 D

平成 9年 平成 14年 平成 15年

新規受診者総数 (人 )

女性症例の割合

高齢者症例の割合 の

2,119

15.0%

23.3%

2,424

15.6%

24.1%

2,614

18.6%

26.7%

注.

1)久里浜アルコール症センターを含む全国 11の専門病院新規受診アルコール依存症患者総数

2)高齢者症例とは、新規受診時に 60歳以上の症例

出典 .

平成 20年度厚生労働科学研究「精神障害者の地域ケアの促進に関する研究 (主任研究者,官岡

等)」
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表 5-4.自 助グループ会員数等の推移

平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年

断酒会員数 (人 )υ

男性

女性

総数

11,138

551

11,689

10,533

626

11,159

9,657

765

10,422

8,258

810

9,068

AAグループ数
DD 279

シ ヨ 三 .

1)AAの会員数に関する統計は存在 しない。AAはメンバー数を平成 22年で約 5,000名 と推計し

ている

出典 .

a)全日本断酒連盟内部資料

b)AA内部資料

表 5二 5. 未成年者の飲酒経験率

８０
乙

Ｅ
υ444379

平成 8年度
a 平成 16年度 D

平成 22年度 →

男性 (中 学 3年生)

男性 (高校 3年生)

女性 (中学 3年生)

女性 (高校 3年生)

76.4%

89.3%

75.1%

89.5%

57.3%

79.8%

61.2%

82.1%

37.2%

55.7%

42.5%

58.6%

出典 .

a)平成 8年度未成年者の飲酒に関する全国調査

b)平成 16年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全国調査

c)平成 22年度厚生労働科学研究 「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究 (主任研

究者 大井田隆)」
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図 5 成人の飲酒者割合

資料 :平成15年度厚生労働科学研究「成人の飲酒実態と関連問題め予防に関する研究(主任研究者 樋口進)」

平成20年度厚生労働科学研究「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、
公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究 {主任研究者 石井裕正ロ
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図 6二 1 う歯のない幼児 (3歳児)の割合 (都道府県別)

資料 :平成21年度 母子保健法・健康診査(3歳、歯科)に係る実施状況調べ

図6-2 12歳児一人平均う歯数 (都道府県別)
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資料 : 平成22年度 学校保健統計調査
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図7-1 健診受診率
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図7-2 糖尿病健診受診後の事後指導受診率

囲□
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図7-3 糖尿病有病率
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図8-1 カリウム摂取量
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図8-2 食品群別カリウム供給寄与率
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資料 :平成 13年 国民栄養調 査 、平成21年 国民健康・栄養調査
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表8-1-1野菜類摂取量(性・年情 級射) 表8-1-2魚介頚摂取量(性 :年齢艦級別) 表8-1-3果実類摂取量(性・年齢諧■別)

1人 1日 当たり(g)

平成9年 平成16年 平成21年

総

数

20～ 29■

30～ 39■ 270“ 23“

41‐49● 238■ 243■ 26■ 5

50・・5劇じ 3247 30“

00～ 69■ 0035 3396

70■以上 2誡9 30a4

男

性

20～ 200 264』

31～ 39歳 234“ 251■

40～ 49由 2512 2743

50～ 59蔵 3074

611～ 61■ 3300 3124

70歳 以上 293■

女

性

20～ 20歳 2344

30～ 39歯 2583 2194

40～ 49慮 2633

50-59慮 3253

60～ 60歳 315■ 2,50

70t以上 2723

1人 1

平成0年 平成16年 平成21年

総

数

20～ 29■ 8"

30～39住

40～49自

50～ 59■ 10■ 0

80～ 39■

70●以上 ,0“ 920

男

性

20～20■

00～39歳

40～ 49菫

50～59蔵 1“ 1 9,6

60-69t :"'

'0歳

以上 100'

女

性

20～29歳

30～39饉 844

`0～

49蔵

'22
50～59歳 948

60～ 69歳 9,1

70歳以上

1人 1日当たり(g)

平成9年 平成16年 平成21年

総

数

20～ 20蔵

00-39蔵 917 631 614

40～ 4,歳

50～ 50歳 1290

60～69蔵

71さ以上 1530 1400

男

性

20～ 29蔵 850

30～ 30歳

40～ 49歳 635

50～ 59蔵 102' 988

60～ 69■

'0席

以上 1541

女

性

20-2,歳

30～ 39歳

40～ 49歳 88●

50～ 59歳

60～ 09歳

,0慮以上 1606
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参考資料 1

健康日本 21の進捗状況について

年  月 項事

平成

10年 11月

11

12.

6

13.   1

2

3

2

3

4

7

8

10

11

12

6

8

口健康日本 21企画検討会の設置承認 (公衆衛生審議会総合部会・健康

増進栄養部会・成人病難病対策部会 3部会合同部会 )

・第六次改定日本人の栄養所要量策定

・たばこと健康に関するWHO神 戸国際会議 (11月 14日 ～ 18日 )

・ 21世紀における国民健康づくり運動 (健康日本 21)に ついて報告書

・「健康日本 21の推進について」 (厚生事務次官通知、保健医療局長

通知、保健医療局長及び老人保健福祉局長及び保健局長通知)を発出

・食生活指針策定

・厚生省内に健康日本 21推進本部を設置

口「健康日本 21」 全国都道府県主管課長等会議

・未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に

関する施策大綱

・酒類に係る社会的規制等関係省庁連絡協議会

・健やか親子 21検討会報告書取 りまとめ

・第 1回健康日本 21推進国民会議 (12月 26日 )

・省庁再編

・健康日本 21推進全国連絡協議会発起人会

・第 1回健康日本 21推進全国連絡協議会総会

・第 2回健康日本 21推進国民会議 (3月 21日 )

・第 1回健康日本 21全国大会 (3月 21日 、東京都 )

・第 1回健やか親子 21全国大会 (6月 27日 、東京都 )

。「健康日本 21」 全国都道府県主管課長等会議 (8月 7日 )

ｎ
Ｊ



13.創・健康日本 21地方計画策定の支援に資するセミナー (8月 9日 )

・第 2回健康日本 21推進全国連絡協議会総会 (9月 7日 )

lq・ 第3回健康日本21推進国民会議 (10月 26日 )

111・ 政府・与党社会 保障改革協議会「医療制度改革大綱」を公表

12・ 未成年者喫煙禁止法改正

・喫煙と健康問題に関する検討会報告書取 りまとめ

14 1・ アルコール保健指導マニュアル検討会報告書取 りまとめ

・第 2回健康日本 21全国大会 (3月 15日 、島根県)

・第 3回健康日本 21推進全国連絡協議会総会 (6月 19日 )

・分煙効果判定基準策定検討会報告書取りまとめ

・健康増進法成立

・ 「健康日本 21」 全国都道府県主管課長等会議 (8月 7日 )

・健康づ くり国際会議 (9月 21日 )

111Ⅲ 第 2回健やか親子 21全国大会 (11月 15日 、佐賀県 )

・健康 日本 21地方計画策定の支援に資するセ ミナー (11月 21日 )

1刻・第 4回健康日本 21推進国民会議 (12月 4日 )

・今後のたばこ対策の基本的な考え方について (意 見具申)取 りまとめ

15 2・ 第3回健康日本21全国大会 (2月 7日 、滋賀県)

・健康日本 21評価手法検討会中間報告取 りまとめ

・健康日本 21評価手法検討会調査分科会報告書取 りまとめ

・健康づ くりのための睡眠指針検討会報告書取 りまとめ

・健康増進法に基づく基本方針告示、施行関係通知発出

・健康増進法施行

・新たな職場における喫煙対策のためのガイ ドライン策定

・第 4回健康日本 21推進全国連絡協議会総会 (6月 25日 )

・第 3次対がん 10か年総合戦略を策定 (7月 25日 )

・第 5回健康日本 21推進国民会議 (8月 4日 )

・「健康日本 21」 全国都道府県主管部局長等会議 (9月 2日 )

1 ll・ 第 4回健康日本 21全国大会 (11月 7日 ,8日 、岩手県)

・第 3回健やか親子 21全国大会 (11月 6・ 7日 、富山県)

ｎ
ｕ

り
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16.釧 “健康日本 21評価手法検討会報告書取 りまとめ

・健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書取 りまとめ

・健康フロンティア戦略を策定

・WHOた ばこ規制枠組条約批准

・健康増進事業者に対する健康診査の実施等に関する指針告示

・第 1回たばこ対策関係省庁連絡会議幹事会 (6月 15日 )

・第 1回WHOた ばこ規制枠組政府間作業部会 (6月 21日 ～ 25日 )

・介護保険法の一部改正施行

い第 6回健康日本 21推進国民会議 (7月 30日 )

・第 5回健康日本 21全国大会 (9月 17日 、山梨県 )

1 ll・ 第 4回健やか親子 21全 国大会 (1¬ 月 16日 ～ 18日 、宮城県 )

12・ 日本人の栄養所要量―食事摂取基準一策定検討会報告書取りまとめ

1-2・ 第 2回WHOたばこ規制枠組政府間作業部会 (1月 31日 ～2月 4日 )

・ WHOた ばこ規制枠組条約発効

・地域職域連携推進事業の開始

・がん対策推進本部の設置

・食育基本法成立

・食育基本法施行

・ フー ドガイ ド (仮 称)検討会報告書取 りまとめ

・第 6回健康 日本 21全国大会 (9月 9日 、鹿児島県 )

lq・ 第5回健やか親子21全国大会 (10月 26日 、奈良県)

111・ 第 7回健康日本 21推進国民会議 (11月 10日 )

18.2卜 WHOた ばこ規制枠組条約第 1回 締約国会議 (2月 6日 ～ 17日 )

・食育推進基本計画食育推進会議決定

・平成 17年度「効果的な空間分煙対策推進検討委員会」報告書取りまとめ

口「ニコチン依存症管理料」新設

・がん対策基本法成立

・医療制度改革関連法成立

・第 1回食育推進全国大会 (6月 24日 、大阪府 )

・ 自殺対策基本法成立

り
こ



18.71・ 健康づ くりのための運動基準2006～ 身体活動・運動・体力～

報告書取 りまとめ

・健康づ くりのための運動指針2006～ 生活習慣病予防のために～

<エ クササイズガイ ド2006>取 りまとめ

・第 2回 たばこ対策関係省庁連絡会議 (8月 10日 )

lq・ 自殺対策基本法施行

111・ 第 7回健康 日本 21全国大会 (11月 2日 、岡山県 )

・第 6回健やか親子 21全国大会 (11月 20日 ～ 22日 、高知県 )

19.1・ 都道府県健康増進計画改定ガイ ドライン策定

・標準的な健診・保健指導プログラム策定

。がん対策基本法施行

・がん対策推進協議会の設置             .
・第 8回健康 日本 21推進国民会議 (4月 23日 )

・がん対策推進基本計画閣議決定

・自殺対策総合大綱閣議決定

・第 2回食育推進全国大会 (6月 9・ 10日 、福井県 )

6-1・ wHOた ばこ規制枠組条約第 2回締約国会議 (6月 30日 ～ 7月 6日 )

・第 8回健康 日本 21全国大会 (9月 7日 、福井県 )

111・ 第 7回健やか親子 21全国大会 (11月 15・ 16日 、新潟県 )

14・ 糖尿病等の生活習慣病対策の推進について (中 間取りまとめ)

20.則・健やか生活習慣国民運動プレイベント (健やか生活習慣フェスタ)

(3月 15・ 16日 、東京都 )

・医療制度改革関連法施行、特定健診・特定保健指導開始

・第 3回食育推進全国大会 (6月 7・ 8日 、群馬県 )

・第 3回たばこ対策関係省庁連絡会議 (6月 26日 )

・がん対策推進本部において国の主な取 り組み を提示

・自殺対策加速化プラン (自 殺総合対策会議決定 )

lq・ 第9回健康日本21全国大会 (10月 4日 、熊本県)

1 ll・ 元気 2008!健 康日本 21～健やか生活習慣国民運動～

(11月 7日 ～ 9日 、東京都 )

122
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20.11卜 WHOた ばこ規制枠組条約第 3回締約国会議 (11月 17日 ～ 22日 )

第 8回健やか親子 21全国大会 (11月 27・ 28日 、福岡県 )

第 9回 健康日本 21推進国民会議 (3月 2日 )

受動喫煙防止対策のあ り方に関する検討会報告書取 りまとめ

「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書取りまとめ

第 4回食育推進全国大会 (6月 13・ 14日 、島根県)

がん検診50%推進本部設置

111・ 慢性疾患対策の更なる推進に関する検討会検討概要取りまとめ

(11月 10日 ～ 12日 、静岡県 )

1月 11日 、富山県 )

′ (自 殺総合対策会議決定 )

(健康局長通知)を発出

:習慣の改善をうながすために 公表

するための戦略」 (WHO総 会で採択 )

2・ 13日 、佐賀県 )

二引き上げ

111・ 第 11回健康日本 21全国大会 (11月 11日 、愛媛県)

会 (11月 11・ 12日 、埼玉県 )

1締約国会議 (11月 15日 ～ 20日 )

'防 。早期発見のあ り方について」取 り

まとめ

「今後の職場における安全衛生対策について」 (労働政策審議会建議 )

「Smart Life Project」  局嗣夕台

「Smart Life Project Week」 の実施 (3月 7日 ～ 27日 )

第 6回食育推進全国大会 (6月 18・ 19日 、静岡県)

22.

23_
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都道府県名

所属・職名

担 当者名

FAX

E― ma‖

考資料 2
(都道府県用)

健康増進施策の取組状況等について

健康増進計画のご担当者のお名前、所属、連絡先をご記入ください。

回答欄に必要事項を記入してください。

1健康増進施策の推進体制について

(1)①庁内に部局横断的な組織体制がありますか。いずれかを選択してください。

1あ る   2な い   「
菌答欄  卜 する番号を選択してくだれヽ

|

②五登と回答した場合、そのトップは誰ですか。知事、△△部長等具体的に記述してください。

(                            )

(2)関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制がありますか。
いずれかを選択してください。

1あ る  2な い   略欄 レ当する番号を選択してくだれヽ

2「健康日本21」地方計画(又は健康増進計画、以下同じ。)の 評価について

(1)地方計画の評価を行う体制はありますか。いずれかを選択してください。

1 あ る        2な い           回答欄   該当する番号を選択してください

(2)これまでに中間評価等の評価を行つたことがありますか。いずれかを選択してください。

1あ る  2な い   酪欄 レ当する番号を選択してくだれヽ

(3)地方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。いずれかを選択してください。

1 策定した   2策 定中  3な い 回答欄   臓 当する番号をlll択 してください

3健康増遺施策の取組状況について

「健康日本21」 が策定されて以降、9分野及びその代表目1栞項目について、取組を充実させましたか。以下の点に注意してご回答ください。

・示された代表目標項目について、日標値をたてている項目に対し、対象者区分(性別、年齢、等)をご記入の上、日1栞 値、ベースライン値、直近値(直近1直 に

関しては調査年もご記入)を ご記入ください。ベースライン1直及び直近値に関しては、それぞれの出典調査も併せてご記入ください。

・対象者区分が複数ある場合は、通宜、行を追加し、それぞれに対象者区分をご記入の上、日1撃 値、ベースライン1直 、直近1直 (調 査年も含む)、 出典調査をご

記入ください。

・「充実した」、「縮小した」、「変わらないJ、「未実施」に関しては、健康日本21が策定された平成12年から現在までを対象として、以下の基準により、該当す
る番号を回答欄に記厳してください(プルダウンリストで選択できます)。

1 充実した :予 算の増額、条例等関係法令の整備、取組内容の見直しや関係機関との連携強イヒなどにより、取組の質を向上させた場合、等

2縮小した :予 算額の大幅な削減、投入する労力の減少のあつた場合、等。

3変わらない :「 充実した」、「縮小した」にあてはまらない場合。

4未実施  :そ の分野の目1澪 項目をEl定していない場合。

示された代表目標項目を設定していない場合は、「対象者区分」の項目に、「未設定」とご記入ください。

① 栄養・食生活

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄障当する書号を選択してください

対象者区分

目11{直 ベースライン値 直近 1■ (HOO年 )

ヽ ( 出典調査  ) ( 出典調査  )

・適正体重を維持している人の増加
) ) (        )(H  年

― _ ( )

・脂肪エネルギー比率の減少
) ( (        )(H   年

ヽ ( ( )

・野菜の摂取量の増加

) ( (        )(H   年

( ( )

・朝食を欠食する人の減少

( ) ( (        )(H   年

ヽ ( ( )

・メタポリックシンドローム(内 臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の増加

( ( (        )(H   年

ヽ ( ( )
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② 身体活動・運動

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 該当する番号を選択してください

対象者区分

目標値 ベースライン値 直近値(HOO年 )

‐
― _

( 出典調査 ( 出典調査 )

・日常生活における歩数の増加(成人、高齢者)

( ( ( 年

( ( )

運動習慣 者 の増加
( ( ( 年

― ― _ ( ( )

③ 休養・こころの健康づくり

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 亥当する番号を選択してください

対象者区分

日標値 ベースライン値 直近値 (HOO年 )

( 出 典調査 ( 出典調査  )

・睡眠による休養を十分にとれていない人の減少
( ) ( ( 年 )

( ( )

・自殺者の減少
( ) ( ( 年 )

( ( )

④ たばこ

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 亥当する番号を選択してください

対象者区分

目標値 ベースライン値 直近値(HOO年 )

ヽ ( 出典調査 ) ( 出典調査  )

・未成年者 の喫 煙をなくす
) ( ) ( 年 )

) ( )

公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

) ) ( 年 )

｀｀ ｀ ヽ ヽ ヽ 、 ヽ ) ( )

・禁煙支援プログラムの普及
) ) ( )(H 年 )

) ( )

・喫煙をや めたい人がやめる
) ) ( )(H 突F)

) ( )

⑤ アルコール

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 該当する番号を選択してくださt

対象者区分

目棟値 ベースライン値 直近値(HOO年 )

ヽ ( 出 典調査  ) ( 出典調査  )

・多量に飲酒する人の減少
) ) ( )(H 年 )

) ( )

・未成年者 の飲 酒をなくす
) ) ( 年 )

｀ ｀ ｀
ヽ 、 、 ヽ

) ( )

⑥ 歯の健康

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 該当する番号を選択してくださし

対象者区分

目標値 ベースライン値 直近値 (HOO年 )

ヽ ( 出典調査  ) ( 出典調査 )

(学齢期のう触予防)一 人平均う歯数の減少
) ) ( 年 )

) ( )

(歯の喪失防止)80歳 で20歯以上、60歳 で24 ) ) ( 年 )

) ( )
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⑦ 糖尿病

1充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 1該 当する番号を選択してください

対象者 区分

目標値 ベースライン値 直近値(HOO年 )

( 出典調査 ) ( 出典調査  )

・糖尿病検診受診後の事後指導の推進
) ( ) ( 年 )

( ) ( )

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の 該
当者・予備群の減少

) ) ( 年 )

( ) ( )

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の概
念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

) ( 年 )

( ) ( )

・糖尿病有病者の増加の抑制(推計)

) ) ( 年 )

) ( )

③ 循環器

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄 レ当する番号を選択してください

対象者 区分

目標値 ペースライン値 直近1直 (HOO年 )

―
― _

( 出典調査 ) ( 出典調査 )

・健康診断を受ける人の増加
) ( ) ( 年 )

ヽ
、 、 、 、

ヽ
) ( )

高脂血症の減少
) ( ( 年

( ) ( )

・生活習慣の改善等による循環器病の減少(推

計)

) ( ( )(H 年

( ) ( )

③ がん

1充実した   2縮 小(_た    3変 わらない   4未 宰施 口答劇 城当夕る番号を選択してくだれヽ

対象者区分

目標値 ベースライン値 直近 値 (HOO年 )

― ‐ ヽ
__ ( 出典調査  ) ( 出典調査 )

・がん検診 の受診者の増加

) ( ( 年

( ( )

4その他 (自 由記載 )

・都道府県における健康増進施策の取組状況について、以下の例を参考に、自由に記載してください。
例 :工 夫した独自の目標項目、日標値を設定した例

目標設定値、日標を達成するための取組が困難であつた例 等
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(市区町村用)

健康増進施策の取組状況等について

健康増進計画のご担当者のお名前、所属、連絡先をご記入ください。

市区町村名

所属・職名

担当者名

TEL

FAX

E― rna‖

回答欄に必要事項を記入してください。

1健康増進施策の推進体制について
(1)①庁内に部局横断的な組織体制がありますか。いずれかを選択してください。

1あ る    2な い

②立益と回答した場合、そのトップは誰ですか。市長、△△部長等具体的に記述してください。

(                           )

(2)関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制がありますか。
いずれかを選択してください。

.        1あ る   2な い

2「健康日本21」 地方計画 (又は健康増進計画。以下同じ。)の評価について

(1)地方計画の評価を行う体制はありますか。いずれかを選択してください

1あ る    2な い

(2にれまでに中間評価等の評価を行つたことがありますか。いずれかを選択してください。
1あ る    2な い

(3)地方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。いずれかを選択してください。
1策定した    2策 定中    3な い

回 答 欄  該当する番号を選択してください

回 答 欄  1該 当する■号を選択してください

回 答欄  卜
当する番号を選択してください

回答欄  1該当する番号を選択してください

3健康増進施策の取組状況について

健康 日本21Jが策定されて以降、9分野及びその代表目標項目について、取組を充実させましたか。以下の点に注意してご回答ください。

「充実した」、「縮小した」、「変わらない」、「未実施」に関しては、「健康日本21」 が策定された平成12年から現在までを対象として、以下の基準
こより、該当する選択肢に1つ 、Oをつけてください(プルダウンリストより選択できます)。

充実した

縮小した

変わらない

未実施

:予算の増額、条例等関係法令の整備、取組内容の見直しや関係機関との連携強化などにより、取組の質を向上させた
場合、等。

:予算額の大幅な削減、投入する労力の減少のあつた場合、等。

:「 充実した」、「縮小した」にあてはまらない場合。

:目 標項目を設定していない場合。

充実した 縮小した 変わらない 未実施

Э 栄養・食生活

・適正体重を維持している人の増加

・脂肪エネルギー比率の減少

・野菜の摂取量の増加

・朝食を欠食する人の減少

・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の増加

② 身体活動・運動

・日常生活における歩数の増加 (成人、高齢者)

・運動習慣者の増加

Э 休養・こころの健康づくり

・睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

・自殺者の減少

129



Э たばこ

・未成年者の喫煙をなくす

・公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

・禁煙支援プログラムの普及

・喫煙をやめたい人がやめる

⑤ アルコール

・多量に飲酒する人の減少

・未成年者の飲酒をなくす

⑥ 歯の健康

・(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少

・(歯の喪失防止)80歳で20歯以上、60歳で24
歯以上の自分の歯を有する人の増加

Э 糖尿病

・糖尿病検診受診後の事後指導の推進

・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該
当者・予備群の減少

・メタボリックシンド回―ム (内臓脂肪症候群)の概
念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

・糖尿病有病者の増加の抑制 (推計 )

Э 循環器病

・健康診断を受ける人の増加

・高月旨血症の減少

・生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推訓

9がん

・がん検診の受診者の増加

4そ の他 (自 由紀載 )

・市区町村における健康増進施策の取組状況について、以下の例を参考に、自由に記載してください。
例 :工夫した独自の目標項目、日標値を設定した例

目標設定値、目標を達成するための取組が困難であった例
地方計画を策定していないが、それに変わる取組を行つた例 等
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(団体用 )

「健康日本21」 の推進に関する取組状況等について

ご担当者のお名前、連絡先をご記入ください。

団体名

担当者名

FAX

E― mail

回答欄に必要事項を記入してください。

1健康日本21の 推進の取組体制について

各項 目について、いずれかを選択してください。

(1)担 当者を決めましたか。

(2)年 度ごとに計画を立てて、取組を行いましたか。

(3)取組の評価を行いましたか。

(4)他の機関や団体との連携を図りましたか。

(5)自分の団体のホームページなどで取組みを公表しましたか。

1 はい

1 はい

1 はい

1 はい

1 はい

2 いいえ

2 いいえ

2 いいえ

2 いいえ

2 いいえ

2健康増進施策の取組状況について

「健康日本21」が策定されて以降、9分野及びその代表目標項目について、それぞれの取組を実施しましたか。該当する選択肢にOをつけてく
ださい。(プルダウンリストより選択できます。)

実施した 実施していない

Э 栄養・食生活

・適正体重を維持している人の増加

・脂肪エネルギー比率の減少

・野菜の摂取率の増加

・朝食を欠食する人の減少

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の増加

② 身体活動・運動

日常生活における歩数の増加(成人、高齢者)

・運動習慣者の増加

Э 休養・こころの健康づくり

・睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

・自殺者の減少

④ たばこ

・未成年者の喫煙をなくす

・公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

・禁煙支援プログラムの普及

・喫煙をやめたい人がやめる

⑤ アルコール

・多量に飲酒する人の減少

・未成年者の飲酒をなくす

Э 歯の健康

・(学齢期のう蝕予防)一 人平均う歯数の減少

・(歯の喪失防止)80歳 で20歯以上、60歳で24
歯以上の自分の歯を有する人の増加

131



Э 糖尿病

・糖尿病検診受診後の事後指導の推進

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の該
当者・予備群の減少

・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概
念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

・糖尿病有病者の増加の抑制 (推計)

Э 循環器病

・健康診断を受ける人の増加

・高脂血症の減少

・生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推計

Э 力ぐん

がん検診の受診者の増加

3その他 (自 由記載 )

・団体における、「健康日本21」 の推進に関する取組状況について、以下の例を参考に、自由に記載してください。
例 :「健康日本21」 に参加して、団体として、活性化につながった例

「健康日本21」 に参加して、団体として、メリットがあった例   等
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